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唐
朝
前
半
期
の
軍
事
の
柱
石
を
な
す
府
兵
制
は
、
そ
れ
を
支
え
た
府
兵
兵
士
の
側
に
お
い
て
捉
え
る
な
ら
ば
ど
う
な
る
か
、
こ
う
し
た
関
心

(

1

)
 

の
も
と
、
先
に
私
は
か
れ
ら
兵
士
の
制
度
的
祉
舎
的
な
位
置
を
め
ぐ
っ
て
、
閲
係
史
料
の
整
理
と
先
行
研
究
の
分
析
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
の
結

果
、
従
来
の
解
樺
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
題
貼
が
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
司
た
。

兵
士
の
負
措
(
上
番
〉
の
不
均
等
さ
を
補
う
も
の
と
し
て

「
納
責
(
代
役
銭
)
」

際
面
か
ら
も
成
立
し
に
く
い
こ
と
。

の
存
在
が
想
定
さ
れ
た
が

そ
れ
は
史
料
上
か
ら
も
貫



ω
府
兵
の
負
携
が
一
般
農
民
と
制
度
上
は
均
等
で
あ
っ
た
と
論
謹
す
る
た
め
、
演
口
重
園
氏
の
雑
徳
換
算
年
間
一
五

O
日
設
に
基
準
が
置

か
れ
る
が
、
こ
の
結
果
府
兵
の
任
務
を
雑
径
と
同
質
の
も
の
に
、
ま
た
年
間
一
五

O
日
ま
で
も
拘
束
す
る
過
重
負
措
と
解
す
る
こ
と
に
な

v
Q
V」

L」
。

(3) 

ωに
関
連
し
て
、
府
兵
負
捨
を
年
間
一
五

O
日
に
導
く
た
め
に
、
勤
務
日
教
に
上
番
地
へ
の
往
復
日
教
を
加
算
す
る
が
、
こ
れ
は
す
で

に
あ
る
上
番
規
定
に
屋
上
屋
を
重
ね
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

府
兵
に
は
食
料
や
武
器
な
ど
を
「
自
備
」
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
、
過
重
負
擦
の
象
徴
と
み
な
さ
れ
て
き
た
が
、
貰
際
は
む
し
ろ
特
権

必
後

的
責
務
と
も
み
な
さ
れ
う
る
一
面
が
あ
っ
た
こ
と
。

R
U
 

兵
制
と
し
て
そ
う
し
た
不
合
理
さ
、
制
度
崩
壊
の
因
子
を
蛍
初
か
ら
内
包
さ
せ
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
。

負
纏
が
制
度
上
府
兵
と
一
般
農
民
と
で
等
し
い
場
合
、
貧
質
的
に
は
府
兵
側
に
よ
り
重
い
負
措
を
強
い
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
が
、
府

川
開
川
切
に
か
か
わ
っ
て
、
負
擦
の
過
重
さ
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
に
耐
え
ら
れ
る
農
民
や
地
主
屠
が
府
兵
と
な
ア
た
と
い
わ
れ
る
が
、
園
軍
の
措

い
手
を
そ
の
よ
う
に
重
い
負
捨
を
強
い
、
低
く
扱
い
、
忌
避
の
封
象
に
さ
せ
る
こ
と
は
本
来
あ
り
え
た
か
疑
問
で
あ
る
こ
と
。

の
従
来
の
解
揮
の
多
く
は
、
崩
壊
期
の
府
兵
制
が
露
呈
さ
せ
た
現
寅
か
ら
制
度
の
特
質
や
兵
士
の
位
置
を
規
定
し
た
た
め
に
、
本
来
の
姿

か
ら
か
け
離
れ
た
府
兵
像
が
一
人
歩
き
し
て
き
た
き
ら
い
が
看
取
さ
れ
る
こ
と
。

- 91ー

こ
う
し
た
問
題
黙
に
た
い
し
、
私
は
、
地
域
単
位
の
軍
事
的
中
心
と
し
て
の
都
督
府
の
果
た
し
た
役
割
に
注
目
し
、
地
方
軍
府
(
折
衝
府
)
の

府
兵
で
は
す
べ
て
が
都
に
上
番
し
た
の
で
は
な
く
、
近
接
の
都
督
府
へ
の
形
も
贋
く
認
め
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
想
定
し
た
。
と
す
る
と
、

上
番
規
定
に
お
け
る
ク
五
百
里
内
の
五
番
で
一
番
三

O
日
々
が
府
兵
負
擦
の
基
本
を
な
す
形
態
と
な
り
、
こ
の
動
か
ら
負
措
面
で
府
兵
が
農
民

一
般
よ
り
軽
い
も
の
で
、
し
た
が
っ
て
本
来
府
兵
は
農
民
よ
り
制
度
的
に
も
祉
曾
的
に
も
優
遇
さ
れ
た
立
場
に
あ
っ
た
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
大

勢
を
な
し
て
い
た
理
解
と
は
逆
轄
し
た
委
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
加
え
て
、
嘗
時
の
府
兵
制
の
一
面
を
特
長
づ
け
る
の
に
、
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軍
府
の
偏
在
、
有
軍
府
州
と
無
軍
府
州
と
の
併
存
、

住
民
の
有
軍
府
州
か
ら
無
軍
府
州
へ
の
移
住
(
笑
窪
)
の
禁
止
が
あ
り
、

さ
ら
に
い
司
た

ん
府
兵
に
貼
じ
ら
れ
た
も
の
が
中
途
か
ら
一
般
民
丁
に
第
更
さ
れ
た
り
、

そ
の
逆
の
一
般
民
丁
か
ら
府
兵
へ
の
中
途
轄
身
が
認
め
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
と
い
う
事
買
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
は
、
農
民
の
成
丁
だ
れ
も
が
均
等
に
府
兵
に
か
か
わ
る
義
務
と
機
舎
の
な
か
に

身
を
置
い
た
の
で
は
な
か
「
た
こ
と
で
あ
る。

こ
の
よ
う
に
府
兵
兵
士
は
、
負
捨
面
か
ら
も
あ
る
い
は
地
域
性
や
成
丁
時
の
篠
件
な
ど
か
ら
も
、
農
民
と
は
一
一
線
を
劃
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ

た
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
。
と
す
る
と
、
府
兵
と
一
般
農
民
の
聞
は
い
わ
ば
。
兵
民
分
離
た
る
形
態
。
に
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か

っ
た
か
と
い
う
見
方
に
逢
着
す
る
が
、
し
か
し
従
来
、
そ
う
し
た
親
黙
は
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
ア
た
。
完
成
段
階
の
唐
府
兵
制

「
府
兵
を
農
に
寓
す
」
(
『
新
唐
書
』
兵
志
〉
と
こ
ろ
の
兵
民
一
致
の
原
理
を
も
っ
て
特
長
を
な
す
、
と
す
る
観
念
が
抜
き
難
く
あ

ア
た
か
ら
で
あ
る
。
府
兵
制
は
農
民
だ
れ
も
が
兵
士
と
し
て
支
え
、
そ
の
こ
と
で
園
家
は
安
上
が
り
に
し
て
質
寅
な
兵
力
を
大
量
か
つ
容
易
に

擁
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
考
え
方
に
た
つ
結
果
は
、
前
述
の
ご
と
き
様
々
な
問
題
貼
を
招
来
さ
せ
、
兵
士
を

一

に
あ
っ
て
は
、

般
農
民
よ
り
低
く
位
置
づ
け
る
こ
と
に
な
り
、
府
兵
制
を
積
極
面
で
捉
え
る
こ
と
を
難
し
く
し
た
の
で
あ

ア
た
。

- 92ー

そ
の
よ
う
な
陥
奔
か
ら
抜
け
出
る
た
め
に、

西
貌
以
来
の
兵
民
分
離
の
原
理
に
た
っ
て
唐
府
兵
制
を
捉
え
返
し
て
み
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と

を
、
私
は
意
識
し
た
。
戸
籍
の
上
で
は
民
籍
に
一
本
化
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、

の
(
戸
)
と
で
は
見
え
ざ
る
一
線
が
あ
っ
て
、

そ
の
じ
っ

府
兵
と
な
る
も
の
(
戸
)
と
そ
う
で
な
い
も

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
が
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

そ
う
解
す
る
こ
と
で
か
な
り
の

疑
問
に
説
明
が
つ
く
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
う
し
た
な
か
で
、
最
後
に
反
省
さ
せ
ら
れ
た
の
は
、
確
か
に
大
枠
と
し
て
の
府
兵
の
あ
り
方
が
押
さ

え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
も
っ
と
具
瞳
的
な
と
こ
ろ
に
な
る
と
ど
う
な
る
の
か
、

そ
も
そ
も
兵
士
た
ち
の
日
常
性
や
祉
曾
的
位
置
は
ど
う
で
あ

っ

た
の
か
、
そ
れ
ら
を
明
ら
か
に
し
て
は
じ
め
て
問
題
の
本
質
に
一
定
の
答
え
が
用
一意
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
府
兵
制
と

い
う
制
度
を
扱
う
こ
と
は
多
く
て
も
、
兵
士
そ
の
も
の
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
少
な
か
円
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
う
し
た
反
省
か
ら
、
唐
府
兵
制
の
兵
民
分
離
か
否
か
の
問
題
を
嘗
面
離
れ
、
兵
士
た
ち
の
生
き
た
姿
を
そ
の
環
境
や
現
肢
の
な
か
で
取
り



出
し
、
そ
れ
を
つ
う
じ
て
府
兵
制
の
本
質
に
一
歩
で
も
近
づ
く
こ
と
が
重
要
な
課
題
と
な
る
。
そ
れ
に
あ
た
っ
て
、
も
っ
と
も
豊
富
な
材
料
を

提
供
し
て
く
れ
る
の
は
、
吐
魯
番
文
書
の
世
界
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

吐
魯
番
の
地
に
は
、

唐
初
に
唐
の
直
轄
地
(
西
州
)
と
な
っ
て
折
衝
府

が
配
置
さ
れ
、
現
地
住
民
が
府
兵
に
組
織
さ
れ
、
法
境
の
防
衛
と
治
安
の
維
持
に
あ
た
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
菊
池
英
夫
氏
は
、

こ
の
吐
魯
番
地
匿
の
府
兵
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
高
昌
を
攻
略
し
た
唐
の
行
軍
(
遠
征
軍
)
が
駐
留
し
て
は
じ
ま
る
鎮
守
軍
圏
に
、

兵
員
を

現
地
補
給
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
に
施
行
さ
れ
た
こ
と
、

そ
れ
ゆ
え
組
織
や
運
営
で
嘗
初
か
ら
臨
戦
睦
制
を
と
る
も
の
で
あ
り
、

「
京
師
上

番
・
遁
成
防
人
を
統
一
的
に
運
用
す
る
府
兵
本
来
の
理
念
と
は
極
め
て
異
な
っ
た
も
の
」
、

中
央
に
劃
す
る
統
属
系

統
を
同
じ
く
し
、
制
度
の
表
面
的
形
式
は
あ
く
ま
で
府
兵
制
の
瞳
裁
を
維
持
し
つ
つ
、
そ
の
下
で
次
第
に
貫
質
的
轄
換
、
換
骨
院
胎
が
行
わ
れ

(

2

)

 

つ
つ
あ
っ
た
こ
と
」
に
注
目
す
べ
き
も
の
と
強
調
す
る
。
つ
ま
り
形
は
府
兵
制
で
も
貫
質
は
府
兵
制
本
来
の
姿
か
ら
か
け
は
ず
れ
、
府
兵
そ
の

「
名
は
折
衝
府
で
あ
り
、

も
の
も
「
衛
士
」
と
よ
ば
れ
な
が
ら
、
都
へ
の
上
番
は
な
い
防
人
的
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
。

- 93ー

し
か
し
吐
魯
番
府
兵
制
を
あ
ま
り
に
も
特
殊
な
事
例
と
み
な
す
こ
と
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
菊
池
氏
は
中
央
の
上
番
勤
務
、
地
方
の
治
安
維

持
、
遺
境
の
前
線
勤
務
の
三
つ
が
統
一
的
に
結
ば
れ
運
用
さ
れ
る
こ
と
を
府
兵
制
の
理
念
と
認
め
、
他
と
一
線
を
劃
そ
う
と
し
た
。
だ
が
前
稿

で
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
衛
士
の
名
は
中
央
の
禁
衡
に
属
す
る
兵
士
と
し
て
祉
曾
的
楽
器
官
と
特
権
を
お
び
た
呼
稀
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
で
兵
士

し
か
も
か
れ
ら
に
は
納
責
は
制
度
的
に
認
め
ら
れ
て
い

と
軍
府
を
中
央
に
一
元
的
に
つ
な
ぎ
と
め
る
積
極
的
意
味
を
負
っ
た
と
推
定
で
き
た
。

な
い
こ
と
か
ら
、
都
へ
の
上
番
以
外
に
地
方
ご
と
に
都
督
府
な
ど
に
「
上
番
」
す
る
形
が
浮
上
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
菊
池
氏
が
想
定
す

西
州
都
督
府
を
中
心
に
動
く
吐
魯
番
府
兵
制
の
あ
り
方
も
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
様
態
の
一
つ
に
な
り

う
る
可
能
性
を
お
び
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
し
た
が
っ
て
、
吐
魯
番
の
場
合
も
あ
ま
り
特
殊
事
例
と
考
え
ず
に
分
析
し
、
府
兵
制
と
府
兵

る
の
と
は
異
な
る
多
様
な
様
態
で
あ
り
、

兵
士
の
寅
態
を
知
る
手
が
か
り
を
え
た
い
と
考
え
る
。
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西
州
府
丘
一
制
に
か
ん
す
る
先
行
研
究
1

l
と
く
に
唐
長
諸
氏
の
成
果
を
め
ぐ
っ
て

吐
魯
番
文
書
か
ら
唐
代
吐
魯
番
の
府
兵
制
を
中
心
的
に
取
り
上
げ
た
成
果
と
し
て
、
最
初
に
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、
西
村
元
佑
氏
に
よ
る
大
谷

(
3
)
 

文
書
の
兵
役
関
係
文
書
の
整
理
と
そ
れ
を
ふ
ま
え
た
考
察
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
過
程
で
紹
介
さ
れ
た
関
係
文
書
は
、
衛
士
関
係
で
二

六
貼
、
軍
鎖
関
係
で
三
一
勲
、
兵
士
曽
関
係
で
一
六
黙
に
の
ぼ
り
、
以
後
の
研
究
に
貴
重
な
材
料
を
提
供
し
た
。
つ
い
で
こ
の
後
、
同
じ
く
吐
魯

番
に
出
土
し
て
、
大
谷
文
書
と
は
ち
が
う
経
路
で
日
本
に
将
来
さ
れ
た
零
砕
な
文
書
を
二
度
に
わ
た
っ
て
紹
介
し
、
首
地
の
府
兵
制
を
と
り
ま

(

4

)
 

〈
様
態
を
論
じ
た
の
が
日
比
野
丈
夫
氏
で
あ
っ
た
。
氏
は
こ
れ
ら
零
砕
文
書
断
片
が
西
州
に
設
置
さ
れ
た
軍
府
蒲
昌
府
に
か
か
わ
る
と
こ
ろ
か

ら
「
蒲
昌
府
文
書
」
と
名
づ
け
た
が
、
そ
の
数
は
最
初
の
論
文
に
の
る
も
の
で
、
寧
繁
美
術
館
所
蔵
の
一
五
六
黙
、
橋
本
閥
雲
氏
奮
識
の
三
黙

が
あ
り
、
十
年
後
の
二
度
目
の
論
文
で
、
所
蔵
先
を
秘
し
新
獲
の
文
書
と
し
て
文
書
断
片
一
二
貼
が
示
さ
れ
た
(
以
下
本
稿
で
嘗
文
書
に
言
及
す

(
5〉

る
場
合
、
各
論
文
の
表
記
に
し
た
が
い
、
最
初
の
も
の
を
「
文
書
ご
な
ど
と
漢
数
字
で
、
あ
と
を
「
第
1
文
書
」
な
ど
と
算
用
数
字
で
表
す
〉
。

こ
う
し
て
日
本
側
で
最
初
に
出
揃
っ
た
吐
魯
番
文
書
に
も
と
、
、
つ
い
て
、
唐
西
州
地
匿
の
府
兵
制
を
さ
ら
に
ふ
み
こ
ん
で
考
え
る
篠
件
が
整
っ

た
。
そ
れ
を
う
け
て
、
菊
池
英
夫
氏
が
い
ち
早
く
、
関
係
文
書
の
再
把
握
と
府
兵
制
の
運
用
を
め
ぐ
る
特
長
を
明
ら
か
に
し
た
〈
前
掲
註
(

2

)

論

- 94ー

文)。

そ
の
結
果
が
前
節
で
言
及
し
た
ご
と
く

も
っ
ぱ
ら
漫
境
防
衡
を
本
務
と
す
る
、
本
来
か
ら
は
ず
れ
た
折
衝
府
の
委
で
あ
っ
た
。
-
-
ご
-

ナ
ー
ナ
'

菊
池
氏
が
嘗
地
の
府
兵
制
を
こ
の
よ
う
に
理
解
し
た
と
こ
ろ
に
は
、

や
む
を
え
な
い
事
情
も
あ
っ
た
。
主
た
る
材
料
に
し
た
蒲
昌
府
文
書
の
年

代
が
開
元
二
年
(
七
一
四
)
の

そ
れ
も
二
月
か
ら
八
月
ま
で
の
聞
の
も
の
で
あ
司
た
こ
と
、

ま
た
大
谷
文
書
中
の
関
係
部
分
に
し
て
も
、
則

天
武
后
期
か
ら
開
元
初
に
か
け
て
の
も
の
が
大
牟
を
占
め
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
ち
ょ
う
ど
府
兵
制
が
嬰
質
し
、
崩
壊
に
む
か
う
轄
換
期

の
、
矛
盾
を
深
く
抱
え
こ
ん
だ
西
瞳
吐
魯
番
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
嘗
地
の
府
兵
制
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
に

先
行
す
る
前
段
階
の
寅
態
も
あ
わ
せ
て
考
え
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
前
段
階
に
お
け
る
史
料
の
不
足
を
補
い
、

さ
ら
に
西
州
府
兵
制
全
般
を
改
め
て
検
討
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
が
、
解
放
後
の
一
九
五
九



年
以
降
護
掘
さ
れ
る
吐
魯
番
高
昌
故
域
の
北
側
ア
ス
タ
ー
ナ
や
カ
ラ
ホ
ジ
ャ
の
古
墓
群
か
ら
出
土
す
る
多
数
の
文
書
類
で
あ
っ
た
。
一
九
七
五

年
に
護
掘
が
一
臆
終
了
す
る
ま
で
に
、
前
後
二
ニ
回
の
護
掘
で
南
墓
巨
あ
わ
せ
て
四
五
六
基
の
墓
に
手
が
は
い
り
(
ア
ス
タ
ー

Z
三
O
基
、
カ

う
ち
時
代
が
特
定
で
き
た
の
が
高
畠
郡
期
四

一基、

(
6
)
 

た
と
い
う
(
ア
ス
タ
ー
ナ
一
二
八
基
、
カ
ラ
ホ
ジ
ャ
六
四
基
)
。
そ
し
て
出
土
し
た
文
書
類
は
、
以
後
武
漢
大
事
の
唐
長
孫
氏
を
責
任
者
に
、
園
家
文

『
吐
魯
番
出
土
文
書
』

高
畠
王
園
期
一

O
三
基
、
唐
西
州
期
の
も
の
が
一
三
人
基
で
あ
っ

ラ
ホ
ジ
ャ
一
四
六
基
)
、

物
局
古
文
献
研
究
室
、
新
彊
ウ
イ
グ
ル
自
治
匿
博
物
館
、
武
漢
大
挙
歴
史
系
三
者
の
協
力
の
も
と
整
理
が
進
め
ら
れ
、

一
九
八
一
年
J
九
一
年
)
と
な
っ
て
結
貫
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
文
書
全
瞳
を
利
用
で
き
る

場
が
輿
え
ら
れ
た
が
、
さ
ら
に
本
シ
リ
ー
ズ
の
完
了
に
つ
づ
け
て
文
書
の
潟
県
と
録
文
を
封
照
さ
せ
た
新
『
吐
魯
番
出
土
文
書
』
全
四
加
(
唐

長
講
主
編
、
文
物
出
版
社
。
萱
H
九
二
年
・
武
H
九
四
年
・
参
H
H
九
六
年
二
月
・
建
H
九
六
年
一
二
月
)
が
完
成
し
、
よ
り
正
確
に
文
書
を
検
討
す
る
こ
と

(

7

)

 

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
(
以
下
、
本
稿
で
は
一

O
加
本
の
『
吐
魯
番
出
土
文
書
』
を
『
文
書
』
、
四
茄
本
の
そ
れ
を
『
圃
文
』
と
表
記
し
所
在
を
示
す
)
。

一
O
珊
(
文
物
出
版
社
、

な
お
大
谷
文
書
で
も
、
宗
員
版
を
つ
け
て
の
整
理
が
小
田
義
久
氏
の
も
と
で
進
め
ら
れ
、

て
い
る
(
法
蔵
館
。
萱
H

一
九
八
四
年
、
武
H

一
九
九
O
年
。
以
下
本
稿
で
は
『
集
成
』
と
表
記
す
る
)
。 『

大
谷
文
書
集
成
』
と
し
て
現
在
二
加
が
刊
行
さ
れ

Fhυ 
n汐

解
放
後
出
土
の
も
の
を
ほ
ぼ
網
羅
し
た
と
い
う
侯
燦
「
解
放
後
新
出
吐

(

8

)

 

魯
番
墓
誌
録
」
と
い
う
労
作
が
あ
っ
て
参
考
に
な
る
〈
一
部
は
『
文
書
』
に
も
掲
載
さ
れ
る
〉
。

ち
な
み
に
文
字
資
料
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
吐
魯
番
地
匿
の
墓
内
か
ら
は
多
く
の
醇
墓
誌
の
類
が
出
土
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
も
嘗
地
の
府

兵
制
を
考
え
る
材
料
に
な
る
。

こ
の
碍
墓
誌
の
全
容
を
知
る
に
は
、

こ
こ
に
録
文
を
附
し
て
紹
介
さ
れ
た
の
が
一
五
七

貼
、
う
ち
劉
象
と
な
る
唐
西
州
期
で
七
八
貼
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。

彊
巻
』
一
一
加
(
穆
舜
英
・
王
嫡
肇
圭
編
、
天
津
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
一
年
)
や
『
唐
代
墓
誌
索
編
』
(
周
紹
良
・
越
超
編
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
二

〈

9
〉

関
係
す
る
墓
誌
類
の
ほ
と
ん
ど
は
基
本
的
に
こ
の
三
書
で
押
さ
え
ら
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
資

ま
た
近
年
刊
行
さ
れ
た
大
型
の
墓
誌
集
『
惰
唐
五
代
墓
誌
実
(
蕗
)
編

新

年
)
な
ど
に
も
ま
と
ま
っ
て
載
せ
ら
れ
、

527 

料
の
系
統
的
な
利
用
の
た
め
に
は
、
解
放
前
に
出
土
し
た
も
の
も
含
め
、
資
料
全
瞳
が
ど
の
よ
う
で
あ
り
、
出
土
地
貼
や
遁
去
の
紹
介
・
引
用

の
吠
況
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
知
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
閥
尾
史
郎
氏
が
ま
と
め
た
「
吐
魯
番
出
土
漢
文
墓
志
索
引
稿
」
が
有
盆
で
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(

叩

〉

あ
る
。

氏
の
提
示
し
た
一
覧
に
し
た
が
う
と
、

唐
代
だ
け
で
一
一
九
枚
に
の
ぼ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る

〈
前
代
の
高
昌
期
等
も
含
め
る
と

二
六
枚
〉
。

一
九
八

O
年
前
後
か
ら
、
西
州
を
め
ぐ
る
唐
府
兵
・
軍
事
の
問
題
が
様
々
な
角
度
か
ら
論
じ
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
先
騒
と
な
る
の
が
、
い
わ
ゆ
る
「
西
州
替
名
籍
」
を
め
ぐ
る
呉
震
氏
や
菊
池
英
夫
氏
、
そ
れ
に
朱
雷
氏
に
よ
る
整
理
と

(

日

〉

(

ロ

)

考
察
で
あ
り
、
つ
づ
い
て
唐
長
講
氏
や
程
喜
震
氏
、
孫
緩
民
氏
ら
武
漢
大
事
関
係
者
の
成
果
が
現
れ
、
や
や
遅
れ
て
私
や
白
須
崎
伊
員
氏
が
軍
府

(

日

)

の
問
題
で
護
言
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
積
み
重
ね
の
段
階
を
へ
て
、
吐
魯
番
の
府
兵
制
と
府
丘
ハ
の
あ
り
方
を
全
面
的
に
考
察
し
よ
う
と

し
た
の
が
、
唐
長
揺
「
吐
魯
番
文
書
中
所
見
的
西
州
府
兵
」
で
あ
っ
た
(
註
(
ロ
)
所
掲
)
。
唐
氏
の
こ
の
論
文
は
、
府
兵
そ
の
も
の
を
封
象
に
し

さ
て
、
こ
れ
ら
の
新
た
な
資
料
を
え
て
、

て
、
か
れ
ら
の
出
身
や
役
割
な
ど
を
詳
細
に
論
じ
た
成
果
で
あ
り
、
府
兵
制
研
究
の
一
つ
の
到
達
黙
を
示
す
も
の
と
評
債
さ
れ
る
。

い
う
ま
で

も
な
く
、
そ
れ
は
私
の
嘗
面
の
課
題
と
密
接
に
か
か
わ
る
。

し
た
が

っ
て
こ
こ
で
、
氏
が
明
ら
か

に
し
た
内
容
を
整
理
し
、

そ
の
過
程
で
西
州

- 96ー

府
兵
制
の
特
質
を
把
握
し
、
あ
わ
せ
て
問
題
の
所
在
を
押
さ
え
て
お
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

唐
氏
の
論
黙
は
要
約
す
る
と
大
き
く
三
つ
か
ら
な
る
。

1 

西
州
に
お
け
る
折
衝
府
の
設
置
と
そ
の
位
置

西
州
(
都
督
府
〉
管
内
に
は
、
前
庭
府
、
岸
頭
(
交
河
)
府
、

蒲
昌
府
、
天
山
府
の
四
折

衝
府
が
配
備
さ
れ
た
と
す
る
の
が
、
今
日
ほ
ぼ
一
致
し
た
見
方
に
な
っ
て
い
る
が
J
そ
れ
ら
の
設
置
時
期
を
め
ぐ
り
、
唐
氏
は
、
前
庭
・
岸
頭
の

二
府
が
太
宗
貞
親
年
聞
に
置
か
れ
、
残
り
の
蒲
昌
・
天
山
二
府
は
や
や
遅
れ
つ
ぎ
の
高
宗
朝
に
な
っ
て
の
比
較
的
早
い
時
期
に
出
揃
っ
た
と
す

る
。
で
は
各
府
の
兵
員
の
定
数
が
ど
う
な
る
か
で
あ
る
が
、
唯
一
前
庭
府
だ
け
は
五
圏
(
五
校
尉
)
あ
っ
た
と
の
記
録
が
あ
る
か
ら
(
「
唐
史
街
智

牒
僅
周
軍
圏
黙
兵
事
」
後
掲
註
(
川
品
)
参
照
〉
、

一
圏
リ
二

O
O名
と
み
て
一
千
名
が
そ
の
定
員
と
考
え
ら
れ
る
。

上
中
下
府
の
三
ラ
ン
ク
に
分
け
ら
れ

る
折
衝
府
の
う
ち
、
こ
れ
は
上
府
に
相
嘗
す
る
。
残
る
三
府
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
前
庭
府
に
準
じ
て
各
府
一
千
程
度
と
す
る
と
四
府
の
純

計
四
千
人
、
だ
が
一
方
、
『
文
書
』
の
「
郷
戸
口
帳
」
(
後
述
〉
よ
り
推
定
さ
れ
る
郷
軍
位
の
駐
兵
卒
(
二
O

J
三
O
M
W
)
と
卒
均
七

O
人
の
数
、

こ
れ
を
西
州
に
置
か
れ
た
と
さ
れ
る
こ
四
郷
で
掛
け
る
と
一
、
六
八

O
人
、
か
り
に
毎
郷
九

O
人
と
み
て
も
二
、
一
六

O
人
、
こ
の
数
字
で
は



四
千
人
ま
で
満
た
す
こ
と
は
相
嘗
む
つ
か
し
い
。

か
か
る
懸
隔
を
埋
め
る
た
め
に
、
唐
氏
は
三
つ
の
考
え
方
を
用
意
す
る
。
す
な
わ
ち
一
は
、
右
の
貼
兵
の
基
準
と
な
っ
た
「
郷
戸
口
帳
」
は

戸
口
の
多
い
大
郷
で
あ
れ
ば
上
方
に
修
正
が
で
き
る
こ
と
、
二
は
前
庭
府
の
五
圏
〈
校
尉
)
の
事
例
は
高
宗
末
年
時

小
郷
の
も
の
で
あ
っ
て
、

山
二
府
の
設
置
が
遅
れ
た
た
め
、

の
も
の
で
、
最
初
各
府
三
J
四
圏
で
あ
司
た
と
す
る
と
、
純
計
四
千
と
み
た
線
を
か
な
り
押
し
下
げ
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
一
一
一
は
、
蒲
昌
・
天

「
郷
戸
口
帳
」
に
反
映
し
た
の
は
前
庭
・
岸
頭
府
に
か
か
わ
る
数
値
で
あ
っ
た
と
の
理
解
、
で
あ
る
。
た
だ

唐
氏
は
、
こ
れ
以
上
に
ふ
み
こ
ん
だ
解
揮
は
示
し
て
お
ら
ず
、
こ
れ
ら
府
兵
数
を
め
ぐ
る
問
題
を
ど
う
受
け
止
め
る
か
が
ま
だ
蔑
さ
れ
て
い
る

と
一
意
識
さ
れ
る
。

2 

衛
士
〈
府
兵
)
棟
貼
の
基
準
と
そ
の
賓
態

唐
氏
は
前
段
の
太
宗
・
高
宗
時
代
と
後
段
の
武
后
以
降
と
で
、

衛
土
棟
貼
の
基
準
に
大
き

な
襲
化
の
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

す
な
わ
ち
、

前
段
で
は
七
等
戸
(
下
上
戸
)
以
上
で
戸
内
に
乗
丁
(
複
数
の
成
了
〉
あ
る
人
戸
か
ら
取

弱
皐
丁
が
そ
れ
に
加
え
ら
れ
、

採
貼
基
準
は
無
視
さ
れ
て
、

府
兵
制
は
崩
壊
〈
と
っ
き
進
む
こ
と
に
な
る
と
い
う
。

こ
れ
を
論
誼
す
る
た
め

- 97-

る
こ
と
を
基
本
と
す
る
が
、
武
周
期
か
ら
兵
役
が
頻
設
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
大
量
の
新
兵
が
補
充
さ
れ
る
な
か
で
、

八
・
九
等
戸
に
出
る
貧

前
段
で
は
、

(
乾
封
二
年
H

六
六
七
前
、
白
血
H
，
〉
玄
印
『
文
書
』
六
加
一
一
一
一
一
六
J
一一一

O
頁
・
『
園
文
』
参
一
七

「
唐
越
悪
奴
等
戸
内
丁
ロ
課
役
文
書
」

O

J
一
一
一
良
)
や
「
唐
越
須
章
一
等
第
三
戸
丁
名
籍
」
(
総
意
二
年
H

六
六
九
前
後
、
き
吋
〉
玄
8
0
『
文
書
』
六
加
四
四
六
J
八
頁
・

『園
文
』
参
一
一
一
ニ
一
頁
の

「
唐
越
須
章
等
貌
定
簿
(
?
〉
」
〉
、
「
唐
欠
田
簿
」
(
開
耀
二
年
H
H
六
八
二
頃
、
ミ
吋
〉
宮
ω
吋
由
『
文
書
』
六
崩
五
七
四
J
六
頁
・
『
園
文
』
参
二
九
二
J
三
頁
〉

な
ど
従
来
み
ら
れ
な
か
っ
た
資
料
を
用
い
、
後
段
に
つ
い
て
は
既
出
の
開
元
天
賓
時
の
敦
煙
戸
籍
に
お
け
る
衛
士
の
出
身
戸
等
の
事
例
の
ほ

(

M

)

 

「
唐
紳
龍
三
年
(
七

O
七
〉
高
昌
嗣
富
市
化
郷
貼
籍
様
」

(EH，〉冨
ω印
『
文
書
』
七
崩
四
六
八
J
八
五
頁
・
『
園
文
』
参
五
三
=
了
四
四
頁
)
が
新
た

台、に
加
え
ら
れ
た
。

と
も
あ
れ
、
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
武
周
か
ら
開
元
初
期
の
資
料
に
も
と
守つ
い
て
構
想
さ
れ
た
吐
魯
番
の
府
兵
制
が
、

そ
の
前
段
階
も
視
野
に

そ
の
結
果
嘗
初
の
そ
れ
に
は
、
律
令
の
規
定
を
よ
り
遵
守
し
よ
う
と
し
た
政
策
的
配
慮
が
う
か
が
わ
れ

529 

入
れ
て
考
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
、
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た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
貼
か
ら
、
後
段
階
の
資
料
に
よ
っ
て
吐
魯
番
府
兵
制
の
あ
り
方
を
、
府
丘
ハ
制
本
来
か
ら
大
き
く
は
ず
れ
た
特
殊
な
兵
制

と
決
め
つ
け
る
見
方
に
反
省
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

3 

西
州
衛
士
の
勤
務
・
職
務
の
形
態

こ
の
項
目
が
唐
論
文
の
一
番
の
眼
目
を
な
す
と
も
い
え
る
が
、

し
か
し
そ
の
内
容
は
か
な
り
錯
綜

し、

説
明
に
不
明
の
黙
も
多
く
、
そ
れ
だ
け
こ
の
領
域
を
ま
と
め
る
こ
と
の
難
し
さ
を
印
象
づ
け
る
。
や
や
煩
演
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
も
後
節

の
論
に
密
接
に
か
か
わ
る
た
め
、
論
の
整
理
を
試
み
て
お
き
た
い
。

唐
氏
は
西
州
街
土
に
占
め
る
「
征
鎮
防
成
」
の
役
割
の
大
き
さ
に
つ
い
て
問
題
と
す
る
。
こ
の
う
ち
「
征
銭
」
は
征
行
と
遠
鎮
が
あ
り
、
昆

丘
道
行
や
西
域
道
行
な
ど
と
み
え
る
軍
事
的
遠
征
を
征
行
と
よ
び
、
遠
鎮
は
安
西
鎮
(
亀
玄
)
や
庭
州
鎮
な
ど
西
州
管
外
の
軍
鎖
に
詰
め
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
動
員
さ
れ
る
衛
土
に
は
、
高
宗
期
ま
で
の
前
段
階
に
あ
っ
て
、
父
兄
子
弟
は
「
併
遁
」
せ
ず
、
祖
父
母
や
父
母
が
老
疾

(
お
)

で
「
乗
丁
」
な
き
場
合
に
は
征
行
・
番
上
を
克
ず
る
と
の
規
定
の
原
則
が
生
き
て
い
た
が
、
垂
扶
以
降
吐
蕃
な
ど
と
の
激
し
い
戦
争
の
な
か

で
、
街
土
・
白
丁
が
年
齢
を
問
わ
ず
に
徴
護
さ
れ
て
そ
の
原
則
は
崩
れ
、
さ
ら
に
兵
募
そ
し
て
健
見
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
衛

土
(
府
兵
)
棟
貼
の
場
合
に
み
ら
れ
た
鑓
質
の
過
程
は
、
征
鎮
の
兵
士
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
よ
う
。
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一方、

「
防
成
」
す
な
わ
ち
銀
成
防
人
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
西
州
衛
士
の
主
要
任
務
を
な
し
、
吐
魯
番
文
書
に
も
最
も
多
く
現
れ
る
事
例
で

あ
る
。
こ
の
銀
成
と
は
西
州
領
内
に
あ
っ
て
都
督
府
の
管
轄
を
う
け
る
軍
事
援
酷
で
あ
り
、
唐
氏
は
、
州
内
四
軍
府
か
ら
差
貼
さ
れ
た
府
兵
が

防
人
と
し
て
上
番
す
る
と
規
定
し
た
。
本
土
の
防
人
が
二
J
三
年
さ
ら
に
四
年
と
出
鎖
す
る
の
に
た
い
し
、
こ
こ
で
は
一
年
を
期
限
と
す
る
蛍

を
上
番
の
起
貼
と
す
る
記
述
が
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
、

地
の
府
兵
に
よ
る
正
規
の
任
務
で
あ
ア
た
。
な
ぜ
こ
う
し
た
見
方
が
示
さ
れ
る
か
と
い
う
と
、
鎮
成
へ
の
差
充
に
か
か
わ
る
文
書
に
十
月
一
日

(お〉

そ
れ
が
軍
防
令
で
防
人
の
交
代
日
を
十
月
一
日
と
す
る
の
に
合
致
す
る
か
ら
で
あ
る
。

同
じ
州
内
に
防
人
と
し
て
上
番
し
、
毎
年
十
月
一
日
に
入
れ
代
わ
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
首
然
番
期
は
一
年
と
な
る
、
唐
氏
は
そ
う
み
な
し
た

の
で
あ
「
た
。

こ
う
し
た
一
年
と
い
う
鎖
成
防
人
の
役
の
ほ
か
に

首
地
の
衛
士
に
は

伎
身
・
係
人
(
高
級
役
人
や
折
衝
・
果
毅
都
尉
な
ど
の
随
従
〉
、

燦
子



(
峰
揮
で
の
監
親
〉
や
捉
道
(
道
路
監
視
〉
、
あ
る
い
は
州
直
轄
の
屯
田
で
の
仕
事
や
州
上
(
州
内
機
関
の
門
子
H

門
夫
な
ど
の
番
役
〉
、

ま
た
軍
府
や
圏
に

一
番
一
五
日
と
い
う
短
番
と

お
け
る
参
軍
や
府
史
な
ど
様
々
な
職
務
が
課
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
多
く
は
吐
魯
番
文
書
を
つ
う
じ
て
、

し
て
理
解
さ
れ
た
。
こ
こ
に
府
兵
衛
士
は
、
長
期
の
鎮
成
防
人
と
こ
れ
ら
様
々
な
短
番
と
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
な
る
サ
イ
ク
ル
に
身
を
置
き
、

さ
ら
に
臨
時
の
征
鎖
な
ど
が
加
わ
り
、
そ
の
結
果
激
し
く
酷
使
さ
れ
た
か
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
が
固
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

唐
長
講
氏
が
、
西
州
の
衛
士
の
職
務
の
寅
態
を
、

一
年
の
銀
成
防
人
と
征
鎮
(
逮
鎮
の
場
合
は
一
年
か
は
不
明
〉
、

そ
れ
に
一
五
日
の
短
番
と
い

う
形
で
集
約
さ
れ
た
こ
と
は
、
研
究
に
大
き
な
筋
道
を
つ
け
た
も
の
と
し
て
許
債
さ
れ
て
よ
い
。
た
だ
こ
れ
に
よ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
疑
問
貼

が
新
た
に
浮
上
す
る
。
詳
細
な
指
摘
と
考
察
は
後
節
に
ゆ
ず
る
と
し
て
、
こ
こ
で
大
き
な
貼
を
示
し
て
お
く
と
、
ま
ず
鎮
成
へ
の
上
番
を
一
年

の
防
人
と
決
め
た
論
擦
が
、
事
責
上
軍
防
令
の
規
定
し
か
な
く
、
吐
魯
番
文
書
中
か
ら
そ
れ
を
補
強
す
る
資
料
が
出
せ
な
か
っ
た
と
い
う
論
謹

の
弱
さ
が
指
摘
で
き
る
。
そ
の
た
め
一
年
と
い
う
周
期
を
ど
こ
ま
で
信
頼
し
て
よ
い
か
や
や
不
安
を
費
え
る
わ
け
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
の
こ
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と
は
一
番
一
五
日
と
な
る
短
番
の
日
数
そ
の
も
の
へ
も
疑
問
を
む
け
さ
せ
る
。
そ
も
そ
も
都
へ
の
上
番
で
、
五
番
輪
番
で
一
番
三

O
日
が
基
本

形
を
な
す
と
み
ら
れ
る
が
、
と
す
る
な
ら
ば
一
五
日
の
短
番
は
そ
れ
に
ど
う
針
雁
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
一
番
三

O
日
で
な
く
て
一
五
日

で
あ
っ
た
の
か
。

ま
た
こ
の
一
五
日
の
短
番
に
つ
く
府
兵
は
、
ど
の
よ
う
な
輪
番
形
式
で
、
ま
た
ど
の
程
度
の
年
間
負
捨
回
数
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
貼
は
具
瞳
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
し
か
し
短
番
に
は
。
雇
人
上
峰
。
に
み
ら
れ
る
納
責
に
よ
っ
て
、
任

務
を
は
ず
れ
在
宅
で
農
業
に
従
事
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
唐
氏
は
こ
こ
に
、
か
れ
ら
の
職
業
兵
で
な
い
兵
民
一
致
に
も
と
づ

く
姿
を
み
て
と
る
が
、

は
た
し
て
。
雇
人
上
燥
。
が
納
責
と
同
義
で
あ
っ
た
の
か
。
府
兵
と
し
て
の
役
務
と
納
責
と
の
闘
係
は
、
府
兵
制
の
根

幹
に
か
か
わ
る
重
大
性
を
お
び
る
と
理
解
す
る
が
、

そ
う
し
た
黙
に
唐
氏
は
ど
う
答
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ク
雇
人
上
燦
。
の
中
身
に
は
な
お

検
討
す
べ
き
絵
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

531 

こ
の
よ
う
に
唐
長
藷
氏
は
、
奮
来
の
吐
魯
番
開
係
文
書
と
新
出
の
文
書
と
を
使
い
こ
な
し
て
、
唐
西
州
の
府
兵
制
と
そ
れ
を
支
え
た
府
兵
の
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様
態
の
解
明
に
つ
と
め
た
。
氏
の
認
識
に
よ
れ
ば
、

そ
の
制
度
は
、
律
令
に
も
と
づ
く
普
遍
性
の
上
に
、

西
域
経
営
の
前
線
に
位
置
し
た
と
い

う
地
域
性
と
、
武
后
期
を
は
さ
ん
で
大
き
く
獲
容
す
る
時
代
性
と
が
交
錯
し
た
も
の
と
な
ろ
う
。
大
枠
と
し
て
こ
の
認
識
は
了
解
で
き
る
と
し

て
、
さ
ら
に
制
度
と
し
て
の
普
遍
性
と
特
殊
性
と
の
雨
面
を
柔
軟
に
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
府
兵
制
と
府
兵
兵
士
の
本
質
に
新
た
な
一
面
が
つ

け
加
え
ら
れ
る
儀
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
上
の
よ
う
な
唐
長
孫
氏
が
示
し
た
地
卒
を
ふ
ま
え
、
以
下
具
鐙
的
に
吐
魯
番
に
お
け

る
府
兵
制
の
質
態
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

西
州
府
兵
制
を
め
ぐ
る
周
迭
と
前
提

西
州
府
兵
制
の
検
討
に
先
立
っ
て
、

そ
の
理
解
を
助
け
る
た
め
に
、

周
遊
の
諸
関
係
や
朕
況
に
つ
い
て
概
括
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
ま
ず

唐
代
西
州
を
中
心
に
す
る
西
域
の
動
静
を
、

(表
1
)
。
吐
魯
番
の
地
が
唐
の
直
接
支
配
下
に
あ
っ
た
の
は
、
貞
観
一
四
年
(
六
四
O
〉
八
月
か
ら
貞
元
七
年
ハ
七
九
一
〉
頃
ま
で
の
一
五

O
年

『
資
治
通
鑑
』
に
よ
る
繋
年
を
参
考
に
、

そ
の
他
関
係
記
事
を
支
え
た
年
表
に
ま
と
め
て
み
た

聞
で
、
こ
れ
を
府
兵
制
の
側
か
ら
み
る
と
、

丁
度
そ
の
中
間
に
あ
た
る
開
元
二
年
(
七
一
四
)
で
匡
切
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

曲
が
り
な
り

-100-

に
も
存
綴
し
て
い
た
西
州
の
府
兵
は
、
こ
の
年
の
天
山
軍
の
設
置
を
も
っ
て
軍
事
の
捲
い
手
た
る
地
位
を
降
り
、
そ
れ
が
寅
質
的
な
制
度
の
終

駕
と
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
前
半
の
府
兵
制
期
に
お
い
て
、

さ
ら
に
武
后
が
質
権
を
握
っ
た
垂
扶
年
聞
を
境
に
大
き
く
様
愛
わ
り
す
る
と
、
唐
氏
は
指
摘
し
た
。
こ

封
立
相
手
に
吐
蕃
の
ほ
か
に
突
版
(
東
突
蕨
)
が
加
わ
っ
て
緊
迫
し
た
情
勢
が
で
き
、

本
来
「
古
同
戸
多
丁
」
戸
か
ら
府
兵
を
出
す
原
則
を
崩
す
結
果
と
な
っ
た
と
い
う
。
た
だ
年
表
で
み
る
か
ぎ
り
、

の
頃
か
ら
、

そ
の
た
め
に
新
兵
を
大
量
に
編
入
さ
せ
、

西
州
お
よ
び
そ
の
一
得
を
め
ぐ

る
衝
突
や
動
員
の
事
態
は
、
こ
れ
よ
り
頻
繁
化
あ
る
い
は
深
刻
化
す
る
と
は
簡
単
に
決
め
つ
け
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
見
方
に
よ
っ
て
は
、

そ
の
前
段
階
の
方
が
兵
を
動
か
す
頻
度
が
高
か

っ
た
と
も
い
え
な
く
は
な
い
。
こ
う
し
た
関
係
を
ど
う
説
明
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
吐
魯
番
文
書
で
、
垂
扶
以
降
府
兵
兵
士
の
立
場
が
愛
化
し
た
こ
と
を
表
す
一
つ
と
し
て
、

つ
ぎ
の

ω「
武
周
天
山
府
下
張
父
圏
帖
篤
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年貌(西暦)I 

貞翻4(621) I伊吾の内附，西伊川、|の建屋，のち伊州と改稽

10(636) 1 (この頃麿府兵制の完成〕

項

13(639) 112月 侯君集・藤高均の高畠討伐軍の出褒(軍勢数高〉

14(640) 1 8月 高昌の卒定

9月 西州、|に改編，管下に5豚を設置，安西都護府を併置，可汗浮圏域

(ジムサ〉に庭州を設置，鷲番王の降附

18(644) 1 9月 郭孝'陪(安西都議〉の鷲番の討卒

22(648) I西突肢の阿史那賀魯の内属，庭チ['1莫賀城に配属

グ 112月 詣ままの卒定(貞観21年末以来の攻撃の結果〉

23(649) 1 1月 安西都護府を亀主主に移縛

グ |阿史那祉爾，安西四鎮(亀王室，子関，疏動，砕葉〉を創建

永徽 1(650) 1康居(サマノレカンド〕に康居者E督府を設置

2 (651) 1 1月 阿史那賀魯の背叛，西州・庭州への侵定

汐 111月 安西都護府を亀弦より西州に移鱒

額慶2(657) I阿史那賀魯の掲L終わる，昆陵・濠池2都護府を設置

3 (658) 1 5月後西州都督府の設置(改稽).安西都護府を亀葱に移縛

4 (659) 111月 西突欧十姓部落・都受の簡L
龍朔 1(661) 1西域諸園(アムーインダス流域〉の内属. 16都督府・ 80州・ 110豚・ 126

軍府を設け，安西都護府に隷す

2 (662) I西突厭阿史那歩員(五日出陸部〉の離反，唐西域経営の危機，庭州に金山

都護府を設置

3 (663) 1西突厭弓月部・吐蕃，子蘭を攻撃

グ I (吐蕃，吐谷揮を併合〉

麟徳2(665) 1弓月部と吐蕃，疏勤を攻撃

威亨 1(670) 1吐蕃の入定による安西四鎮の放棄，安西都護府の陥落

上元2(675) 1この年までに，四銀回復，安西都護府(亀まま〉の復活

儀鳳2(677) I阿矧敵・李駒，西突肢を扇動，吐蕃と連和，四銭・安西都護府陥

落，安西都護委行倹の西征，金山都謹府の再設(庭州、1)

調露1(679) I波斯使斐行倹・波斯副使王方翼，波斯王子泥E師の陽園を援助，阿史那

都支らを急襲し檎え跨る，安西四銀を回復

垂扶3(687) 1安西四鎮，吐蕃側に陥落

長毒 1(692) 1安西四鎮の回復(王孝傑).安西都護府を亀葱に置き，漢兵3蔦を配備
高裁 ! 通天 1(側)I (山東に武騎圏〈園結兵〕の出現〉

長安2(702) 1金山都護府を北庭都護府に改め，燭龍軍(翌年，幣海軍と改稽〉を設置

し，鎮兵 1蔦2千人，馬4千200匹を配す

景龍2(708) I (この頃から「兵募・健児」登場〉

-101ー
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項年続(西暦)I 
4 (710) I伊州に伊吾箪を設置，銀兵3千人，馬300匹を配す

開元 2(714) I西州に天山軍を設置，銀兵5千人，馬500匹を配す

(安西都護府:兵2高4千人，馬2千700匹)

東突厭歎畷，庭州蒲類豚を陥落(~開元14年〉

安西都護四銀節度使を設置(開元2年?)

(張騎制の成立，府兵制の貧質的溺壇〉

突騎施の蘇瞭，安西四銀に侵冠(~関元27年=739)

西州を交河郡に改稽

東突販の滅亡， ウイグノレの自立(懐仁可汗〉

(唐高仙芝，タラス川で大敗〉

(安史の掲L~763) 

交河郡を西州に改稿

沙州(敦埋)・伊州，吐蕃に攻陥さる

北庭都謹府，吐蕃に攻陥，安西都護府も

唐の西域経営の鯵駕(西蕃=吐蕃に)17 

事

6 (718) 

13(725) 

14(726) 

天資 1(742) 

3 (744) 

10(751) 

14(755) 

乾元 1(758) 

建中 2(781) 

貞元 6(790) 

貞元 7(791) 

新
兵
造
幕
事
」

〈吋
ω
吋
〉
云
印
己
申
『
文
書』

九
加
五
頁
・
『
闘
文
』
慰
二
五
二
頁
〉
を
あ

げ
て
み
よ
う
(
以
下
本
論
文
で
は
文
書
の
前
に
便
宜
上

ωωω
・
:
:
を
附
し
、
文
中
で

の
所
在
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
)
。

蛍
園
新
兵
圏
伯
萱
拾
玖
人
、
合
造
幕
萱
拾
萱
口
一
国
聞
け
/
校
尉
張
父
国
主

(
日
)

兵
幕
廻

θ
却

者、

被
州
帖
稽
、

被
融
制
海
軍
牒
、

准
/
口
口
西
州
諸
府
、

内
、
帖
至
、
准
人
援
/
ハ

U
口
造
、
先
申
大
数
、
不
得
運
晩
、
口
門
川
/

(
時
)

l
u下
三
園
建
造
、
限
来
門
川
/

こ
の
文
書
に
は
何
か
所
も
「
右
玉
鈴
衛
天
山
府
之
印
」
の
朱
印
が
押
さ
れ

「
潟
海
軍
」
が
長

に
設
置
さ
れ
た
燭
龍
軍
を
長
安
三

年
に
改
名
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
(
表
1
の
該
嘗
年
参
照
〉
、
武
后
朝
末

る
。
そ
の
年
代
は
、
則
天
文
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
う
え
、

-102ー

安
二
年
(
七
O
二
)
に
北
庭
都
護
府
〈
庭
州
)

期
の
七

O
三
J
五
年
初
頭
時
と
確
定
で
き
る
。
文
面
は
断
片
で
は

っ
き
り
し
な

い
部
分
が
多
い
が
、
誤
解
を
お
そ
れ
ず
唐
長
諸
氏
ら
先
行
の
見
方
を
参
考
に
し

一
躍
讃
み
解
い
て
み
よ
う。

「
天
山
府
の
校
尉
張
父
〔
師
〕
の
圏
で
新
丘
二
一
九
人
が
火
幕
(
一

O
人
H
火

(

問

)

ご
と
の
テ
ン
ト
、
烏
布
募
?
〉
と
し
て
一
一
口
九
分
を
造
る
こ
と
に
つ
い
て
。

天

山
府
(
折
衝
府
)
が
西
州
(
都
督
府
)
か
ら
受
け
た
帖
に
こ
う
い
う
、

ク
潮
海
軍

の
牒
に
よ
る
と
、

西
州
諸
軍
府
に
割
り
嘗
て
ら
れ
て
い
る
兵
幕
(
火
幕
)
を

涌
海
軍
に
上
番
し
て
い
る
府
兵
(
?
)
が
も
ど
っ
た
折
に
納
め
て
ほ
し
い
と
あ



こ
の
帖
が
届
い
た
な
ら
ば
、

遅
滞
な
き
ょ
う

っ
た
。

そ
の
人
数
に
鷹
じ
て
兵
幕
を
造
る
よ
う
に
し
、
そ
れ
に
先
だ
っ
て
概
数
を
申
告
せ
よ
。

し
た
が
っ
て
天
山
府
は
配
下
の
三
園
に
俸
え
、
速
や
か
に
造
ら
せ
る
こ
と
に
す
る
。
期
限
は
来
月
(
?
〉
:
・
:
」

文
意
は
な
お
暖
昧
で
不
確
か
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
嘗
時
の
府
兵
制
を
考
え
る
様
々
な
手
掛
か
り
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

に
。
と
。

る
。
す
な
わ
ち
天
山
府
の
規
模
と
圏
の
あ
り
方
、
軍
府
の
指
揮
開
係
や
位
置
、
軍
府
と
軍
と
の
関
係
、
火
幕
の
製
作
主
瞳
と
負
猪
方
法
な
ど
で

あ
る
が
、
今
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
「
新
兵
」

一
一
九
人
の
存
在
で
あ
る
。
唐
氏
は
、
武
后
期
に
西
州
府
兵
制
の
性
格
が
大
き
く
襲
わ
司

九
名
が
新
兵
、

た
と
み
て
、
そ
の
論
擦
の
一
つ
に
こ
の
文
書
の
新
兵
の
大
量
組
織
化
を
あ
げ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
な
る
と
確
か
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
い
だ
ろ
う
。
た
だ
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
は
、
す
で
に
火
内
に
前
任
者
が
使
用
し
た

一
圏
を
二

O
O名
と
み
て
、

そ
の
う
ち
の
一
一

幕
が
一
部
に
せ
よ
残
さ
れ
て
い
る
と
す
る
と
、

そ
の
分
だ
け
で
も
負
捨
の
軽
減
が
あ
っ
て
よ
い
は
ず
な
の
に
、
何
故
新
兵
の
敷
に
あ
わ
せ
幕
を

新
調
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

こ
の
黙
を
め
ぐ
っ
て
一
つ
の
考
え
方
を
示
し
て
み
る
な
ら
、

-103ー

か
れ
ら
新
兵
は
、
従
来
の
軍
府
定
員
の
枠
外
に
組
織
さ
れ
た
も
の
た
ち
で
あ
っ

つ
ま
り
逃
亡
や
死
亡
に
よ
っ
て
大
量
に
生
じ
た
依
員
の
補
充
と
い
う
よ
り
は
、
軍
府
の
旗
充
を
は
か
る
目
的
か
ら
で
は

な
か
っ
た
か
。
周
知
の
ご
と
く
、
唐
朝
は
西
州
を
確
保
す
る
た
め
に
、
嘗
初
か
ら
多
大
な
犠
牲
を
排
い
な
が
ら
、
「
千
絵
人
」
の
兵
士
を
常
駐

(

初

)

さ
せ
る
政
策
を
と
っ
て
い
た
。
他
方
、
本
土
中
原
方
面
で
は
、
六
九

0
年
代
の
武
后
朝
に
な
る
と
、
突
厩
の
力
が
強
ま
っ
て
北
遠
か
ら
河
北
方

面
へ
侵
冠
が
繰
り
返
さ
れ
、
連
動
し
て
東
北
管
州
か
ら
契
丹
人
李
壷
忠
ら
が
反
範
を
起
こ
し
て
河
北
に
侵
入
し
、
そ
れ
に
乗
じ
て
昧
鞠
・
高
句

麗
系
が
自
立
を
は
か
る
な
ど
、
大
量
の
兵
力
を
必
要
と
す
る
不
安
定
な
情
勢
を
迎
え
て
い
た
。
高
歳
、通
天
元
年
(
六
九
六
)
に
山
東
に
武
騎
圏

(

幻

〉

そ
う
し
た
事
態
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。

と
す
る
な
ら
ば
、

た
と
の
解
揮
で
あ
る
。

(
園
結
兵
)
が
出
現
す
る
の
も
、

お
そ
ら
く
武
后
朝
下
で
は
西
州
へ
の
兵
員
の
涯
遣

と
補
給
の
維
持
な
ど
は
か
な
り
困
難
に
な
っ
て
い
た
と
、
十
分
推
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
な
か
で
西
州
一
帯
の
防
衛
を
は
か
る
な
ら

ば
、
何
よ
り
も
自
前
の
府
兵
の
援
充
に
向
か
う
の
は
蛍
然
で
あ
る
。
右
の
新
兵
を
め
ぐ
る
背
景
に
は
、

そ
う
し
た
緊
迫
し
た
事
情
が
隠
さ
れ
て

~35. 

い
た
の
で
は
な
か
司
た
か
。
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=新唐書地理宏、40西州，元和・元和志=元和郡勝園志40西州，笈字=太卒笈字記156西川1)

銀 名 民 名 ;峰 名

新興谷成(?) 赤山蜂 (武城上:峰) (河頭上:峰〉

柳谷鋲懸信銀 酸養成局昨成 紳山蜂白水;峰 石含漢~(?) (交河上燦〉

白水銀石合鎮(?)

柳中上:峰

赤亭銀羅護銀 赤亭成夜蓉成 赤亭燈突播蜂維磨蜂上薩揮;降 下薩揮;降

石城銀播仙銀 方亭成維磨成 羅護:除小嶺燦懸泉蜂狼泉:降胡腕泉:降

方亭燦淫匪:降 塞亭蜂袴谷蜂

鵬首書鎮 銀山銀 銀山成宿石氏 鵬首意蜂

積内鎮(?) |四吋 農 水 爆 阿 騨
苦水氏 断賊鋪彊石峰迫口:降

こ
の
新
兵
を
増
募
し
た
結
果
が
ど
う
な
る

か
、
そ
れ
は
唐
長
孫
氏
が
示
し
た
の
と
同
じ

結
論
と
な
ろ
う
。
府
兵
制
本
来
の
原
則
を
崩

し
、
軍
丁
に
し
て
貧
窮
の
八
等
戸
や
九
等
戸

の
も
の
ま
で
を
兵
士
に
と
り
こ
み
、
府
兵
制

崩
壊
を
加
速
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
結

果
は
同
じ
に
な
る
に
し
て
も
、
武
后
朝
期
の

西
州
府
兵
制
の
理
解
で
私
と
唐
氏
と
で
は
大

き
く
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
時
期
、

西
州
府

-104ー

兵
制
は
な
お
現
質
的
に
有
数
性
と
徐
力
を
保

持
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
。
府
兵
制
の
崩

壌
を
う
な
が
し
た
主
た
る
要
因
は
、
制
度
の

内
側
に
あ
司
た
と
す
る
よ
り
は
、
西
州
軍
事

力
の
一
角
を
支
え
た
唐
涯
遣
兵
を
停
止
に
迫

い
こ
む
よ
う
な
時
代
朕
況
全
瞳
の
問
題
に
求

め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

つ
ぎ
に
西
州
地
匡
の
地
理
と
地
名
に
つ
い

て
把
握
し
て
お
き
た
い
。
西
州
治
下
に
は
高

昌
(
前
庭
)
・
空
河
・

柳
中
・

蒲
昌
・
天
山
の
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郷 名(元和志:24郷〉

蜜字 ! 郷 名 (25?) 

12 (里数23)

i崇化郷寧戎郷武城郷

i安西郷太卒郷向賛郷

!順義郷錦徳郷寧大郷

!寧昌郷郷(?)義郷

!霊身(?)郷

5 (里数 7)

i安楽郷龍泉郷

~ jfr申山郷名山郷

唐代西川、|行政・軍事関係表(新志

軍府 名
(所属禁衛名)

表 2

10 前庭府

(右玉鈴衡〉

(左玉鈴衛〉

上

名(奮名〉

高昌(奮高昌城)

(1'1'/治〉

のち前庭豚

(天賓元~)

県系

永安郷

3 岸頭府(交河府〉

(右領軍衡〕

(右玉鈴街)

Kara-khodjo 

交河(奮交河城〉

4 (里数4)

承躍郷欽明郷

高寧郷

4 下

Yar-khoto 

柳中(奮田地域〉

五道郷

1 (塁数 1)

混津郷

3 (里数?)

i南卒郷南陽郷(?)

(安昌郷(?)

2 蒲昌府

〈右玉鈴衡)

中

Rul王chun

蒲昌(奮東鎮城〕

一一一一一円
い
二
一
一
明
市
一
一
一

天山府

〈右玉鈴衛〉

ー下

Pichan 

天山(奮始昌城〉

Toksun 

不明県華麗

五
燃
が
あ
り
、

四
つ
の
軍
府
が
あ
り
、
郷
が

二
四

(
『
元
和
郡
勝
園
士
山
』
西
川
、
開
元
時
?
)

そ
の
他
多
く
の
鎮
成
や
燦
喉
や
騨
館

が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら

あ
り
、

の
集
約
や
統
属
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
は
、
す

有で
用に
で張
あ(贋
る22達
。〉氏

こょ
にる
そ詳
の細
成な
果整
を理
参が
考あ
にり

し
つ
つ
、

さ
ら
に
氏
が
ま
だ
目
に
し
て
い
な

か
っ
た
『
文
書
』
九
加
一

O
加
の
地
名
も
加

-105ー

て23え

全位
瞳霊
の l剣

一係
賀で、
表の

存証
成修
し正
ても
みお
たこ
(な
表つ

2
)
。
た
だ
そ
れ
ら
は
配
置
の
時
期
や
期
間
、

あ
る
い
は
所
属
や
名
稀
の
幾
更
な
ど
が
一
切

顧
慮
さ
れ
て
い
な
い
不
確
定
要
素
を
多
く
抱

ぇ
、
嘗
面
ひ
と
つ
の
目
安
を
示
し
た
も
の
と

了
解
さ
れ
た
い
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
表
を
概
観
す
る

と
、
郷
の
数
な
ど
か
ら
も
司
と
も
人
口
が
多

い
と
推
定
さ
れ
る
高
昌
豚
に
は
管
内
に
鎮
成
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圃1 西州一帯距離関係概園

!で

I叩クぎ

700塁

、:-，¥_fflJ中
i'-/へ/" • 

500里

fアヲJI(/'../'~ 
柳谷l他 天山/、

I 1:地
210皇l道

道
海

大

烏
骨
道

や
燦
壌
が
少
な
く
、
も
っ
と
も
人
口
が
少
な
い
だ
ろ
う

蒲
昌
勝
内
に
は
ま
っ
た
く
逆
の
様
子
が
み
て
と
れ
る
。

ま
た
四
軍
府
の
配
備
先
で
は
、
蒲
昌
府
に
所
属
す
る
兵

が
ほ
と
ん
ど
蒲
昌
勝
と
柳
中
鯨
の
出
で
あ
っ
た
と
こ
ろ

(

M

)

 

か
ら
、
蒲
昌
府
だ
け
が
そ
の
雨
鯨
に
ま
た
が
り
、
他
の

軍
府
は
一
豚
ご
と
に
封
臆
し
た
と
理
解
さ
れ
た
。
各
軍

府
の
府
兵
や
補
給
の
母
瞳
は
各
豚
の
範
圏
と
重
な
る
と

し
て
、

し
か
し
か
れ
ら
府
兵
が
ふ
だ
ん
詰
め
る
べ
き
地

貼
は
、
懸
の
範
囲
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く

西
州
全
瞳
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で
調
整
が
は
か
ら
れ
た
と
す
る
の
が
安
嘗
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
右
の
表
に
関
連
し
て
、

西
州
の
主
要
地
貼
の

位
置
や
路
線
、
距
離
の
大
枠
を
聞
に
ま
と
め
て
み
た

(圃
1
1
こ
の
た
め
の
史
料
と
し
て
は
、

『
奮
唐
書
』

『
新
唐
書
』
の
地
理
士
山
(
と
も
に
巻
四
O
〉
や
『
元
和
郡

勝
園
志
』
(巻
四
O
)、
『
通
典
』
(
巻

一
七
四
・
州
郡
四
)

な
ど
に
、
八
世
紀
後
牢
の
編
纂
と
推
定
さ
れ
る

「
西
州

(

お

)

園
経
」
残
巻

(
E
δ
O九
〉
が
あ
り
、
こ
れ
に
先
行
成

(

お

〉

果
を
交
え
て
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、

「
西
州
国
経」

に
お
け
る
蒲
昌
蘇
周
遣
の
交
通
や
西
州
と
庭
州
(
北
庭
)



唐西川{戸口統計表

l 事 項 | 出典 [

高昌滅亡時 |戸 8.046 口37.738 馬4.300匹 |唐曾要95 高昌 I 1戸4.69口

(貞観14年時)1C郡3 豚 5 城22) 1 1 1城365.73戸

戸 8.000 口37.700 馬4.300匹|奮唐書198 高昌俸 I 1戸4.71口

11門戸5 ~2空 1........................................1.哩!??:T
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年

地理志奮麿書40

天賓初年

と
を
結
ぶ
路
線
に
な
お
は
っ
き
り

し
な
い
貼
を
残
し
(
こ
こ
で
は
註

〈
お
〉
の
担
任
論
文
に
し
た
が
っ
た
)
、
あ

る
い
は
州
防
衛
の
重
要
な
接
貼
と

し
て
吐
魯
番
文
書
に
よ
く
み
え
る

羅
護
と
赤
亭
の
所
在
な
ど
で
も
、

思今
わ後
れな
る(お
が27考
、)察

本の
稿徐
で地
t土カL

そあ
れる
以と

上
入
る
こ
と
は
し
な
い
。
嘗
面
、

-107ー

唐
代
の
西
州
に
あ
っ
て
、
府
兵
丘
ハ

土
を
ふ
く
む
嘗
地
の
人
々
が
ど
の

よ
う
な
地
理
的
関
係
の
な
か
で
動

い
て
い
た
か
、
そ
の
概
要
を
把
握

す
る
こ
と
が
目
的
だ
か
ら
で
あ

る
。
少
な
く
と
も
こ
こ
に
め
っ

て
、
人
々
の
州
内
で
の
行
動
範
囲

は
、
居
住
地
か
ら
ほ
ぼ
五
百
里
以

内
に
お
さ
ま
る
こ
と
が
了
解
さ
れ

る
だ
ろ
う
。
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と
こ
ろ
で
、

西
州
府
兵
制
の
存
立
基
盤
と
の
か
か
わ
り
か
ら
、
告
白
時
の
戸
口
数
を
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
う
し
た
関
心
か
ら
、
開

係
す
る
史
料
を
ま
と
め
て
み
た
の
が
表
3
と
な
る
。

く
、
ど
こ
に
依
接
し
た
ら
よ
い
か
難
し
さ
が
あ
る
が
、

こ
こ

で

一
歩
進
め
て
高
昌
卒
定
直
後
で
み
て
み
る
と
、
戸
数
の
八
、

0
0
0は
動
か
な

一
目
し
て

わ
か
る
よ
う
に

各
史
料
ご
と
の
数
値
に
一
つ
と
し
て
合
致
す
る
も
の
が
な

い
と
し
て

口
敏
で
大
き
く
二
系
統
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
『
唐
舎
要
』
系
の
三
七
、

0
0
0
口
と
、
『
太
宗
貫
録
』
系
の

一
七、

0
0
0
口
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
二
系
統
を
一
戸
あ
た
り
の
口
数
で
み
る
と
、
前
者
が
約
四

・
六
ロ
と
な
る
の
に
た
い
し
、
後
者
が
約

あ
り
」

二
・一

口
と
な
り
、
後
者
の
家
族
構
成
に
不
自
然
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
域
の
数
で
み
る
と
、
高
昌
園
時
代
の
記
録
で
「
圏
内
に
城
十
八

(
お
〉

(
『
陪
書
』
巻
八
三
、
高
昌
侍
)
と
あ
り
、
こ
こ
か
ら
唐
初
ま
で
の
短
期
間
に
三
二
域
に
も
増
大
し
た
と
は
考
え
に
く
く
、
二
二
城
に
安
省

ち
な
み
に
後
者
系
統
の
な
か
で
『
太
宗
貫
録
』
だ
け
が
二
二
と
す
る
。
こ
う
し
た
貼
か
ら
、
唐
に
卒
定
さ
れ
た
嘗
時
の
西
州

そ
れ
に
城
二
二
、
馬
は
四
、

0
0
0匹
が
あ

っ
た
と
ほ
ぼ
集
約
で
き
る
だ
ろ
う
。

に
は
、
戸
数
入
、

0
0
0、
口
敏
三
七
、

0
0
0、

性
が
見
出
せ
る
。

つ
ぎ
に
開
元

・
天
賓
期
で
あ
る
が
、

こ
ち
ら
も
別
の
難
し
さ
を
抱
え
て
い
る
。
た
だ
唐
長
荷
氏
は
、

『
奮
唐
書
』
地
理
志
の
天
賓
初
年

「戸
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九
千
一
十
六
」
に
は
本
来
「
高
」
の
字
が
あ
っ
た
は
ず
と
指
摘
し
、
そ
の
結
果
『
新
唐
書
』
地
理
志
と
同
じ
「
戸
高
九
千
一
十
六
、

(

却

)

千
四
百
七
十
六
」
が
や
同
時
の
戸
口
敷
と
な
る
と
し
た
。
し
か
し
こ
れ
で
は

一
戸
二
・
六
口
と
い
う
お
か
し
な
家
族
構
成
に
な
っ

て
し
ま
う
う

トえ
、

口
四
菌
九

一九、

O
一
六
戸
と
は
貞
観
期
と
比
べ
て
一
高
一
千
戸
も
の
増
加
と
な
り
、

口
数
の
増
加
数
一
高
二
千
徐
に
た
い
し
て
異
常
に
肥
大
化
し

て
い
る
こ
と
を
印
象
づ
け
る
。
む
し
ろ
『
富
士
ど
の
「
戸
九
千
一
十
六
」
の
方
が
、
口
数
と
の
関
係
(
一
戸
五
・
四
九
口
)
や
、
同
じ
『
奮
志
』

(

ぬ

)

に
の
る
貞
槻
頃
の
「
戸
六
千
四
百
六
十
六
」
に
た
い
す
る
増
加
率
二
ニ
九
%
の
安
嘗
性
な
ど
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
十
分
認
め
て
よ
い
数
値
と

落
着
す
る
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
そ
れ
で
も
、
後
の
天
費
時
が
前
の
開
元
よ
り
減
少
し
た
形
に
な
る
な
ど
の
課
題
を
残
し
、
確
定
的
な
数
字
を

出
す
ま
で
に
至
ら
な
い
が
、
開
元
・
天
賓
時
を
あ
わ
せ
た
一
つ
の
目
安
と
し
て
、
開
元
か
ら
天
賓
に
か
け
て
戸
数
一
菌
、

口
数
五
首
問
と
い
う
数

値
が
強
く
意
識
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
こ
れ
ら
戸
口
統
計
を
つ
う
じ
て
、
唐
代
西
州
は
着
買
に
護
展
援
大
の
道
を
た
ど
っ
た
様
子
が

確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
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西
州
四
府
の
構
成
と
配
置

に
す
る
。

前
節
の
最
後
に
西
州
の
戸
口
動
向
を
お
さ
え
た
が
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
本
節
で
は
西
州
府
兵
制
の
寅
施
と
規
模
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と

か
つ
て
私
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
一
部
考
察
し
、
高
昌
卒
定
後
の
早
い
段
階
の
貞
観
末
年
か
ら
高
宗
朝
の
初
期
に
お
い
て
四
つ
の
軍

府
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
、
軍
府
の
規
模
は
四
府
と
も
定
員
六

O
O名
の
下
府
相
嘗
で
あ
っ
た
こ
と
、

し
た
が
っ
て
嘗
初
全
瞳
二
、

四

O
O名
ほ

ど
の
府
兵
で
構
成
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、

と
い
う
趣
旨
の
結
論
を
導
き
出
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
(
前
掲
註
(
臼
〉
論
文
)
。

こ
ろ
は
、
前
述
し
た
唐
長
諸
氏
の
見
方
と
一
面
で
重
な
る
も
の
の
、
兵
員
総
数
を
四
千
人
ほ
ど
と
み
る
氏
の
理
解
と
は
大
き
く
隔
た
る
も
の
で

私
が
こ
う
考
え
た
と

あ
司
た
。

他
方
、
白
須
湾
員
氏
か
ら
は
、
ま

っ
た
く
別
個
の
親
黙
に
た
ア
た
提
起
が
な
さ
れ
た
(
前
掲
註
(
臼
)
論
文
)
。

と
、
軍
府
の
上
中
下
府
の
匡
分
は
武
后
が
質
権
を
に
ぎ
っ
た
垂
扶
年
聞
に
始
ま
る
の
で
は
な
く
、
永
徴
令
に
定
数
千
人
、
八
百
人
、
六
百
人
が

ま
た
折
衝
都
尉
や
果
毅
都
尉
ら
軍
府
官
の
官
階
に
も
差
が
あ
ア
た
可
能
性
が
う
か
が
わ
れ
る
た
め
、
唐
の
早
い
段
階
か
ら
そ
の
巨

そ
も
そ
も
演
口
重
園
氏
に
よ
る

- 109ー

明
示
さ
れ
、

分
が
存
在
し
て
お
り
、

そ
れ
が
垂
扶
年
聞
に
な
っ
て
定
員
千
二
百
人
、
千
人
、

八
百
人
に
横
大
し
、
軍
府
官
の
官
階
に
も
愛
動
が
あ
っ
た
と
い

白
須
氏
は
こ
の
演
口
説
の
正
賞
さ
を
基
本
的
に
確
認
し
た
う
え
で
、

西
州
四
府
の
ラ

う
(
前
掲
註
(
幻
)
論
文
の

「折
衝
府
の
等
級
及
び
兵
員
数
」
)
。

ン
ク
分
け
を
試
み
、

そ
の
結
果
前
庭
府
が

「垂
扶
以
前
で
中
府
以
下
、
垂
扶
以
後
で
中
府
以
上
の
可
能
性
」
、
岸
頭
府
が

「中
府
か
下
府
」
、
蒲

昌
府
が
「
上

・
中
府
か
ら
下
府
ま
で
の
可
能
性
」
と
推
定
さ
れ
、
天
山
府
だ
け
は
未
確
定
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

白
須
氏
の
こ
の
よ
う
な
各
軍
府
の
ラ
ン

ク
分
け
に
し
た
が
う
と、

そ
れ
を
十
分
詰
め
な
い
ま
ま
下
府
と
一
括
し
た
筆
者
の
手
法
は
問
題
を
含

む
も
の
と
な
る
。
た
だ
白
須
氏
の
場
合
で
も
、

依
接
し
た
史
料
に
限
り
が
あ
り
、

ま
た
肩
書
に
み
え
る
官
位
・
職
事
官
の
位
階
関
係
(
し
か
も

官
位
に
は
勲
官
も
ふ
く
め
る
)
が
ど
こ
ま
で
巌
密
に
適
合
し
あ

っ
て
い
る
か
不
安
も
残
し、

出
て
き
た
結
論
に
も
か
な
り
の
幅
を
設
け
ざ
る
を
え

541 

な
か
っ
た
。
な
お
前
庭
府
の
ご
と
く
他
の
軍
府
で
も
垂
扶
期
を
は
さ
ん
で
ラ
ン
ク
に
愛
化
は
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
に
唐
長
諸
氏
が
注
目
し
た
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吐
魯
番
文
書
「
唐
史
街
智
牒
震
軍
圏
黙

兵
事
」
に
み
え
る

「
五
圏
」
と、

Y ζ 

れ

に
も
と
づ
い
て
前
庭
府
が
上
府
と
な
る

可
能
性
を
ど
う
受
け
と
め
る
か
で
あ
る

(
本
文
九
六
頁
〉
。

白
須
氏
は
こ
の
五
圏

問
題
に
つ
い
て
論
文
の
補
注
で
一
躍
言

及
す
る
が
、
論
旨
に
明
確
さ
を
依
い
て

い
る
。
加
え
て
、
人
口
の
多
い
地
匿
の

前
庭
府
や
岸
頭
府
の
ラ
ン
ク
が
低
く
て

-110-

定
員
が
少
な
く
、
反
謝
に
蒲
昌
府
が
高

い
こ
と
を
ど
う
み
る
の
だ
ろ
う
か
。
結

局
、
そ
こ
か
ら
も
筆
者
の
求
め
た
い
西

州
の
具
腫
的
府
兵
敷
の
答
え
は
出
て
こ

な
い
の
で
あ
る
。

と
な
る
と
、
改
め
て
意
識
さ
れ
る
の

が
、
先
に
も
取
り
上
げ
た
郷
単
位
の
戸

口
闘
係
集
計
表
た
る
「
郷
戸
口
帳
」
、

こ
れ
を
ど
う
巌
密
に
理
解
す
る
か
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

「
郷
戸
口
帳
」
と
は
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近
年
の
整
理
を
つ
う
じ
初
め
て
存
在
が
明
ら
か
に
な
う

た
ク
郷
を
単
位
と
す
る
戸
口
統
計
。
資
料
で
(
前
掲
註

お
そ
ら
く
郷
ご
と
に
戸
籍
を
ま

ハ
却
〉
論
文
一
七
O
頁〉、

と
め
、
郷
帳
を
作
成
す
る
過
程
で
作
ら
れ
た
も
の
だ
ろ

う
が
、
ま
ず

ω
「
唐
西
州
某
郷
戸
口
帳
(
草
〉
」
(
窓

、
叶
〉
宮
居
ω
『
文
書
』
四
加
二
一
七
J
八
頁

・『
闘
文
』
武
一
一
一

三
頁
〉

の
つ
ぎ
の
記
事
(
資
料
A
)
を
注
目
し
た
い
。

な
お
参
考
ま
で
に
、
文
書
の
下
段
に
そ
れ
を
整
理
し
た

集
計
を
表
示
し
て
お
い
た
。

-111← 

こ
れ
に
関
連
し
て

ω
「
唐
貞
観
十
八
年
西
州
高
昌
懸

(∞∞、
H

，
〉
冨
呂
ω

『
文
書
』
四
朗
二
一

武
城
等
郷
戸
口
帳
」

四
J
五
頁
・
『
園
文
』
武
二
二
頁
〉
(
資
料
B
)
も
あ
げ
て

お
く
(
同
様
に
下
段
に
集
計
表
を
あ
げ
る
)
。

資
料
A
・
B
の
雨
文
書
は
、
こ
れ
を
整
理
し
た
側
の

説
明
で
筆
跡
が
ほ
ぼ
同
一
と
い
い
、
貫
際
の
潟
県
照
合

で
も
そ
の
よ
う
に
確
認
で
き
る
か
ら
、
前
の
文
書
は
貞

観
十
八
年
(
六
四
四
)
の
三
月
に
里
正
の
一
人
が
ま
と

め
た
も
の
で
、
所
在
は
武
域
郷
に
近
接
す
る
高
畠
蘇
下

で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
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南
文
中
に
「
衛
士
」
の
名
が
み
え
る
。

か
れ
ら
は
高
畠
燃
に
配
さ
れ
た
前
庭
府
に
所
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
貞
観
十

四
年
の
卒
定
か
ら
四
年
後
に
は
、
早
く
も
前
庭
府
が
設
置
さ
れ
て
い
た
事
賓
が
こ
こ
に
裏
づ
け
ら
れ
る
が
、
あ
わ
せ
て
雨
文
書
に
「
嘗
」
の
口

敢
に
「
新
」
附
の
口
教
が
併
記
さ
れ
て
、
こ
れ
よ
り
前
に
も
戸
籍
が
作
ら
れ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
周
知
の
ご
と
く
、
唐
代
、
戸
籍
は
一
一
一
年
一

(
幻
)

つ
ま
り
丑
辰
未
成
の
年
の
正
月
か
ら
三
月
の
聞
に
作
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
お
り
、
貞
観
十
八
年
は
ち
ょ
う
ど
そ
れ
に
嘗
た
る
甲
辰
の
年
で

造、あ
っ
た
。
右
の
郷
戸
口
帳
の
存
在
は
、

西
州
も
全
園
一
律
の
行
政
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
そ
れ
に
先
立
つ
貞
観
十
五
年
(
辛
丑
〉

に
正
式
な
戸
籍
整
備
が
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
明
示
す
る
。
と
同
時
に
、
新
奮
あ
わ
せ
て
衛
士
な
ど
が
計
上
さ
れ
る
形
態
か
ら
、
十
五
年

段
階
で
す
で
に
衛
士
(
前
庭
府
の
)
が
設
定
さ
れ
て
い
た
蓋
然
性
が
感
得
さ
れ
る
。

さ
て
前
掲
の
二
文
書
に
よ
る
と
、
前
者
の
郷
が
全
構
成
員
二
、
O
六
四
人
、
後
者
で
は
一
郷
一
、

(
幻
)

算
す
る
と
、
前
者
で
四
二
二
戸
、
後
者
で
二
七
O
戸
ほ
ど
と
な
り
、
嘗
時
の
西
州
で
は
こ
の
よ
う
に
大
小
様
々
な
規
模
の
郷
が
併
存
す
る
朕
態

衛
士
を
ふ
く
む
不
課
(
不
総
〉
口
の
全
瞳
に
占
め
る
割

二
O

O
除
人
に
な
っ
て
い
た
。
戸
数
に
換

に
あ
っ
た
こ
と
を
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

合
は
、
前
者
で
三
五
%
、
後
者
で
二
八
%
弱
と
、
お
お
ま
か
に
三
O
%
を
は
さ
む
線
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
の
が
み
て
と
れ
る
。
そ
の
率
の
差
異

は
、
大
郷
に
は
高
く
小
郷
に
は
低
く
と
の
配
慮
の
結
果
と
も
い
え
な
く
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
一
庭
、
三
割
ほ
ど
の
枠
が
一
つ
の
基

た
だ
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
、

-112-

準
に
想
定
で
き
る
も
の
し
て
、
論
を
先
に
進
め
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

『
園
文
』
参
六
O
頁
〉

そ
こ
で
も
う
少
し
衛
士
の
割
合
を
故
る
た
め
に
、
別
の

ω
「
唐
永
徽
二
年
後
某
郷
戸
口
帳
(
草
)
」
(
自
由
己
ハ
冨
包
『
文
書
』
六
崩
一
一
一
ニ
J
四
頁
・

(
資
料
C
〉
に
注
目
し
て
み
よ
う
。

こ
の
文
書
は
、
あ
る
郷
の
課
口
と
不
課
口
を
集
計
し
た
さ
い
の
草
稿
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
数
字
の
修
正
が
多
く
讃
み
と
り
に
く
い
が
、

麿

剣
讃
し
た
と
こ
ろ
を
文
書
の
下
段
に
整
理
し
て
お
い
た
。

不
課
分
を
二
九
一
人
と
出
し
た
の
は
、
修
正
箇
所
と
佐
史
以
下
の
人
数
の
合
計
と
の

南
方
を
に
ら
ん
で
の
こ
と
で
あ
る
。
課
口
も
一
四
七
人
と
み
る
と
、
不
課
の
ほ
ぼ
牢
分
と
な
る
が
、
前
掲
各
文
書
の
劃
不
課
(
不
輪
)
口
と
の
比

(

お

)

率
か
ら
ほ
ぼ
安
蛍
の
線
と
理
解
で
き
よ
う
。
と
な
る
と
、

こ
の
文
書
に
お
い
て
不
課
口
二
九
一
人
中
、
衛
土
は
九
O
徐
名
、

そ
の
占
め
る
割
合
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に
換
算
す
れ
ば
三
O
%
強
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
着
目
し
た
い
文
書
に
、

例
「
唐
西
州
某
郷
戸
口
一
帳
」

(
定
吋
同
窓
H

『
文
書
』
四
筋
七

1
九
頁
・
『
国
文
』
武
七
J
八
頁
)
の
つ

ぎ
の
一
節
〈
資
料
D
)
が
あ
る
。

こ
れ
は
「
郷
戸
口
帳
」
と
い
い
な
が
ら
前
掲
の
文
書
と
表
示
が
か
な
り
遣
っ
て
い
る
。

尉
以
下
軍
府
官
関
係
二
二
人
、
侍
丁
四
人
、
見
在
H
H
府
兵
六
O
人
。
人
数
は
前
後
の
関
係
か
ら
推
定
)

ま
ず
気
づ
く
の
は
、

「
衛
土
・
陵
口
」
七
七
人
(
校

と
別
枠
で
出
さ
れ
、

そ
れ
と
並
置
す
る
形
を
と
る

ふ
つ
う
課
丁
男
(
課
見
輪
)
を
指
す
は
ず
で
あ
る
の
に
、
そ
の
二
六
八
人
の
内

需
に
は
雑
任
・
醤
事
生
以
下
い
わ
ゆ
る
不
課
口
を
多
く
含
ん
で
い
る
。
王
永
輿
氏
に
よ
れ
ば
、
乱
行
の
「
口
土
」
は
幕
士
、
お
行
の
「
口
衣
」

の
が
白
丁
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

し
か
も
白
丁
と
い
え
ば
、

は
執
衣
と
み
ら
れ
(
前
掲
註
(
羽
〉
所
掲
書
一
一
一
一
一
J
六頁〉、

こ
れ
も
不
課
口
に
あ
た
る
。

残
る
最
後
の

「
見
在
」

五
四
人
(
?
〉
だ
け
が
白
丁
に

あ
た
る
可
能
性
が
あ
る
が
、

一
郷
内
で
わ
ず
か
こ
れ
だ
け
し
か
課
丁
が
い
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
れ
も
不
課
口
の
う
ち
の
何
か
を
意

こ
の
よ
う
に
見
直
し
て
み
る
と
、

本
来
不
課
〈
不
輪
)
と
記
す
べ
き
と
こ
ろ
が
誤
解
し
て
白
丁
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。

一115ー

味
す
る
も
の
と
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

、
っ
こ

、U

争
J

ぃ
、
嘗
文
書
に
は
こ
こ
に
示
し
た
前
段
に
、
「
合
嘗
郷
掃
朝
穂
円
什
」
の
一
文
が
あ
り
、
こ
の
「
蹄
朝
」
か
ら
作
成
時
期
が
唐
に
卒
定
さ
れ
た

直
後
と
推
定
さ
れ
て
い
る
(
前
掲
註
〈
鴎
〉
玉
、氷
奥
書
二
五
1
六
頁
〉
。
先
に
言
及
し
た
と
こ
ろ
に
し
た
が
え
ば
、
貞
額
十
五
年
の
可
能
性
が
十
分

考
え
ら
れ
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
唐
の
支
配
下
に
移
行
し
た
ば
か
り
で
、

で
あ
れ
ば
、

ま
だ
文
書
行
政
に
不
慣
れ
な
里
正
た
ち
が
ま
と
め
た
の

右
の
誤
解
が
あ
り
え
て
決
し
て
お
か
し
く
は
な
い
〈
日
行
の
「
悠
帥
」
も
「
帥
放
」
と
誤
骨
局
さ
れ
て
い
る
の
が
『
園
文
』
か
ら
わ
か
る
)
。

も
し
こ
の
よ
う
な
見
方
が
成
り
立
つ
と
す
る
と
、
問
題
の
不
課
口
に
占
め
る
府
兵
闘
係
者
の
割
合
(
三
四
五
分
の
七
七
)
は
、
二
二
・
三
%
と
な

る。

一
歩
譲
っ
て
「
見
在
」
五
四
人
を
除
い
て
算
出
す
る
と
(
二
九
一
分
の
七
七
〉
、
二
六
・
五
%
に
襲
化
す
る
。

547 

か
く
し
て
不
課
口
中
の
衛
士
等
府
兵
関
係
者
の
割
合
が
、
前
の
事
例
が
三
O
M
m
強
で
、
こ
れ
が
ニ
O
M
W
代
の
半
ば
と
な
り
、
お
よ
そ
こ
の
幅

に
牧
ま
る
も
の
と
み
ら
れ
る
な
ら
ば
、
中
間
値
と
し
て
二
七
%
あ
た
り
が
取
り
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
敷
字
を
も
っ
て
、
先
の



548 

郷

内

全

口

数

に

占

め

る

不

課

(

不

輪

)

口

の

割

合

お

よ

そ

三

O

%

の

値

に

も

ど

る

と

、

こ

れ

こ

そ

が

府

兵

関

係

者

の
全
口
数
に
た
い
す
る
占
有
率
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
全
口
数
と
推
定
さ
れ
た
三
高
七
千
人
か
ら
換
算
す
る
と
二
九
九
七
人
、
つ
ま
り
ほ
ぼ
三
千

人
と
い
う
線
が
西
州
府
兵
の
総
数
と
い
う
と
こ
ろ
に
落
ち
着
く
の
で
あ
る
。
か
か
る
数
値
を
ど
う
評
債
す
る
か
は
意
見
が
分
か
れ
よ
う
が
、
遁

境
西
州
と
い
う
篠
件
を
考
慮
す
れ
ば
、
議
期
し
た
よ
り
も
少
な
い
と
い
う
の
が
一
つ
の
貫
感
で
あ
る
。

出
て
く
る
の
が
八
・
一
%
、

と
も
あ
れ
こ
こ
に
、
垂
扶
以
前
の
府
兵
総
数
で
約
三
千
と
い
う
数
値
を
基
準
に
も
つ
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
唐
長
諸
氏
の
議
想
す
る
四
千

人
よ
り
少
な
く
、
他
方
私
が
か
つ
て
見
積
も

っ
た
よ
り
も
増
加
し
て
い
る
が
、
か
り
に
こ
れ
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
す
る
と
、
上
府
と
中
府
が

一
つ
ず
つ
で
、
下
府
が
二
つ
、
こ
れ
を
戸
口
数
と
関
連
さ
せ
れ
ば
、
前
庭
府
が
上
府
で
岸
頭
府
が
中
府
、
あ
と
の
蒲
昌
府
と
天
山
府
を
下
府
に

(
鈍
〉

と
あ
て
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
や
や
強
引
な
や
り
方
で
は
あ
る
が
、
こ
う
す
る
こ
と
で
前
出
の
五
圏
の
問
題
に
も
封
鷹
で
き
る
。
ま
た
前
に

あ
げ
た
文
書

ω
「
武
周
天
山
府
下
張
父
園
帖
篤
新
兵
造
幕
事
」
の
な
か
に
、

下
三
園
速
造
、
限
来

h
l
(三
固
に
下
し
て
速
や
か
に
造
ら
し
む
。
来
一置
を
限
り
:
:
:
)

と
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
天
山
府
が
三
国
H
下
府
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
づ
け
る

一
謹
擦
に
な
る
だ
ろ
う
。
な
お
こ
の
文
書
は
武
周
期
の
新
衛
士
増

-116-

募
に
か
か
わ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
前
提
に
た
て
ば
、
増
募
分
は
圏
の
増
設
で
は
な
く
既
存
の
圏
の
枠
を
贋
げ
て
受
け
入
れ
た
と
理
解

(

お

〉

さ
れ
よ
う
。

四
軍
府
の
設
置
時
期
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
お
き

た
い
。
こ
の
問
題
で
は
、
唐
長
講
氏
は
、
表
4
に
ま
と
め
た
よ
う
な
史
料
的
裏
づ
け
の
も
と
、

さ
て
、

西
州
軍
府
の
ラ
ン
ク
と
定
数
が
こ
の
よ
う
に
押
さ
え
直
さ
れ
た
の
に
関
連
し
て
、

四
府
と
も
貞
観
年
聞
か
ら
高
宗
朝
の
早
い
時
期

に
出
揃
っ
た
と
の
見
解
を
示
し
た
。

し
か
し
こ
こ
に
は
、

な
お
補
わ
れ
る
べ
き
能
地
が
あ
る
。
ま
ず
前
庭
府
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
す
で
に
み
た
ご
と
く
(
一
一
一
一
頁
)
、
唐
氏
の
あ

げ
る
「
貞
観
十
八
年
郷
戸
口
帳
」

の
新
嘗
戸
口
を
並
記
す
る
形
式
か
ら
、
貞
観
十
五
年
に
も
同
様
に
郷
戸
口
帳
が
作
成
さ
れ
、
そ
こ
に
衛
士
数

も
列
奉
さ
れ
た
は
ず
、
と
の
解
緯
を
加
え
る
こ
と
で
、
貞
観
十
五
年
に
お
け
る
前
庭
府
の
存
在
が
う
か
が
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

つ
ぎ
に
岸
頭



〈

お

)

府
で
は
、
墓
誌
か
ら
補
強
す
る
記
述
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
ヤ

1
ル
ホ
ト
に
出
土
し
た
「
唐
紳
護
墓
表
」
で
あ
る
。

貞
額
十
八
年
歳
女
甲
辰
十
月
朔
辛
丑
十
五
日
乙
卯
、
西
州
交
河
鯨
民
岸
頭
府
放
帥
唐
紳
護
、
春
秋
廿
有
七
、

於
墓
、
唐
氏
之
墓
表
、

以
口
(
似
0
・
〉
車
霊
枢
殖
葬

墓
主
唐
紳
護
は
貞
親
十
八
年
に
三
七
歳
で
亡
く
な
っ
た
と
き
が
岸
頭
府
放
帥
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
岸
頭
府
が
そ
れ
以
前
に
設
置
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
し
め
る
が
、
賓
際
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
、
一
九
八
七
年
快
西
省
洛
川
燃
か
ら
護
見
さ
れ
た
「
楊
敏
墓
誌
」

(

幻

〉

の
記
事
で
あ
っ
た
。

維
大
唐
西
州
岸
頭
府
故
果
毅
都
尉
上
柱
園
贋
鏡
(
鏡
〉
懸
開
園
男
楊
公
墓
誌
銘

公
謹
敏
字
桃
湯
、
勝
州
洛
川
人
也
、
:
:
:
惟
公
識
亮
清
高
、
風
神
夙
遠
、

・
:
:
授
西
州
岸
頭
府
果
毅
都
尉
、
詔
授
上
桂
圏
贋
鏡
(
儀
)
牒
開
園
男
、

・・・
公
春
秋
耐
有
九
、

:
:
:
特
奏
授
京
畿
望
宛
(
苑
)
府
果
毅
、

至
於
高
昌
初
破
、

年
七
月
廿
九
日
嘉
、

以
貞
観
廿
三
年
歳
次
己
酉
二
月
景
子
朔
九
日
甲
申
、

封
邑
三
百
戸
、
:
:
:
以
貞
観
十
七
年
三
月
十
二
日
展
疾
、
至
其

葬
於
洛
川
鯨
南
地
名
太
卒
村
九
里
之

原

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
楊
敏
は
唐
初
、
京
兆
府
の
皇
売
(
苑
)
府
果
毅
都
尉
に
あ
り
、

貞
観
一
四
年
の
高
昌
卒
定
を
う
け
て
現
地
に
設
置
さ
れ
た
岸

頭
府
に
同
じ
く
果
毅
都
尉
と
し
て
赴
任
し
、
そ
の
赴
任
先
で
貞
額
一
七
年
に
病
渡
し
て
埋
葬
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
六
年
を
へ
た
貞
額
二
三
年
に
故

榔
に
再
埋
葬
さ
れ
た
と
な
る
。
岸
頭
府
は
こ
こ
に
お
い
て
、
貞
親
一
七
年
よ
り
前
、
お
そ
ら
く
卒
定
直
後
か
ら
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で

(
叩
叫
〉

き
る
の
で
は
な
い
か
。

で
は
清
昌
府
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
帥
「
唐
残
酔
魚
買
馬
柳
中
報
蒲
自
国
府
馬
疋
事
」

加
二
五
一
一
貝
・
『
園
文
』
武
二
九
六
頁
〉
と
題
さ
れ
た
断
片
に
「
蒲
昌
府
」
と
み
え
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

(
白
山
吋
〉
窓
口
叶
『
文
書
』
五
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こ
れ
ば
、
蒲
昌
府
の
馬
を
購
入
す
る
柳
中
鯨
の
側
が
そ
の
件
で
蒲
昌
府
に
連
絡
し
た
内
容
ら
し
い
が
、
嘗
紙
片
が
出
た
ア
ス
タ
ー
ナ
一
一
七
競

墓
は
、
説
明
に
し
た
が
う
と
、
張
歓
と
妻
麹
連
の
合
葬
墓
で
あ
り
、
嘗
紙
片
は
先
に
埋
葬
さ
れ
た
張
歎
の
紙
鮭
を
な
す
も
の
で
あ
司
た
。
そ
し

て
こ
の
一
足
の
紙
鮭
に
張
り
合
わ
さ
れ
た
文
書
は
一
一
一
一
件
あ
り
、

紀
年
は
麹
氏
高
昌
の
延
喜
四
年
(
六
二
七
〉
か
ら
唐
高
宗
の

「
口
口
元
年
」

ま
で
、
そ
の
う
ち
貞
翻
年
聞
の
も
の
が
も
っ
と
も
多
か
っ
た
と
い
う
。
嘗
文
書
で
こ
れ
以
上
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
が
、
周
圏
の
朕
況
か
ら
貞

観
年
聞
の
可
能
性
が
十
分
あ
る
と
い
う
こ
と
、

と
す
れ
ば
蒲
昌
府
の
設
置
時
期
も
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
を
押
さ
え
て
お
き

-a
、。

+ゎ、
uv最

後
に
天
山
府
で
は
、
直
接
唐
長
孫
氏
の
示
し
た
も
の
を
越
え
る
史
料
は
み
あ
た
ら
な
い
。
た
だ
つ
ぎ
の
「
張
詮
墓
誌
」
の
内
容
は
別
に
考

(

ぬ

〉

え
る
素
材
と
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

大
周
西
州
天
山
懸
前
天
山
府
校
尉
上
桂
園
張
府
君
墓
誌

君

謹

詮

字

君

行

、

父

駅

間

間

任

中

丘

ハ

校

郎

、

卯
、
卒
於
州
第
、
春
秋
七
十
有
入
、
:
:
:
即
以
其
年
四
月
五
日
、
葬
於
城
北
奮
原
、
躍
也
、

清
河
人
也
、

-・・・・
・租
悲
儒
任
兵
部
侍
郎
、

以
長
安
三
年
歳
次
辛
卯
三
月
壬
戊
朔
品
川
日
辛

。。

こ
れ
に
し
た
が
え
ば

武
周
の
長
安
三
年
(
七
O
三
〉
に
死
ん
だ
彼
は
、

生
ま
れ
は
高
昌
の
延
霧
三
年
(
六
二
六
〉
、

唐
の
支
配
下
に
入
っ
た
の

が
一
五
歳
の
時
で
、

ま
で
だ
が
、

そ
の
後
い
つ
の
頃
か
天
山
府
の
校
尉
に
任
じ
ら
れ
、

一
生
を
終
わ
?
た
と
な
る
。

墓
誌
の
文
面
か
ら
わ
か
る
の
は
こ
こ

六
O
歳
が
垂
扶
元
年
(
六
八
五
〉
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、

年
齢
的
に
も
っ
と
早
く
か
ら
そ
の
ポ
ス
ト
に
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ

ぅ
。
ま
た
天
山
府
校
尉
に
つ
け
ら
れ
た
背
景
に
、
父
租
の
高
昌
園
で
占
め
た
地
位
の
高
さ
と
唐
の
支
配
に
た
い
す
る
協
力
が
あ
る
だ
ろ
う
と
す

れ
ば
、

こ
の
面
か
ら
も
そ
の
ポ
ス
ト
に
か
か
わ
る
天
山
府
が
、

唐
に
移
行
し
て
比
較
的
早
い
段
階
に
置
か
れ
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
の
で
あ

る。
以
上
、
西
州
四
折
衝
府
の
設
置
時
期
を
め
ぐ
っ
て
、
史
料
的
な
追
加
と
新
た
な
解
揮
を
つ
う
じ
て
考
え
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
少
な
く
と
も

前
庭
と
岸
頭
の
二
府
は
唐
の
支
配
下
に
入
っ
た
直
後
に
設
け
ら
れ
、
蒲
昌
・
天
山
の
二
府
は
や
や
遅
れ
た
と
し
て
も
同
じ
貞
親
年
聞
か
そ
れ
に



近
い
高
宗
初
に
は
存
在
し
て
い
た
、
と
理
解
で
き
た
。
西
州
の
地
が
西
域
経
営
の
援
貼
と
し
て
嘗
初
よ
り
強
く
意
識
さ
れ
、
そ
の
た
め
の
兵
力

が
一
刻
も
早
く
必
要
と
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
事
情
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
四
府
が
こ
の
よ
う
に
早
い
段
階
に
出
揃
う
の
は
嘗
然
の
成
り
行
き
で
あ

っ
た
。
先
の
初
期
の
郷
戸
口
帳
か
ら
算
出
さ
れ
た
三
千
人
と
い
う
数
字
も
、
四
府
の
存
在
に
封
醸
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
か
ら
も
四
府

の
出
現
が
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

五

西
州
府
兵
の
負
措
の
寅
相
と
そ
の
特
質

前
節
ま
で
に
西
州
府
兵
制
を
成
り
立
た
し
め
た
周
漫
朕
況
や
傑
件
な
ど
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
の
な
か
で
大
枠
と
し
て
確
認
で
き
た
こ
と

つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。

)
 

守
h
ム(
 
西
州
府
兵
制
は
唐
の
統
治
下
に
入
っ
た
直
後
か
ら
施
行
さ
れ
、
西
州
防
衛
の
中
一
核
た
る
役
割
を
武
周
朝
に
か
け
て
ほ
ぼ
一
貫
し
て
措
っ

-119ー

た
と
み
ら
れ
る
。

(2) 

首
地
の
府
兵
制
を
崩
壊
に
導
い
た
直
接
の
要
因
は
、
武
周
朝
に
な
っ
て
中
央
か
ら
の
兵
員
補
給
が
つ
づ
か
ず
、
代
わ
っ
て
新
た
に
府
兵

を
増
募
し
、
最
下
層
で
皐
丁
の
も
の
ま
で
そ
れ
に
加
え
ざ
る
を
え
な
く
な
る
経
緯
に
求
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
制
度
に
本
来
内
包
さ
れ

た
負
携
の
遁
重
さ
な
ど
諸
矛
盾
の
露
呈
と
い
っ
た
見
方
で
は
、
西
州
府
兵
制
の
襲
質
や
崩
壊
は
皐
純
に
説
明
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
た
。

ゆ
西
州
に
は
四
軍
府
が
ほ
ぼ
豚
車
位
で
置
か
れ
〈
蒲
昌
府
は
清
昌
と
柳
中
の
二
燃
か
ら
)
、

構
成
さ
れ
た
。
か
れ
ら
の
閥
興
す
る
範
聞
は
、
臨
時
の
遠
征
な
ど
を
除
け
ば
、
基
本
的
に
五
百
里
内
に
お
さ
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
所
属
豚
内
か
ら
組
織
さ
れ
た
府
兵
で
も
っ
て

(4) 

四
軍
府
は
、
高
昌
の
地
が
唐
の
支
配
に
服
し
た
直
後
か
、
そ
れ
に
よ
り
近
接
す
る
時
期
に
出
揃
っ
た
。
嘗
時
唐
側
に
把
撞
さ
れ
た
戸
口

551 

(5) 
敷
』土

お
よ
そ
戸
数
が
八
千
で
、

口
数
が
三
高
七
千
、
こ
れ
に
た
い
し
て
府
兵
総
数
が
三
千
人
ほ
ど
に
上
っ
た
と
推
定
さ
れ
た
。

各
軍
府
の
ラ
ン
ク
(
定
数
〉
を
府
兵
三
千
人
と
関
係
づ
け
る
な
ら
ば
、
前
庭
府
が
上
府
(
一
千
人
)
、
岸
頭
府
が
中
府
(
八
百
人
)
、
蒲
昌
・
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天
山
二
府
が
下
府
(
六
百
人
)
に
な
る
と
推
定
さ
れ
た
。

あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
多
い
数
値
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

」
の
総
数
は
全
人
口
で
み
れ
ば
約
八
%
、

法
境
防
衛
の
最
前
線
と
い
う
地
域
に

や
や
も
す
る
と
遊
境
前
線
を
防
衛
す
る
た
め
の
特
殊
臨
戦
的
瞳
制
、
表
向
き
は
府
兵
制
の
形
を
と
り
な
が

ら
質
態
は
そ
れ
と
似
つ
か
な
い
軍
事
組
織
、
と
理
解
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
だ
が
右
に
示
し
た
全
瞳
的
な
援
態
か
ら
は
、
た
だ
ち
に
そ
れ
と

結
び
つ
き
、
補
強
す
る
も
の
は
認
め
が
た
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
逆
に
印
象
づ
け
ら
れ
た
の
は
、
中
原
地
域
と
は
饗
わ
ら

な
い
府
兵
制
と
し
て
の
姿
で
す
ら
あ
り
、
地
理
的
要
件
を
特
別
視
し
す
ぎ
る
こ
と
が
現
肢
か
ら
の
需
離
に
な
ら
な
い
か
の
心
配
で
あ
っ
た
。
現

長
年
に
わ
た
り
兵
力
と
し
て
機
能
し
つ
づ
け
た
こ
と
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か

西
州
に
質
施
さ
れ
た
府
兵
制
は
、

責
に
現
地
住
民
を
軍
府
に
組
織
し
、

ら
、
府
兵
制
本
来
の
あ
り
方
は
そ
の
か
な
り
の
部
分
を
こ
の
吐
魯
番
の
場
合
に
う
か
が
え
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
理
解
に
か
か
わ
っ
て
、

で
は
西
州
府
兵
制
下
の
府
兵
(
衛
士
)

た
ち
は
兵
士
と
し
て
い
か
な
る
立
場
・
役
割
の
な
か
に
身
を
置
い

-120-

ー
、
府
丘
(
と
鎮
成
勤
務

二
節
に
ま
と
め
て
み
た
よ
う
に
(
九
八
J
九
頁
〉
、
氏
は
嘗

地
の
府
兵
に
課
せ
ら
れ
た
主
要
な
役
務
が
一
年
を
サ
イ
ク
ル
と
す
る
鎮
成
防
人
で
あ
り
、
こ
れ
に
様
々
な
一
五
日
の
短
番
が
加
わ
る
形
を
と
る

て
い
た
の
か
。
そ
れ
を
考
え
る
た
め
に
、
再
度
唐
長
孫
氏
の
見
解
に
立
ち
返
る
と
、

と
み
る
。
こ
の
他
に
西
州
の
外
へ
の
遠
征

・
鎮
守
(
征
銀
)
が
あ
る
が
、
こ
の
た
め
の
動
員
は
必
ず
し
も
大
き
な
負
携
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
、

と
も
推
定
す
る
。
確
か
に
吐
魯
番
文
書
中
か
ら
は
、
前
半
期
の
府
兵
で
一
定
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
て
征
鎮
に
出
た
事
例
を
示
す
の
は
む
つ
か
し

(ω
〉

く
、
中
央
か
ら
の
兵
員
補
給
が
途
絶
え
た
武
周
期
に
な
っ
て
、
始
め
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
ま
と
ま
っ
た
形
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

(
人
)

合
嘗
府
行
兵
組
七
十
六
亙
/

陸

下
廿
五
亙
嘗
馬
ニ
疋
五
分
一
一
一
的
細
川

/

隠

下
行
兵
一
十
八
雲
馬
一
疋
八
分
担
鶴
一
同

1
/徐
二
分
給
成
圏

玄
徳
/
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(
の
「
武
周
軍
府
牒
信
用
行
兵
十
駄
馬
事
」

(由由、
H

，〉冨
H
N

印
『
文
書
』
七
朋
二
八
九
頁
・
『
園
文
』
参
四
三
七
頁
)

こ
れ
は
一
軍
府
中
七
六
人
が
「
行
兵
」
す
る
、

し
て
、
七
六
人
分
で
七
・
六
疋
と
な
る
の
を
、

そ
れ
に
あ
た
っ
て
の
駄
馬
手
配
の
文
書
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
一

O
人
ハ
一
火
)
あ
て
一
駄
馬
と

一
O
O人
分
と
み
な
し
て
一

O
疋
出
し
て
や
る
と
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
こ
こ
に
「
劉
住
下

廿
五
人
」

「
氾
尼
下
行
丘
二
十
八
人
」

「
玄
徳
〔
下
二
十
〕
七
人
行
」

「
六
人
行
」
と
あ
る
の
は
、
府
内
の
各
国
か
ら
調
達
さ
れ
た
人
数
と
考

え
ら
れ
、

し
た
が
っ
て
嘗
軍
府
は
四
国
か
ら
な
る
中
府
、
前
節
の
基
準
に
よ
れ
ば
岸
頭
府
の
蓋
然
性
が
高
く
な
る
。

と
も
あ
れ
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、

か
れ
ら
の
州
内
の
鎮
成
へ
の
勤
務
、
す
な
わ
ち
鎮
成
防
人
の
役
割
が
注
目
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、

た

だ
こ
こ
で
断
っ
て
お
き
た
い
の
は
、
吐
魯
番
文
書
に
は
唐
氏
の
い
う
銀
成
防
人
た
る
用
語
は
み
え
ず
、
ま
た
防
人
の
語
に
し
て
も
、

申
勘
嘗
故
防
人
臭
来
門

U
詑
申
上
事
(
同
「
唐
申
勧
防
人
残
文
書
」
ミ
吋
〉
宮
田
『
文
書
』
六
加
一

O
頁
・
『
園
文
』
参
六
頁
)

口
口
一
圃
給
防
人
陳
憲
口
等
十
二
月
糠
事
(
例
「
唐
西
州
事
自
」
宏
司
関
宮
N

『
文
書
』
九
般
二
一
五
頁
・
『
園
文
』
建
三
七
回
頁
)
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と
し
て
記
さ
れ
る
よ
う
に
、

直
接
現
地
人
の
鎮
成
防
人
を
表
す
も
の
で
は
な
く
、

中
園
本
土
か
ら
波
遣
の
防
人
の
可
能
性
を
十
分
有
し
て
い

た
。
と
す
れ
ば
、
具
瞳
的
に
ど
の
よ
う
な
事
例
に
そ
れ
が
確
認
で
き
る
か
。
例
え
ば
唐
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
史
料
を
あ
げ
る
(
帥
「
武
周
天
山
府

索
準
達
鮮
魚
白
水
銀
上
番
事
」
詰
吋
〉
宮
N
S
『
文
書
』
七
崩
四
二
J
一
一
一
頁
・
『
園
文
』
参
三
一
一
一
一
頁
)
。

(
年
)
(
月
)
(
目
)
(
夫
)

口
口
口
季
参
匝

θ
而
山
府
索
進
達
僻
、
/
ハ

U
進
達
元
不
是
白
水
銀
番
、
昨
鶏
口
/

什

U
如
後
到
、
所
/
l
u上
、
謹
僻
、

/

こ
の
内
容
は
、
天
山
府
の
衛
士
で
白
水
鎮
に
上
番
し
て
い
る
索
準
達
が
、
天
山
府
あ
る
い
は
天
山
豚
に
た
い
し
、
代
わ
り
が
あ
れ
ば
交
代
さ
せ

て
ほ
し
い
と
願
い
出
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
白
水
銀
は
変
河
豚
の
管
内
に
あ
り
、
岸
頭
府
の
系
列
に
属
す
る
位
置
に
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
、
索
準

そ
れ
が
僻
退
の
理
由
に
な
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
軍
府
の
枠
を
越
え
た
服
務
が
あ
る
こ
と
は
注
目

553 

達
は
天
山
府
に
所
属
し
、
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し
て
お
い
て
よ
い
。

競
文
書
」

唐
氏

q よ
集る
成と
』、

基こ
農 fL
五つ
ー鎖
〉成

をへ
みの
て在
み役
よ(期
う41開
。〉は

西
州
で
は
一
年
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
詮
明
に
か
か
わ
る
帥
「
大
谷
文
書
三

O
三

O

六
人
来
月
一
日
方
亭
成
上
/
隊
正
貰
建
逼

衛
士
曹
畔
洛

狙
渠
武
意

張
白
狐
/
李
阿
鼠

資
山
海
/

二
人
充
来
月
一
日
首
上
右
果
毅
口
/
張
大
師

陳
迭
箪
/

十
二
人
配
注
伎
身
守
府
番
佐
及
、途
上
門
/

五
人
填
折
衝
九
月
十
六
日
佼
身
円
/
白
弘
達

焦
隆
貞

陰
漢
貞

康
父
師

董
弘
徳
/

四
人
填
右
果
毅
九
月
十
六
日
佼
円
/
劉
君
集

蘇
守
住

陳
口
口

康
懐
達
/

五
人
填
員
外
折
衝
康
延
八
月
一
日
佼
身
/
門
川

最
初
の

「来
月
一
日
」
と
あ
る
来
月
は
、
文
中
「
九
月
十
六
日
」
の
日
附
に
よ

っ
て
十
月
と
解
さ
れ
る
か
ら
、

そ
の
三
行
分
で
示
さ
れ
る
の
は
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十
月
一
日
、
方
亭
成
に
上
が
る
陵
正
・
衛
士
ら
六
人
の
名
前
で
あ
る
。
こ
れ
は
唐
氏
の
い
う
鎮
成
防
人
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
同
時
に

注
目
さ
れ
る
の
が
十
月
一
日
と
い
う
日
附
で
あ
り
、

防
人
番
代

皆
十
月
一
日
交
代
、

(
前
掲
註
(
日
目
)
所
掲
〉

と
い
う
防
人
の
場
合
と
一
致
す
る
事
貸
で
あ
る
。
吐
魯
番
文
書
を
み
て
い
く
と
、
他
に
も
十
月
一
日
の
事
例
を
い
く
つ
か
拾
い
だ
せ
る
か
ら
、

か
れ
ら
府
兵
の
鎮
成
勤
務
こ
そ
は
防
人
そ
の
も
の
で
あ
り
、

西
州
で
は
毎
年
こ
の
時
期
に
全
員
交
代
す
る
も
の
と
み
て
、
任
期
一
年
の
鎮
成
防

人
の
形
が
定
着
し
た
と
結
論
づ
け
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
氏
の
理
解
に
は
い
く
つ
か
の
疑
問
が
用
意
さ
れ
る
。
承
知
の
ご
と
く
、
防
人
に
は
な
お
は
っ
き
り
し
な
い
黙
が
多
い
が
、
な

(

必

)

か
で
府
兵
在
役
中
で
一
回
三
年
聞
を
そ
れ
に
従
事
す
る
と
い
う
規
定
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
か
り
に
右
の
か
れ
ら
を
防
人
と
み
な
す
な
ら
、

三
年
間
在
役
の
可
能
性
も
捨
て
ら
れ
な
い
の
に
、
十
分
な
論
誼
も
な
い
ま
ま
ど
う
し
て
一
年
の
銀
成
防
人
と
し
て
し
ま
う
こ
と
が
で
き
る
の



か
。
よ
し
ん
ば
一
年
の
鎮
成
防
人
の
形
を
認
め
る
と
し
て
、

で
は
こ
れ
に
一
度
つ
け
ば
以
後
は
売
除
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
加
え
て
、

前
掲
文
書
に
み
え
る
「
伎
身
」
の
よ
う
な
種
々
の
役
務
が
あ
?
た
が
、
こ
れ
ら
と
鎮
成
防
人
と
は
ど
の
よ
う
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
か
。

ま
た
嘗
地
に
は
燦
喉
の
燦
子
と
い
う
重
要
な
役
務
が
あ
っ
た
が
、
唐
氏
は
こ
れ
に
は
銀
成
防
人
の
立
場
か
ら
と
、
そ
の
勤
務
に
つ
い
て
い
な
い

一
般
の
府
兵
の
立
場
か
ら
と
の
、
二
つ
の
関
わ
り
方
が
あ
っ
た
と
も
い
う
が
、
具
瞳
的
に
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
サ
イ
ク
ル
や
日
数
で
組
み
合
わ

さ
れ
て
い
た
の
か
説
明
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
府
兵
の
主
要
な
仕
事
を
一
年
の
鎮
民
防
人
と
み
る
こ
と
で
、
逆
に
嘗
地
の
府
兵
の
役
割
が
不
鮮

明
に
な
っ
て
し
ま
う
印
象
を
い
だ
く
の
は
私
一
人
で
あ
ろ
う
か
。

謹
境
防
備
の
出
先
機
関
は
、
鎮
成
に
燦
候
〈
媛
〉
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
で
き
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。

そ
れ
は
『
唐
六
典
』
巻
五
・
兵
部
職
方

郎
中
の
僚
に
こ
う
あ
る
。

九
天
下
之
上
鎮
二
十
、
中
鎮
九
十
、
下
鎮
一
百
三
十
有
五
、
上
成
十
有
一
、
中
民
八
十
有
六
、
下
氏
二
百
三
十
有
五
、
九
蜂
候
所
置
、
大

率
相
去
三
十
里
、
其
一
過
漫
境
者
、
築
城
以
置
之
、
毎
燦
置
帥
一
人
・
副
一
人
、
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他
方
こ
れ
を
西
州
の
領
域
で
み
て
み
る
と
、
把
握
し
え
た
と
こ
ろ
で
、
鎮
が
一
一
所
で
、
成
が
一
二
所
、
そ
れ
に
燦
(
候
の
表
記
は
み
え
な
い
〉

が
三

O
箇
所
程
度
と
な
っ
た
(
表
2
参
照
〉
。
鎮
の
綿
計
二
四
五
所
や
成
の
三
三
二
所
に
た
い
し
て
、
把
握
さ
れ
た
敷
値
は
一
見
少
な
い
よ
う
に

み
え
る
が
、
基
本
的
に
西
州
一
州
で
完
結
し
た
防
衡
を
組
む
の
で
あ
れ
ば
、
現
肢
は
ほ
ぼ
こ
の
程
度
で
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
燥
の

三
O
所
で
は
、
三

O
里
開
隔
で
配
置
し
て
九

O
O里
、
こ
れ
を
鎮
成
と
組
み
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
西
州
の
慶
さ
は
網
羅
で
き
た
か
も
し
れ
な
い

(

必

〉

が
、
た
だ
課
題
が
残
る
。

ω「
武
周
君
住
牒
震
岸
頭
府
差
府
兵
向
宿
石
及
補
府
史
符
事
」

六
頁
)
に
よ
る
と
、

(aH，〉
呂
町

S
『
文
書
』
九
加
ご
一
頁
・
『
聞
文
』
態
二
五

月
)
〈
日
)

十
燥
、
ミ
別
二
人
、
依
定
並
取
門
什
/
口
岸
頭
府
令
差
府
兵
向
宿
石
、
四
@
一

θ
門
川
/

と
あ
る
が
、
稽
石
と
は
天
山
燃
に
属
す
る
宿
石
氏
の
こ
と
で
、
こ
こ
に
岸
頭
府
の
府
兵
を
出
し
、
そ
こ
か
ら
管
内
「
十
燦
」
に
二
人
ず
つ
配
置

す
る
と
解
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
み
ら
れ
る
と
、
天
山
牒
に
は
十
燦
あ
っ
た
と
な
る
が
、
賞
際
に
名
前
が
確
認
で
き
て
い
る
の
は
そ
こ

555 
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ま
で
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
事
情
を
考
慮
す
れ
ば
、
俸
は
全
種
四

O
所
程
度
ま
で
増
や
し
て
理
解
す
る
の
が
安
嘗
か
も
し
れ
な
い
。

同
三

O
O人
、
下
鎮
で
そ
れ
以
下
、
ま
た
上
成
で
五

O
人
、
中
成
で
三

O
人、

そ
れ
で
は
こ
れ
ら
の
機
関
に
詰
め
る
兵
員
は
ど
れ
ほ
ど
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
規
定
に
し
た
、か
え
ば
、
上
鎮
で
防
人
五

O
O人
、
中
鎮
で

(

H

H

)

 

そ
れ
以
下
が
下
成
と
な
る
と
い
う
。
し
か
し
吐
魯
番
文
書
か
ら

は

こ
れ
ほ
ど
大
勢
の
人
聞
が
詰
め
て
い
た
痕
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。
も
っ
と
も
多
い
数
の
載
る
帥
「
唐
西
州
都
督
府
上
支
度
営
団
使
牒
魚
具

報
嘗
州
諸
銀
成
笹
田
頃
畝
数
事
」

(
吋

N
吋
〉
玄
N
N
由
『
文
書
』
八
朋
二
一
九
頁
・
『
園
文
』
援

一
O
一
一
良
〉
で
も
、

赤
亭
鎮
丘
ハ
建
拾
克
人

E
口
口
頃

維
磨
成
円
川
/
柳
谷
鎮
丘
ハ
建
拾
囚
口
口
口
建
頃

易
昨
成
丘
ハ

n
l
/

酸
菜
園
門
川
/

白
水
銀
兵
参
拾
門
川

U
園
田
陸
頃

と
あ
る
よ
う
に
、
赤
亭
鋲
の
四
二
人
を
最
高
に
す
る
程
度
で
あ
っ
た
。
た
だ
こ
れ
は
府
兵
制
が
崩
境
期
に
入
司
た
開
元
十
年
こ
ろ
の
も
の
だ
か

ら
、
銀
兵
数
が
府
兵
制
の
盛
時
と
比
べ
て
、
鎮
で
も
上
氏
に
及
ば
な
く
な
っ
て
い
た
と
も
指
摘
さ
れ
る
(
前
掲
註
(
臼
〉
唐
長
講
「
西
州
府
兵
」
論
文

(

必

)

八
三
頁
〉。
し
か
し
開
元
前
の
吐
魯
番
文
書
で
、
こ
れ
を
越
え
る
銀
成
の
兵
数
の
記
事
は
見
出
せ
ず
、
こ
れ
が
西
州
府
兵
制
下
の
一
つ
の
現
献
を

映
し
て
い
る
と
み
る
し
か
な
い
。
成
も
鎮
と
同
様
に
西
州
で
人
員
は
少
な
く
、
前
掲

ω「
大
谷
三

O
三
O
披
文
書
」
に
「
六
人
来
月
一
日
方
亭
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成
上
」
と
み
え
る
程
度
で
あ
る
。

と
す
る
な
ら
ば
、
西
州
の
銀
成
と
は
、
貫
態
で
い
え
ば
鎮
で
公
式
の
上
成
か
中
氏
、
成
で
は
公
式
の
下
氏
あ
た
り
に
配
置
さ
れ
よ
う
。
こ
う

想
定
さ
れ
る
と
、
毎
番
鋲
成
に
関
係
す
る
兵
員
枠
は
、
多
く
見
積
も
っ
て
も
鎮
(
一一

所
)
で
四

O
O人
、
成
ハ
一
二
所
)
で
一

O
O人
の
計
五

0
0人
程
度
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
上
番
す
る
も
の
は
府
兵
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
先
に
推
定
し
た
西
州
四
府
の
全
府
兵
三
千
人
の

ハ
分
の

一
と
な
る
こ
と
を
ま
ず
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

2
、
府
兵
と
峰
子
の
関
係
と
賓
態

西
州
の
府
兵
と
し
て
、
鎮
成
へ
の
勤
務
に
加
え
て
重
要
な
も
の
が
燦
(
蜂
媛
〉
へ
の
服
役
、

燦
子
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
程
喜
葉
氏



の
一
幕
論
が
あ
り
、
詳
細
は
そ
れ
に
譲
る
が
(
前
掲
註
(
ロ
)
『
漢
唐
鋒
喉
制
度
研
究
』
)
、
参
考
ま
で
に
そ
の
制
度
部
分
を
「
燦
式
」
に
よ
っ
て
示
し
て

お
こ
う
(
『
武
経
緯
要
』
前
集
巻
五
「
蜂
火
」
〉
。

唐
法
、
九
漣
城
喉
望
、
毎
三
十
里
置
一
峰
、
須
在
山
嶺
高
峻
慮
、
:
:
:
九
掌
燦
火
、
置
帥
一
人
・
副
一
人
、
毎
燦
置
燦
子
六
人
、
並
取
謹

信
有
家
口
者
、
充
副
帥
、
往
来
検
校
、
燦
子
五
人
、
分
更
刻
望
親
、

五
人
、
乗
牧
燦
城
、
無
衛
兵
、
則
選
郷
丁
武
健
者
、
給
伎
充
、

一
人
掌
迭
符
牒
、
並
二
年
一
代
、
:
:
:
如
法
境
用
兵
時
、
更
加
衛
兵

こ
れ
に
よ
る
と
燦
帥
以
下
八
人
で
毎
燥
が
構
成
さ
れ
、

二
年
変
代
制
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
「
謹
境
に
用
兵
す
る
」
緊
急
の
時
に
は
、
衛
兵

お
そ
ら
く
卒
時
で
も
府
兵
が
開
興
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
一
つ
の
例
誼
に
は
、

の
ち
に
紹
介
す
る
「
雇
人
上
峰
」
に
か
か
わ
ア
た
衛
士
沼
教
進
や
衛
土
白
憲
歓
の
場
合
(
一
二
九
頁
参
照
)
が
注
目
さ
れ
、
ま
た
そ
の
さ
い
の
各

(

必

)

燥
に
配
さ
れ
た
数
は
、
前
掲
伸
文
書
に
み
え
た
「
十
爆
と
別
に
二
人
」
が
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。

(
衛
土
)
や
郷
丁
武
健
の
も
の
を
加
え
た
と
い
う
が
、

赤
亭
康
思
躍
配
上
侍
/

小
嶺
張
車
相
身
死
/
得
牒
迭
今
月
躍
上
兵
、
依
検
前
件
人
牒
、
注
侍
/

牒
蒲
昌
府
/
方
亭
成
劉
喫
木

狼
泉
毛
賓
本

-125ー

別
に
帥
蒲
昌
府
文
書
に
は
こ
う
あ
る
(
日
比
野
・
文
書
四
六
)
。

赤
亭
鎮

圏
及
身
死
、
叉
検
前
牒
、
此
色
井
合
差
替
者
、
蒲
/
昌
府
牒
注
劉
喫
木
等
侍
園
及
身
死
、
承
前
既
合
/

差
替
、
今
牒
不
迭
牒
、
請
速
差
替
迭
鎖
、
/

す
で
に
日
比
野
丈
夫
氏
の
詳
し
い
解
説
も
あ
る
よ
う
に
、
嘗
文
書
は
赤
亭
鎮
か
ら
蒲
昌
府
に
出
さ
れ
た
も
の
、
嘗
鎮
に
か
か
わ
る
嘗
番
の
府
兵

の
名
簿
に
「
侍
圏
」
三
人
・
「
身
死
」
一
人
の
名
が
あ
る
が
、

至
念
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
を
迭
っ
て
ほ
し
い
と
の
内
容
で
あ
る
。

先
は
方
亭
成
と
、
狼
泉
・
赤
亭
・
小
嶺
の
三
燥
(
赤
亭
は
そ
の
配
列
・
表
現
か
ら
燥
と
解
し
た
〉
に
な
っ
て
い
た
。

を
も
ち
、

四
人
の
波
遁

こ
こ
か
ら
鎖
が
管
内
に
成
や
燦

557 

折
衝
府
と
の
聞
で
人
員
の
配
置
や
監
督
な
ど
に
闘
興
し
た
位
置
閥
係
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

ず
し
も
卒
時
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
補
充
を
要
請
す
る
背
後
か
ら
も
、
卒
時
で
の
府
兵
燦
子
の
存
在
が
感
得
さ
れ
る

こ
の
文
書
の
時
期
(
開
元
二
年
〉

t主
必
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の
で
あ
る
。

的
に
果
た
さ
れ
る
た
め
に
も、

と
も
か
く

一
庭
、
卒
時
毎
燦
二
?
三
人
の
府
兵
が
詰
め
て
い
た
と
推
定
す
る
。
鎮
や
軍
府
と
連
携
を
と
り
、
ま
た
燦
と
し
て
の
責
務
が
縫
績

か
れ
ら
が
燥
に
配
さ
れ
る
意
味
は
あ
っ

た
。
そ
し
て
西
州
の
燦
喉
が
お
よ
そ
四

O
所
あ
っ
た
と
す
る
と
、
そ
の

結
果
推
算
さ
れ
る
の
が
、
毎
番
約
一

O
O人
と
い
う
数
に
な
る
の
で
あ
る
。
だ
が
一
方
、
程
喜
森
氏
は
「
燦
式
」
の
規
定
な
ど
に
し
た
が
い
燦

(
川
崎
〉

ご
と
の
定
数
が
六
J
九
人
で
あ
っ
た
と
し
た
(
前
掲
書
二
二
六
頁
)
。

貧
際
こ
れ
ほ
ど
の
数
が
常
時
詰
め
て
い
た
か
は
確
認
で
き
な
い
が
、

こ
の

定
数
と
府
兵
か
ら
出
た
燦
子
数
と
の
聞
に
は
か
な
り
の
差
が
あ
る
こ
と
は
事
貫
で
あ
る
。
こ
の
数
的
空
聞
を
埋
め
た
の
が
一
般
民
丁
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
は
吐
魯
番
文
書
を
つ
う
じ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

吐
魯
番
文
書
に
は
、

「
雇
人
上
峰
」
契
と
題
さ
れ
る
契
約
文
書
が
あ
る
。
雇
人
上
燦
と
は
他
人
を
雇
っ
て
燦
子
に
つ
か
せ
る
こ
と
で
あ
り
、

(

品

目

)

一
八
貼
に
の
ぼ
る
そ
れ
ら
を
整
理
分
析
し
て
、
そ
の
形
態
が

そ
こ
に
一
般
民
丁
の
開
輿
の
跡
が
浮
き
彫
り
に
な
る
の
で
あ
る
。
程
喜
粟
氏
は
、

早
く
も
貞
観
年
代
に
現
れ
、
高
宗
・
武
后
期
に
は
か
な
り
の
贋
が
り
を
み
た
こ
と
、

ま
た
一
回
の
雇
用
期
聞
が
一
五
日
で
、
傭
賃
が
銀
銭
で

一

-126一

一
番
期
が
一
五
日
で

練
(
ね
り
ぎ
ぬ
〉
で
一
疋
と
な
る
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
、
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
を
ふ
ま
え
、
峰
子
の
役
と
は
、

「
燦
式
」
で
い
う
「
一
一
年
一
代
」
の
聞
に
毎
月
一
番
ず
つ
つ
く
も
の
で
あ
り
、
ま
た
多
数
の
成
丁
が
閥
興
し
た
こ
と
か

O
文
、
銅
銭
で
三
二

O
文、

一
部
雑
径
に
つ
な
が
る
性
格
も
有
し
て
い
た
、
と
結
論
、つ
け
た
の
で
あ

っ
た
。
従
来
、
燦
子
と
い
え
ば
、
中

(

印

〉

男
の
つ
く
雑
径
と
し
て
の
解
躍
が
優
勢
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、
程
氏
は
む
し
ろ
色
役
に
近
い
も
の
と
の
方
向
で
み
よ
う
と
す
る
。
確
か
に
文
書

で
み
る
か
ぎ
り
程
氏
の
色
役
設
に
よ
り
親
近
性
を
抱
か
さ
れ
る
が
、
た
だ
一
般
の
成
丁
が
二
年
聞
に
わ
た
り
、
毎
月
一
五
日
を
色
役
的
な
役
に

ら
、
基
本
的
に
色
役
に
相
嘗
し、

従
事
す
る
、

つ
ま
り
一
八

O
日
も
服
役
す
る
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
。
こ
の
よ
う
な
役
務
は
課
役
瞳
系
上
い
か
な
る
位
置
を
占
め
る

も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

こ
の
貼
に
関
連
し
て
、
こ
れ
ま
で
言
及
を
避
け
て
き
た
府
兵
(
衛
士
)
の
鎮
成
や
燦
喉
へ
の
服
役
期
間
と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
唐
長
孫
氏
は
銀
成
防
人
が
一
年
で
あ
っ
た
こ
と
を
い
う
た
め
に
、

「
十
月
一
日
」
の
上
番
を
有
力
な
論
援
に
掲
げ
た
の
で



あ
っ
た
。
だ
が
丈
書
を
み
て
い
く
と
、

い
わ
れ
る
ご
と
き
十
月
一
日
だ
け
に
限
定
さ
れ
な
い
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
前
に
あ
げ
た

文
書
帥
に
は
「
今
月
麿
に
上
る
べ
き
兵
」
と
あ
っ
た
が
、

こ
れ
は
日
比
野
氏
に
し
た
が
え
ば
、

開
元
二
年
(
七
一
四
〉
の
二
月
か
ら
八
月
の
開

の
こ
と
で
あ
ア
た
。
あ
る
い
は
帥
「
武
周
牒
魚
請
追
上
番
不
到
人
事
」
(
詰
吋
〉
宮
N
O
由
『
文
書
』
七
加
四
四
頁
・
『
園
文
』
参
三
二
二
頁
)
に
、

(

日

)

(

人

)

(

月

)

(

月

)

(

日

)

九
θ
圃
圃
薗
円
ハ
ハ
U
国
/
件
亙
番
嘗
武
@
上
、
今
障
牒
迭
者
、
依
/
検
不
到
、
其
@
援

θ
剣
、
牒
府
迫
、
/

と
あ
り
、
「
番
、
武
月
の
上
に
嘗
た
る
」
も
の
が
上
番
し
て
い
な
い
の
で
、

府
ハ
軍
府
〉
に
牒
し
て
上
番
を
命
じ
た
と
記
さ
れ
る
。

こ
れ
に
つ

づ
く
頁
の
帥
「
武
周
牒
魚
請
昆
分
前
庭
府
請
折
留
衛
士
事
」

〈
同
右
)
に
も
こ
う
あ
っ
た
。

(
正
)
(
月
)
(
月
)

得
前
庭
府
主
帥
劉
行
感
敗
、
稽
上
件
人
/
乗
丁
厚
暖
、
己
勤
留
牛
山
@
重
上
、
其
@
/

(

日

)

(

人

)

建
@
具
献
上
州
園
者
、
叉
検
案
内
上
件
亙
/
・
:

こ
れ
は
、
前
庭
府
の
主
帥
(
折
衝
都
尉
?
〉
劉
行
感
が
、
銀
成
に
出
し
て
い
る
衛
士
の
一
部
を
折
留
(
残
留
)
さ
せ
、

復
上
番
〉
」
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
州
(
都
督
府
)
に
惇
え
た
内
容
で
あ
ろ
う
。

正
月
の
月
も
「
重
上
ハ
重

-127ー

こ
の
よ
う
な
な
か
に
十
二
月
上
番
・
正
月
上
番
の
形
が
う
か
が
わ

れ
る
は
ず
で
あ
る
。

一方、

日
比
野
丈
夫
氏
に
よ
っ
て
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
蒲
昌
府
の
文
書
一
九
に
よ
る
と
、
赤
亭
鎮
の
維
磨
成
と
胡
蹴
泉
燦
へ
の
上
番
に

白
仁
軌
な
る
人
物
へ
の

「
閏
二
月
番
」

の
表
現
が
み
え
る
。

こ
の
文
に
は
事
情
が
錯
綜
し
く
み
取
り
に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
る

「
遭
憂
(
服
喪
ど
の
問
題
が
あ
っ
て
上
番
の
時
期
と
場
所
が
範
れ
、
そ
の
結
果
が
こ
の
文

書
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
(
日
比
野
・
箔
昌
府
第
1

・
第
2
文
書
も
こ
れ
に
関
連
す
る
〉
。
と
す
る
と
こ
こ
に
、

カia手当
、回ノプ3、

ど わ
うつ
もて
カミ
れ
は
本
来

月
番
で
あ
て〉

た
の
カ1

一
つ
の
興
味
ぶ
か
い
事
賓
が
浮
か

び
上
が
る
。
そ
れ
を
示
す
の
が
、
同
じ
く
肋
蒲
昌
府
文
書
二
五
に
み
え
る
つ
ぎ
の
記
述
で
あ
っ
た
。

達
匪
長
探
車
方
卒
白
丁
虞
候
孫
玄
通
被
符
放
侍
圏
案
亭
康
歎
住
/
被
符
放
富
胡
蹴
泉
白
仁
机
鰻
一
信
制
配
懸
泉
燦
主
帥
史
/

才
智
使
抽
長
探
長
探
虞
候
郭
才
感
記
上
商
人
因
賊
雨
脚
五
指
/
/
上
薩
揮
悠
帥
王
新
感
身
死
長
探
虞
候
蘇
才
感

問
中
古
一
欽
一
判
明
軽
自
問
維
磨
長
探
行
客
蘇
仁
義

拷
谷
燦
質
/
才
仁
波
落
長
探
虞
候
石
善
君

三
衛
蘇
才
鹿
/

柳
中
鯨
白
丁
曹
感
達
一
足
/

559 
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鯨
一
引
相
官
一
間
鰍
一
「
州
上
丘
ハ
梁
成
徳

検
案
内
上
件
人
等
並
合
来
月
嘗
上
、
其
人
等
身
死
街
/
一圃
一
混
落
改
補
等
色
、
其
替
事
須
申
州
慮
分
、
謹
以
牒
奉
、
/

王
宮
禿
己
上
身
死
果
毅
/
陰
蕎
佼
身
郭
智
子

商
日
靖
丈
身
曹
感
達
/

牒
/
開
元
二
年
五
月

日
府
索
才
牒
/

こ
れ
に
よ
る
と
、
列
記
さ
れ
た
も
の
た
ち
は
、
規
定
で
は
「
来
月
」

H
六
月
の
番
と
し
て
、
達
匪

・
案
(塞
)
亭
・
胡
腕
泉
・
懸
泉
・
上
薩
拝
・

維
磨
・
拷
谷
の
各
燦
や
、
州
上
(
都
督
府
勤
務
〉

・
伎
身
な
ど
へ
配
置
が
決
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
ぞ
れ

「身
死

・
僑
固

・
浸
落

・
改
補
」

な
ど
の
理
由
が
あ
っ
て
上
番
で
き
な
い
た
め
、
代
人
を
出
し
て
ほ
し
い
と
願
い
出
た
も
の
で
あ

っ
た
。

そ
し
て
こ
の
な
か
に
前
の
白
仁
軌
の
名

が
み
え
た
。

な
ぜ
か
れ
が
こ
こ
で
あ
が
っ
た
か
と
い
う
と、

。
遭
憂
の
結
果
三
月
に
維
磨

(
成
〉
に
配
置
換
え
さ
れ
上
番
し
た
々
か
ら
で
あ
司

か
れ
は
も
と
も
と
二
月
の
番
で
あ

司
た
。
そ
れ
が
親
の
死
の
服
喪
の
た

め
に
三
月
の
番
に
愛
更
さ
れ
、

つ
い
で

た
。
こ
れ
は
何
を
物
語
る
か。

か
れ
ら
府
兵
は
「

O
月
番
」
と
い

う
月
皐
位
の
服
務
を
基
本
と
し
た
こ
と
の
確
認
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
衛
土
白
仁
軌
が
正
規
に
は
二
月
番
の
つ
ぎ
が
六
月
番
で
あ
っ
た
こ
と
、

六
月
の
番
と
な
る
と
開
隔
は
短
す
ぎ
る
か
ら
、
六
月
の
上
番
を
外
し
先
に
の
ば
す
、
と
い
う
事
情
が
そ
こ
に
看
取
さ
れ
よ
う。

こ
れ
ら
の
経
緯
の
な
か
か
ら
も
多
く
の
重
要
な
手
が
か
り
が
輿
え
ら
れ
る
。

と
す
る
な
ら
ば
、

一
つ
は
、
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そ
れ
は
閏
二
月
を
聞
に
挟
む
と
五
か
月
で
一
回
上
番
す
る
形

つ
ま
り
一
回
一
月
の
五
番
制
が
質
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
第
三

は
、
府
兵
と
し
て
燦
子
や
州
上
や
伎
身
に
つ
く
場
合
、
質
際
に
は
一
月
の
番
の
形
が
と
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
こ
と
で
あ
る
。
卒
時
燦
喉
へ
府
丘
ハ
が

(
臼
)

出
て
い
た
と
し
た
先
の
見
方
が
、
こ
こ
に
補
わ
れ
る
こ
と
も
加
え
て
お
き
た
い
。

西
州
の
府
兵
制
に
あ
っ
て
、
鎖
成
や
燈
喉
、
そ
の
他
州
上
や
伎
身
ま
で
を
ふ
く
め
府
兵
に
か
か
わ
る
役
務
は
、
基
本
的
に

一
月

を
単
位
と
し
た
と
認
め
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
五
番
制
と
い
う
黙
で
い
え
ば
、

と
も
あ
れ
、

嘗
地
の
一
回
(
一
番
)
の
兵
員
枠
が
や
や
多
め
に
見
積
も
っ

て
六

O
O人
ほ
ど
に
な
る
と
先
に
推
定
し
た
が
、
こ
れ
は
四
折
衝
府
の
合
計
三

O
O
O人
か
ら
み
れ
ば
、
ち
ょ
う
ど
五
番
と
い
う
計
算
に
な
る

(
臼
)

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
も
先
に
、
西
州
の
府
兵
が
州
内
で
上
番
す
る
場
合
、
五
百
里
の
範
圏
に
お
さ
ま
る
こ
と
を
押
さ
え
て
お
い
た
。
か
れ

ら
が
五
番
で
一
月
の
上
番
と
い
う
形
を
と
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
府
兵
の
上
番
規
定
に
お
け
る
五
百
内
の
あ
り
方
に
ほ
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。



し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
は
な
お
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。

ち
な
み
に
一
つ
の
事
例
を
、
伸
「
唐
西
州
高
昌
蘇
武
城
郷
張
玉
埴
雇
人
上
燦
契
」

「
雇
人
上
燦
」
に
み
ら
れ
た
一
五
日
の
件
で
あ
る
。

(
品
。
、
円
〉
宮
路
町
『
文
書
』
五
加
一
六
回
J
五
頁
・
『
園
文
』
武
二
五

四
頁
〉
で
み
て
み
よ
う
。

什

U
正
月
廿
八
日
、
武
城
郷
門
川

/
U
U銀
銭
入
文
、
雇
同
郷
人
解
知
徳
嘗
柳
中
口
円
ハ
/

ハ

U
査
次
拾
伍
日
、
其
銭
聞
日
交
相
園
口
/
薗
燦
上
有
遁
留
、
官
罪
、
査
仰
解
知
徳
/

首
、
張
玉
槌
悉
不
園
、
口
有
先
悔
者
、

口
口
埴
/
受
雇
人
口
園
徳
/
保
人 一

罰
/
武
入
不
悔
人
、
円

1
1
1〕
圏
鴛
記
、
/

銭
主

張
板
徳
/
知
見
人

張
仁
豊
/

ア
ス
タ
ー
ナ
三
二
六
墓
は
麹
氏
高
昌
期
か
ら
唐
支
配
初
期
に
か
け
て
の
墓
で
あ
る
。
そ
の
唐
初
期
、
高
昌
勝
武
城
郷
の
張
玉
埴
が
同
郷
人
の
解

知
傭
憶
を
雇
っ
て
、
柳
中
間
肺
の
燥
に
上
ら
せ
た
が
、
篠
件
は
銀
銭
入
文
で
「
査
次
拾
伍
日
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
他
の
雇
人
上
燥
契
も
、
銭

主
と
受
雇
人
が
同
郷
で
な
か
っ
た
り
、

一
五
日
を
二
次
(
一
皐
位
)
と
す
る
形
に
麗
わ
り
が
な
い
。

一
件
だ
け
趣
を
異
に
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
「
唐
額
慶
三
年
西
州
沼
教
準
雇
人
上
燥
契
」

(g吋
〉
宮
ωω
∞
『
文
書
』
五
加

一
四
二
頁
・
『
園
文
』
武
二
四
四
J
五
頁
〉
に
み
え
る
、
顛
慶
三
年
(
六
五
八
Y
一
一
月
二
日
、
交
河
府
の
衛
士
活
歓
進
が
同
じ
く
前
庭
府
の
衛
士
白

代
債
(
銀
銭
額
〉
が
遣
っ
た
り
は
す
る
が
、

-129ー

た
だ
そ
の
な
か
で

憲
歓
を
、
銀
銭
七
文
で
一
五
日
の
篠
件
で
雇
っ
て
上
燥
さ
せ
た
と
い
う
、
衛
士
同
士
で
の
や
り
取
り
で
あ
る
。
程
喜
一
森
氏
は
、
か
か
る
契
約
は

官
府
の
承
認
の
上
で
な
さ
れ
た
は
ず
で
、
並
行
し
て
納
責
も
あ
り
え
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
と
認
め
、
従
来
武
后
朝
か
ら
始
ま
る
と
考
え
ら

れ
た
雇
人
代
役
、
納
責
の
媛
大
が
、
じ
つ
は
そ
れ
よ
り
か
な
り
早
く
か
ら
進
行
し
て
い
た
例
誼
と
注
目
す
る
の
で
あ
る
(
程
喜
森
書
二
四
二
J
四

頁
〉
。
だ
が
こ
の
解
穣
に
も
納
得
で
き
な
い
貼
が
あ
る
。
何
よ
り
も
、
武
后
の
時
の
そ
れ
は
府
兵
制
の
下
降
期
崩
壊
期
に
現
れ
た
一
面
と
解
穫

さ
れ
て
き
た
の
に
、
西
州
の
場
合
は
ま
だ
有
数
に
機
能
し
て
い
る
段
階
で
の
委
で
あ
っ
た
。
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活
歓
進
な
る
も
の
は
か
な
り
の
財
力
を
有
す
る
衛
士
で
あ
り
、
前
庭
府
衛
士
で
高
利
貸
で
も
あ
っ
た
同
時
代
の
左
憧
惹
ハ
註
(
必
〉
)
と
な
ら

び
、
嘗
時
に
お
け
る
衛
土
の
祉
曾
的
地
位
の
高
さ
を
裏
づ
け
る
存
在
と
し
て
知
ら
れ
る
(
前
掲
註
(
日
〉
拙
稿
参
照
)
。
そ
の
た
め
、
金
の
力
で
兵
役
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を
避
け
た
と
も
と
れ
な
く
は
な
い
が
、

し
か
し
か
れ
の
相
手
と
は
同
じ
街
土
で
あ
っ
て
、

一
般
民
で
は
な
か

っ
た
。
府
兵
の
側
が
一
般
人
を
雇

っ
て
兵
の
代
わ
り
を
さ
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
府
兵
制
の
根
幹
に
か
か
わ
る
問
題
と
も
な
る
が
、
こ
れ
は
そ
う
で
な
か
っ
た
。
ま
た
封

象
の
職
務
は
峰
子
で
あ
っ
て
、
中
心
を
な
す
銀
成
で
は
み
ら
れ
な
い
。
あ
く
ま
で
も
府
兵
制
の
枠
内
で
の
や
り
取
り
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の

契
約
に
み
ら
れ
た
あ
り
方
は
、
む
し
ろ
現
肢
に
聞
し
柔
軟
に
運
用
さ
れ
た
側
面
を
垣
間
見
せ
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
府
兵
制
は
本
来
、
か

か
る
現
質
的
で
柔
軟
な
一
面
を
も
つ
こ
と
で
存
立
を
可
能
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

現
質
的
で
柔
軟
な
運
用
と
い
う
貼
で
い
え
ば
、

じ
つ
は
沼
歓
進
に
は
伎
身
銭
に
よ
る
代
納
、

い
わ
ば
納
責
的
形
態
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
一
つ
を
示
し
て
み
よ
う
。

沼
歓
進
迭
右
果
毅
三
月
一
日
伎
身
銭
円
什
/
口
岡
一三
年
五
月
廿
三
旦
胆
画
一圃

/

(
帥
「
唐
龍
朔
三
年
西
州
沼
歌
進
等
迭
右
果
毅
伎
身
銭
抄
」
由
。
吋
〉
宮
ωω
∞
「
文
書
』
五
加
一
四
三
頁
・
『
園
文
』
武
二
四
五
頁
)

130ー

こ
れ
で
は
針
債
が
わ
か
ら
な
い
が
、
つ
ぎ
の
断
片
に
は
そ
れ
が
み
え
る
。

-
U年
五
円
川
/
ハ

U
歎
進
迭
左
果
毅
門
川
/
ハ

U
拾
五
日
査
文
、
其
門
川
/

(
帥
「
唐
西
州
高
昌
照
沼
歓
進
迭
左
果
毅
伎
身
銭
抄
」

g
吋
〉
冨
ωω
吋
『
文
書
』
五
加
一
一

O
頁
・
『
園
文
』
武
二
二
五
頁
)

こ
れ
に
よ
る
と
伎
身
銭
は
一
五
日
で
銭
(
お
そ
ら
く
銀
銭
)

「
萱
文
」
と
解
さ
れ
る
。

一
文
と
は
雇
人
上
燥
に
も
例
は
な
く
、
筆
寓
の
誤
り
と
も

考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
が

し
か
し
前
の
文
書
で
も
、
三
月
一
日
か
ら
半
月
分
の
封
債
が
事
前
で
は
な
く
二
か
月
も
事
後
に
出
さ
れ
る

と
い
う
お
か
し
な
閲
係
に
あ
っ
て

(

臼

〉

能
性
も
あ
る
が
、

一
文
も
に
わ
か
に
誤
り
と
は
断
定
し
に
く
い
立
場
に
置
か
れ
る
。
確
か
に
仕
身
に
は
納
責
の
あ
り
え
た
可

(

日

〉

一
方
に

「
役
し
て
課
を
牧
め
ず
」
と
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
し
て
納
責
は
府
兵
制
の
本
質
に
か
か
わ
る
性
格

を
有
し
て
い
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、

府
兵
制
に
風
穴
を
空
け
る
で
あ
ろ
う
納
責
(
納
課
)
と
し
て
の
伎
身
銭
は
、

制
度
が
有
数
に
機
能
し
て
い

る
段
階
で
は
意
味
を
有
し
た
と
は
到
底
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。
右
の
雨
断
片
が
物
語
る
の
は
、
佼
身
銭
は
や
む
を
え
ず
と
っ
て
も
、

そ
れ
を

正
蛍
な
代
役
銭
と
認
め
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
現
貫
の
反
映
で
は
な
か
?
た
か
。
こ
こ
で
は
し
た
が
っ
て
、
伎
身
銭
に
は
積
極
的
な
意
義
と
位



置
を
輿
与
え
る
徐
地
は
な
い
の
で
あ
る
。

位
身
の
服
役
が
一
五
日
を
単
位
と
す
る
こ
と
は
、
右
の
断
片
で
み
ら
れ
た
が
、
他
に
前
掃
の

ω文
書
(
大
谷
三

O
三
O
)
に
お
い
て
、

「
五
人

填
折
衝
九
月
十
六
日
伎
身
円
」

「
四
人
填
右
果
毅
九
月
十
六
日
伎
円
」
と
、
月
の
後
牢
十
六
日
に
始
ま
る
形
か
ら
も
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。
燦

子
も
府
兵
・
農
民
と
も
に
十
五
日
を
一
車
位
(
一
次
)
と
し
て
い
た
。
一
月
を
基
準
と
す
る
上
番
・
服
役
の
内
部
が

府
兵
に
つ
い
て
い
え
ば
、

あ
る
。

さ
ら
に
牢
分
に
割
れ
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
府
兵
制
の
本
質
や
運
用
、
あ
る
い
は
府
兵
兵
士
の
立
場
と
も
関
連
す
る
輿
味
ぶ
か
い
事
寅
で

一
五
日
一
単
位
の
前
提
に
は
一
月
(
一
一
一
O
日
〉
を
牢
分
割
す
る
と
の
護
想
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。

そ
れ
を
重
ね
て

O
月
番
と

し
た
り
、
他
の
役
務
と
組
み
合
わ
せ
た
り
、
柔
軟
な
封
躍
が
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

嘗
時
農
民
に
課
せ
ら
れ
た
る
租
税
た
る
租
庸
調

(
白
山
〉

は
、
租
が
一
五
日
、
庸
(
歳
役
〉
が
二

O
目
、
調
が
一
五
日
と
し
て
、
力
役
一
本
で
換
算
で
き
る
こ
と
が
通
説
化
し
て
い
る
。

た
だ
も
う
一
つ
注
意
し
た
い
の
は
、

一
般
農
民
と
の
関
係
で
あ
る
。

知
ら
れ
る
よ
う
に
、

一
方
燦
子
は
、
府

-131ー

兵
兵
士
の
側
か
ら
も
、

一
般
農
民
の
側
か
ら
も
か
か
わ
る
役
で
あ
っ
た
。
園
軍
の
兵
た
る
府
兵
の
つ
く
役
で
あ
れ
ば
、
燥
子
は
雑
径
で
は
あ
り

え
ず
、
嘗
然
一
般
民
か
ら
の
そ
れ
も
雑
徳
に
な
り
え
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
右
の
一
五
日
一
単
位
は
租
な
い
し
調
と
同
等
で

あ
っ
た
と
の
見
方
に
酷
附
着
す
る
だ
ろ
う
。
租
と
調
の
ど
ち
ら
が
そ
れ
に
相
蛍
す
る
か
は
今
は
明
言
で
き
な
い
が
、
か
か
る
一
五
日
の
由
来
が
正

規
の
租
税
燈
系
に
あ
っ
た
こ
と
は
意
識
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
程
喜
一
森
氏
の
燦
子
を
色
役
と
み
た
理
解
は
、
さ
ら
に
こ
こ
ま
で
護
展
さ

せ
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

....... 
J、
お
わ
り
に
1
1
1
西
州
府
兵
の
位
置
づ
け
の
た
め
に

そ
れ
を
西
州
吐
魯
番
の
場
で
具
瞳
的
に
考
察
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
指
し

ま
ず
先
行
す
る
唐
長
濡
氏
の
研
究
の
整
理
を
行
っ
た
つ
面
〉
。
そ
の
う
え
で
、
西
州
府
兵

制
を
め
ぐ
る
年
代
的
、
地
理
的
、
戸
口
的
な
環
-
境
や
篠
件
に
つ
い
て
整
理
し
合
一
節
)
、

唐
代
府
兵
制
下
の
府
兵
が
い
か
な
る
存
在
様
態
を
と
司
た
の
か
、

た
課
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
課
題
に
近
づ
く
た
め
に
、
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つ
い
で
戸
口
統
計
や
郷
戸
口
帳
な
ど
の
出
土
資
料
を
重
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ね
て
、

府
丘
ハ
の
総
数
や
各
折
衝
府
の
兵
員
数
(
ラ
ン
タ
)
と
設
置
時
期
に
つ
い
て
検
討
し
た
(
四
節
)
。

こ
う
し
た
大
枠
を
押
さ
え
る
作
業
の
の

ち
に
手
が
け
た
の
が
、
府
兵
の
本
務
を
な
す
負
携
の
問
題
で
あ
ア
た
。
西
州
の
府
丘
ハ
に
負
わ
さ
れ
た
責
務
は
、
遠
鎮
の
確
保
や
戦
争
の
た
め
の

西
州
外
へ
の
出
動
の
ほ
か
、
州
内
の
銀
成
や
燦
喉
に
上
番
し
て
防
衛
・
警
戒
に
あ
た
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
わ
け
て
も
銀
成
や
燦
核
へ
の
上
番
こ

そ
は
、

か
れ
ら
に
と
っ
て
も
っ
と
も
大
き
な
部
分
を
占
め
た
も
の
と
認
め
ら
れ
、

そ
の
貿
態
と
本
質
に
つ
い
て
と
く
に
分
析
を
お
こ
な
っ
た
の

で
あ
っ
た
(
五
節
〉
。

西
陸
西
州
の
地
に
お
け
る
銀
成
・
蜂
喉
勤
務
と
い
え
ば
、
首
然
意
識
さ
れ
る
の
が
府
兵
と
し
て
長
期
に
わ
た

っ
て
進
境
防
衛
に
か
か
わ
る
と

い
う
防
人
や
峰
子
と
の
関
係
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
ら
は
、

唐
令
(
軍
防
令
)
や
燦
式
な
ど
に
一
部
制
度
的
規
定
が
う
か
が
わ
れ
る
だ
け
で
、

じ

つ
は
そ
れ
以
上
具
瞳
的
に
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。
吐
魯
番
文
書
は
そ
の
た
め
の
貴
重
な
材
料
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
り
、

そ
こ
か
ら
西
州
府

丘
ハ
を
一
年
の
銀
成
防
人
と
み
な
す
見
方
が
唐
長
荷
氏
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
。

か
れ
ら
は
中
原
か
ら
涯
遣
さ
れ
た
防
人
と
は
ち
が
う
現
地
兵
で
あ

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一方、

燦
式
の
い
う
二
年
の
燦
子
と
い
う
規
定
を
そ
の
ま
ま
吐
魯
番
に
適
用
し
よ
う
と
し
た
の
が
、

程
喜
森
氏
で
あ
司

-132ー

る
、
し
か
し
唐
の
遁
境
防
衛
が
課
せ
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
、
こ
の
南
方
を
折
衷
し
た
防
人
的
現
地
兵
と
い
う
考
え
方
が
唐
設
の
背
景
に
は
あ
る

た
。
氏
の
考
え
方
に
も
、
西
州
で
あ
る
以
上
長
期
に
わ
た
る
兵
役
の
形
は
嘗
然
と
み
る
護
想
が
か
た
く
染
み
つ
い
て
い
る
。

一
年
の
鎮
成
防
人
と
二
年
の
燦
子
と
が
一
人
の
府
兵
の
上
で
ど
う
関
係
す
る
の
か
、
た
だ
ち
に
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
同
時

そ
う
な
る
と
、

に
吐
魯
番
文
書
を
つ
う
じ
て
も
、

い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
長
期
勤
務
の
形
態
は
ど
こ
に
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
贋
く
み
ら
れ
た
の
は
、

「
O
月
番
」
と
い
っ
た
一
月
〈
一
一
一

O
日
〉
皐
位
の
上
番
の
委
で
あ
っ
た
。

ま
た
燦
子
や
位
身
の
一
五
日
を
一
衣
(
一
単
位
)
と
す
る
形
で
、
こ
れ

も
二
度
重
ね
れ
ば
月
単
位
に
な
ら
ぶ
も
の
で
あ

っ
た。

し
か
も
詰
め
て
い
く
と
、
こ
の
一
月
を
五
番
で
ま
わ
し
て
い
る
貫
態
も
看
取
さ
れ
た
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、

一
番
で
の
必
要
人
数
と
想
定
さ
れ
た
六

O
O人
と
四
軍
府
総
数
三
千
人
と
の
相
聞
か
ら
も
、
間
接
的
に
確
認
さ
れ

た

本
稿
で
は
原
則
と
し
て
、

西
州
府
丘
ハ
の
勤
務
に
「
上
番
」
な
い
し
「
番
上
」
の
語
を
使
わ
な
か
っ
た
。

府
兵
(
衛
士
〉
の
都
に
勤
務
に
上
る



こ
と
を
第
一
義
的
に
指
す
と
の
固
定
観
念
に
抵
燭
し
、
誤
解
さ
れ
る
こ
と
を
お
そ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
私
は
、
前
稿
で
問
題
に
し
た
よ

う
に
、

「上
番
」
の
封
象
が
都
だ
け
で
な
く
地
方
の
都
督
府
な
ど
も
含
め
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
こ
と
で
上
番
規
定
に
現
れ
る
不

不
整
合
が
克
服
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
西
州
府
兵
の
現
買
の
あ
り
方
こ
そ
は
、
上
番
規
定
に
お
け
る
五

O
O皇
内
で
一
番
三

O
日
の
五

番
と
い
う
基
本
形
に
合
致
し
、
私
の
解
揮
す
る
と
こ
ろ
を
補
強
し
て
く
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
唐
代
西
州
の
府
兵
制
が
、
け
っ
し
て
特

殊
な
運
用
や
賓
態
の
う
え
に
成
立
し
た
の
で
は
な
く
、
府
兵
制
本
韓
と
閉
じ
地
卒
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
本
質
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
。
西
州
的
な
特
長
と
は
、
そ
れ
は
府
兵
制
そ
の
も
の
の
多
様
な
一
面
と
し
て
理
解
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

こ
う
し
て
押
さ
え
た
う
え
で
、
で
は
、
西
州
府
兵
の
日
常
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
様
相
や
祉
曾
的
な
位
置
は
ど
う
み
た
ら
よ
い
の
か
。
じ
つ
は

本
稿
で
目
指
し
た
課
題
の
一
つ
は
こ
こ
に
あ
っ
た
。
し
か
し
前
提
部
分
に
紙
幅
を
多
く
費
や
し
た
こ
と
も
あ
り
、
十
分
そ
こ
に
ふ
み
こ
め
な
か

合
理
、

た
だ
最
後
に
附
言
し
て
お
き
た
い
の
は
、
全
瞳
の
考
察
を
つ
う
じ
て
、
府
兵
に
な
っ
た
も
の

と
一

般
農
民
と
の
聞
に
は
や
は
り
越
え
が
た
い
一
線
が
あ
り
、
府
兵
の
側
、
が
優
位
に
た
っ
て
い
た
と
の
印
象
を
つ
よ
く
し
た
こ
と
で
あ
る
。
何

っ
た
。
稿
を
改
め
て
と
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
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よ
り
も
、
少
な
く
と
も
武
周
期
ま
で
制
度
が
健
全
さ
を
保
ち
、
有
数
に
機
能
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
府
兵
に
苛
酷
な
負
携
を
強
い
、
低
く
扱

う
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
も
っ
と
逃
亡
が
増
え
、
早
く
に
制
度
は
自
壌
に
む
か
つ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
非
漢
人
た
る
原
住
民
や
唐
に
潰

さ
れ
た
高
昌
系
の
人
物
も
多
く
取
り
こ
み
な
が
ら
、
か
れ
ら
か
ら
の
反
唐
に
つ
な
が
る
気
配
も
う
か
が
え
な
い
。
府
兵
制
は
む
し
ろ
か
れ
ら
を

唐
側
に
一
瞳
化
さ
せ
る
う
え
で
、
重
要
な
紳
の
役
割
合
」
携
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
結
局
こ
の
よ
う
に
内
部
か
ら
制
度
を
つ
き
崩
す
動
き
は
顛
在

化
し
て
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
府
兵
制
本
瞳
を
考
え
る
と
き
、
そ
れ
が
本
来
も
っ
た
は
ず
の
健
全
さ
や
積
極
的
役
割
に
も
っ
と
目
を
む
け
て
よ

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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註(
1
〉
拙
稿

「唐
代
府
兵
制
に
お
け
る
府
兵
の
位
置
|

|
中
園
中
世
的
兵
士

の
一
形
態
と
し
て
」
(
『
中
圏
中
世
史
研
究
績
編
』
京
都
大
暴
風
千
術
出

版
倉
、
一
九
九
五
年
)
。

(
2
〉
菊
池
英
夫

「
西
域
出
土
文
書
を
遁
じ
て
み
た
る
唐
玄
宗
時
代
に
お
け
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る
府
兵
制
の
運
用
」
上
・
下
(
『
東
洋
製
報
』
五
二

l
三
・
一
九
六
九

年
、
同
五
ニ

l
四
・
一
九
七

O
年〉。

(

3

)

小
笠
原
宣
秀
・
西
村
元
佑
「
唐
代
役
制
閥
係
文
書
考
」
(
西
域
文
化

研
究
舎
編
『
西
域
文
化
研
究
第
三
敦
燈
吐
魯
番
枇
曾
経
済
資
料

(
下
)
』
法
磁
館
、
一
九
六

O
年)。

(

4

)

日
比
野
丈
夫
「
唐
代
務
昌
府
文
書
の
研
究
L

(

『
東
方
皐
報
』
京
都
三

三、

一
九
六
三
年
)
お
よ
び
同
「
新
獲
の
唐
代
蒲
昌
府
文
書
に
つ
い

て
」
(
『
東
方
筆
報
』
京
都
四
五
、
一
九
七
三
年
)
。

〈
5
〉
の
ち
に
同
じ
蒲
畠
府
文
書
の
一
部
が
、
中
園
の
遼
寧
省
槍
案
館
に
六

結
所
蔵
さ
れ
る
こ
と
が
、
地
問
新
江
「
遼
寧
省
槌
案
館
所
磁
唐
蒲
昌
府
文

書
」
(
『
中
園
敦
煙
吐
魯
番
拳
曾
研
究
通
訊
』
一
九
八
五
|
四
、
一
九

八
五
年
)
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

〈
6
)

新
璃
祉
舎
科
皐
院
考
古
研
究
所
編
『
新
彊
考
古
三
十
年
』
(
新
混
入

民
出
版
社
、
一
九
八
三
年
)
の
萱
「
考
古
調
査
輿
愛
掘
」
の
三
の
(
一
)

「
吐
魯
番
豚
阿
斯
塔
那
|
|
恰
並
和
卓
古
墓
群
」
所
載
関
係
文
献
、
お

よ
び
中
園
杜
曾
科
翠
院
考
古
研
究
所
縞
『
新
中
図
的
考
古
渡
現
和
研

究
』
(
文
物
出
版
社
、
一
九
八
四
年
)
六
一
八
頁
を
参
考
に
し
て
把
鍾

し
た
数
値
で
あ
る。

(
7
〉

な
お
吐
魯
番
文
書
に
は
、
一
九
七
五
年
以
後
に
新
設
見
さ
れ
た
り
、

そ
れ
以
前
に
出
て
い
て
漏
れ
た
も
の
が
八
二
黙
あ
り
、
柳
洪
亮
著
『
新

出
吐
魯
番
文
書
及
其
研
究
』
(
新
彊
出
版
社
)
と
し
て
近
く
公
刊
さ
れ

る
と
の
こ
と
で
あ
る
〈
程
喜
怨

「
吐
魯
番
出
土
文
書
輿
歴
史
研
究
」
、

『
明
大
ア
ジ
ア
史
論
集
』
二
、
一
九
九
八
年
三
月
刊
行
預
定
、
参
照
)
。

(

8

)

侯
燦
「
解
放
後
新
出
吐
魯
番
墓
誌
録
」
(
『
敦
埋
吐
魯
番
文
献
研
究
論

集
』
五
、
北
京
大
皐
出
版
社
、
一
九
九

O
年〉。

(

9

)

気
賀
津
保
規
編
『
唐
代
墓
誌
所
在
総
合
目
録
』

九
七
年
〉
参
照
。

(
M
N

〉

閥
尾
史
郎
「
吐
魯
番
出
土
漢
文
墓
志
索
引
稿
」

I
-
H
-
E
Q
吐

魯
番
出
土
文
物
研
究
舎
品
目
報
』

八
六

・
八
七
・
八
八、

一
九
九
三
年
)
。

(
日
〉
奥
震
「
唐
開
元
三
年
《
西
州
営
名
笈
》
初
探
」
(
『
文
物
』
一
九
七
三

-
一

O
)、
菊
池
英
夫
「
新
出
吐
魯
番
唐
代
軍
制
関
係
文
書
試
穆
||

「
開
元
三
年
四
月
西
州
省
諸
隊
火
別
請
受
馬
料
帳
」
に
つ
い
て
」
(
『
北

海
道
大
摩
文
闘
争
部
紀
要
』
二
七
|
一
、
一
九
七
九
年
)
、
朱
雷
「
唐
関

元
二
年
西
州
府
兵
|
|
ク
西
州
営
。
赴
隅
西
禦
吐
蕃
始
末
」
(
『
敦
爆
皐

輯
刊
』
一
九
八
五
|
一
一
)
参
照
。

(
ロ
)
ち
な
み
に
、
新
出
吐
魯
番
文
書
研
究
の
先
頭
に
た
っ
た
武
漢
大
皐
の

『
敦
爆
止
魯
番
文
書
初
採
』
(
武
漢
大
祭
出
版
社
)
の
初
編
(
一
九
八

三
年
)
に
は
、
程
喜
森
「
従
吐
魯
番
出
土
文
書
中
所
見
的
唐
代
燦
燦
制

度
之
ご
、
唐
長
調
「
唐
西
州
差
丘
(
文
書
紋
」
、
湯
徳
嫡
「
閥
於
唐
代
針

患
病
兵
士
的
廃
理
輿
程
糧
等
問
題
的
初
歩
一探
索
」
が
あ
り
、
二
編
(
一

九
九

O
年
〉
に
は
、
唐
長
蒲
「
吐
魯
番
文
書
中
所
見
的
西
州
府
丘
(
」
、

同
「
唐
先
天
二
年
(
七
二
ニ
)
西
州
軍
事
文
書
抜
」
、
孫
縫
民
「
吐
魯

番
文
書
所
見
唐
代
府
丘
(
袋
備
」
、
同
「
駿
《
唐
垂
鉄
四
年
(
公
元
六
八

八
〉
除
佐
張
玄
泰
牒
篤
通
嘗
除
隊
陪
事
》」
、
貧
恵
賢
「
唐
代
前
期
佼
身

制
的
考
察
」
、
と
い
う
多
く
の
府
兵
制
に
関
係
す
る
成
果
が
の
る
。
こ

こ
か
ら
後
日
、
程
喜
諜
『
漢
唐
鋒
擬
制
度
研
究
』
(
聯
経
出
版
事
業
公

司
、
一
九
九
一
年
)
、
孫
蝿
植
民
『
唐
代
行
軍
制
度
研
究
』
(
文
津
出
版

社
、
一
九
九
五
年
〉
と
い
う
大
著
が
出
る
こ
と
に
な
る
。

(
日
)
拙
稿
「
唐
代
西
州
(
吐
魯
番
〉
に
お
け
る
府
兵
の
位
置
に
つ
い
て
」

ハ
谷
川
道
雄
編
『
中
園
遺
境
枇
曾
の
歴
史
的
研
究
(
科
研
組
合
研
究
〉
」

(
波
古
書
院
、

九
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一
九
八
九
年
)
、
白
須
浄
員
「
唐
代
の
折
衡
府
の
等
級
と
西
州
の
折
衡

府
の
等
級
に
関
す
る
受
書
編
纂
資
料
と
出
土
文
書
の
相
互
補
完
を
求

め
て
」

ωωω(『
吐
魯
番
出
土
文
物
研
究
曾
曾
報
』
六
七
・
六
八
・

六
九
、
一
九
九
一
年
)
。

(

U

)

唐
長
諸
氏
の
蛍
論
文
に
お
け
る
文
書
引
用
に
は
や
や
粗
さ
が
み
ら
れ

る
。
こ
の
黙
籍
援
で
も
、
総
人
口
E
二四口口白↓↓三一ニ三一=三三一三一二一百口、課了二六

人
↓
三

O
人
、
衛
士
二
ハ
人
↓
一
七
人
、
兼
丁
戸
二
戸
↓
四
戸
な
ど
獲

更
が
求
め
ら
れ
る
。
池
田
温
「
神
龍
三
年
高
田
田
勝
崇
化
郷
黙
籍
様
に
つ

い
て
」
(
『
栗
原
盆
男
先
生
古
稀
記
念
論
集
中
園
古
代
の
法
と
祉
曾
』

汲
古
書
院
、
一
九
八
八
年
〉
参
照
。

(
お
〉
『
唐
六
典
』
巻
五
、
兵
部
向
書
郎
中
の
傑

若
父
兄
子
弟
、
不
併
遺
之
、
若
祖
父
母
・
父
母
老
疾
、
無
策
丁
、

菟
征
行
及
番
上
、

(
時
〉
『
故
唐
律
疏
議
』
袋
一
六
の
「
諸
銀
成
感
遺
番
代
、
而
晴
雄
限
不
遺
者

:
:
」
の
篠

疏
議
日
、
依
軍
防
令
、
防
人
番
代
、
皆
十
月
一
日
交
代
、

〈
げ
)
西
州
陥
落
の
年
貌
を
明
示
す
る
の
は
、
『
元
和
郡
田
腕
園
士
山
』
巻
四

0
・
西
州
の
僚
に
、

貞
元
七
年
没
於
西
審
、

と
あ
る
だ
け
で
あ
り
、
蛍
年
表
で
は
こ
れ
に
し
た
が
っ
た
。
そ
の
年
代

を
め
ぐ
っ
て
は
議
論
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
深
入
り
し
な

い
。
白
須
浄
員
「
ア
ス
タ
ー
ナ
・
カ
ラ
ホ
l
ジ
ャ
古
墳
群
の
墳
墓
と
墓

表
・
墓
誌
と
そ
の
編
年

Il--一
世
紀
か
ら
八
世
紀
に
亙
る
被
葬
者
層
の

努
蓮
を
か
ね
て
|
|
」
(
一
)
(
『
東
洋
史
苑
』
一
一
一
四
・
三
五
合
併
鋭
、

一
九
九

O
年
〉
の
註
⑥
参
照
。

(
国
〉
嘗
文
書

一
行
目
末
尾
の
玖
の
後
の
文
字
を
め
ぐ
っ
て
、
孫
縫
民
氏

は
、
一

O
人
ご
と
に
幕
一
口
を
造

っ
た
の
ち
に
く
る
徐
り
の
玖
人
と
解

し
、
か
れ
ら
に
は
他
の
負
捻
が
あ
っ
た
も
の
と
推
定
す
る
(
前
掲
註

(
ロ
〉
「
吐
魯
番
文
書
所
見
唐
代
府
兵
装
備
」
一
一
一
一
七
J
八
頁
)
。
他
方

王
永
奥
氏
は
、
人
を
分
、
つ
ま
り
一
一
口
九
分
と
解
す
る
(
『
唐
代
前

期
西
北
軍
事
研
究
』
中
園
社
曾
科
闘
争
出
版
社
、
一
九
九
四
年
、
三
七

0

1
一
頁
)
。
こ
う
分
か
れ
る
背
景
に
は
、
孫
氏
が
「
却
納
」
を
代
金
の

交
納
と
し
て
、
造
幕
は
府
兵
の
出
資
に
よ
る
と
理
解
す
る
の
に
た
い

し
、
玉
氏
が
火
幕
は
本
来
諸
豚
か
ら
提
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ

の
と
き
危
急
の
た
め
急
遜
固
に
下
し
て
幕
を
造
ら
せ
た
結
果
で
あ
る
、

と
し
た
認
識
の
濯
い
が
あ
る
と
み
て
よ
い
。
王
氏
の
か
か
る
認
識
を
さ

ら
に
明
確
に
お
し
進
め
た
の
が
、
李
綿
繍
氏
で
あ
る
(
『
唐
代
財
政
史

稿
』
上
谷
第
三
分
加
、
北
京
大
拳
出
版
社
、
一
九
九
五
年
、
一
二

O
一一一

J
五
頁
〉
。
氏
は
首
文
書
か
ら
、
西
州
の
公
癖
利
銭
の
牧
入
で
原
料
の

用
意
か
ら
造
幕
ま
で
な
さ
れ
た
原
則
を
看
取
し
、
こ
う
し
た
駄
を
ふ
ま

え
て
、
従
来
府
兵
本
人
や
火
な
ど
の
負
播
と
み
な
さ
れ
た
軍
器
類
や
兵

糧
な
ど
の
ほ
と
ん
ど
が
、
じ
つ
は
州
燃
や
折
衝
府
の
公
癖
銭
や
備
蓄
か

ら
く
る
公
の
負
揚
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
言
す
る
。
こ
の
見
方
は
筆
者
が

前
橋
〈
前
掲
註
(
1
〉
論
文
〉
で
想
定
し
た
も
の
と
基
本
的
に
一
致
し
、

本
稿
で
の
解
穆
も
こ
の
方
向
で
行
う
。
た
だ
と
な
る
と
、
府
兵
の
地
位

が
農
民
よ
り
は
る
か
に
高
く
な
り
、
こ
こ
か
ら
兵
民
分
離
の
原
則
が
意

識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
氏
は
一
方
で
兵
民
一
致
と
い

う
従
来
の
立
場
を
踏
襲
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
の
黙
で
氏
の
見

方
は
論
理
貧
際
の
爾
面
で
矛
盾
を
内
包
す
る
の
で
は
な
い
か
。
李
綿
繍

氏
の
成
果
を
め
ぐ
っ
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。
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な
お
、
嘗
文
書
中
の
張
父
は
正
し
く
は
張
父
師
に
な
る
(
こ
の
文
書

の
前
の
「
武
周
天
山
府
下
張
父
師
闘
帖
潟
勘
問
右
果
毅
関
職
地
子
事
」

『
文
書
』
九
崩
四
頁
参
照
〉
。
ま
た
蛍
文
書
で
も
、
唐
長
諸
氏
に
緯
文

の
開
違
い
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
内
容
の
誤
解
が
認
め
ら
れ
る
。
と
く

に
末
行
で
コ
ニ
園
」
の
上
の
「
下
」
、
下
の
「
速
」
が
脱
け
て
い
た
。

(
四
)
火
幕
は
、
『
新
唐
書
』
巻
五

0
・
兵
志
に
、
「
凡
そ
火
ご
と
に
烏
布

幕
・
銭
馬
孟
:
:・を
具
え
る
」
と
あ
る
烏
布
幕
に
相
賞
す
る
の
で
は
な

L
，刀

(
初
〉
『
奮
唐
書
』
巻
一
九
八
、
高
昌
俸

時
太
宗
欲
以
高
昌
魚
州
燃
、
特
進
貌
徴
諌
日
、
・
:
今
若
利
其
土

盟
、
以
但
同
州
腕
刷
、
常
須
千
徐
人
鎮
守
、
数
年
一
易
、
毎
及
交
番
、

死
者
十
有
三
四
、
・
:
:
太
宗
不
従
、
克
以
其
置
地
西
州
、
叉
置
安

西
都
議
府
、
留
丘
(
以
銀
之
、

な
お
こ
の
黙
に
つ
い
て
、
伊
瀬
仙
太
郎
著
『
中
圏
西
域
経
管
史
研
究
』

(
巌
南
堂
書
底
、
一
九
五
五
年
)
一
八
一

J
五
頁
参
照
。

(
幻
〉
漬
口
重
園

「府
兵
制
度
よ
り
新
兵
制
へ
」
〈
『
史
皐
雑
誌
』
四
一

|

一
一
・
一
二
、
一
九
三

O
年
。
の
ち
『
秦
漢
陪
唐
史
の
研
究
』
上
袋
、

一
九
六
六
年
に
枚
載
)
の
第
二
章
第
二
節
の
第

一
「
圏
結
兵
の
出
現
」

参
照
。
な
お
『
唐
六
血
ハ
』
巻
二
五
の
諸
術
折
衝
都
尉
府
・
『
遁
典
』
巻

二
九
(
職
官
一
一
〉
の
折
衝
府
の
各
僚
に
よ
る
と
、
霊
扶
中
に

「
衛
士

以
三
百
入
信
用
一
鴎
」
と
各
折
衝
府
の
圏
の
定
員
が
二
百
か
ら
三
百
に
増

員
さ
れ
た
と
あ
り
、
骨
田

ω文
書
の
内
容
も
そ
れ
に
連
動
す
る
可
能
性
を

の
こ
す
。
た
だ
菊
池
英
夫
氏
は
、
増
員
は
三
百
と
い
う
数
字
面
に
整
合

さ
を
飲
き
、
武
后
に
よ
る
東
都
洛
陽
の
兵
力
増
強
の
た
め
の
特
例
的
措

置
と
み
る
べ
き
と
す
る
(
「
西
域
出
土
文
書
に
見
え
た
る
唐
代
軍
制
閥

係
用
語
と
し
て
の

「
圏
」
に

つ
い
て
(
そ
の
一
)
」
『
堀
敏

一
先
生
古
稀

記
念
中
園
古
代
の
圏
家
と
民
衆
』
汲
古
書
院
、

一
九
九
五
年
)
。

(
幻
〉
張
蹟
遼
「
唐
滅
吉
岡
昌
園
後
的
西
州
形
勢
」
(
『
東
洋
文
化
』
六
八
、
一

九
八
八
年
三

(
幻
)
前
掲
註
(
ロ
〉
の
程
喜
謀
者
『
漢
唐
蜂
緩
制
度
研
究
』
の
巻
末
附
録
一

の

「
唐
伊
西
庭
三
州
銀
成
表
」

「同
燦
鋪
表
」
も
参
考
に
し
た
。

(
担
)
前
掲
註
(
4
〉
の
日
比
野
前
論
文
の
三
一

O
頁
、
参
照
。

(
お
〉
四
梓
文
・
解
説
と
し
て
、
羅
振
玉
「
西
州
国
経
」
(
『
鳴
沙
石
室
侠

書
』
〉
・
「
西
州
志
残
巻
」
(
『
敦
建
石
室
遺
書
』
〉
、
松
田
嵩
男
著
『
古
代

天
山
の
歴
史
地
理
準
的
研
究
』
(
早
稲
田
大
皐
出
版
部
、

一
九
五
六

年
)
の
八

0
1ニ
頁
、
お
よ
び
程
喜
一森
「
麿

《
西
州
園
経
》
残
各
道
路

考
」
(
前
掲
註
(
ロ
)
『
敦
煙
吐
魯
番
文
書
初
探
』
二
編
〉
参
照
。
な
お

本
稿
で
は
、
基
本
的
に
程
氏
の
縛
文
・
考
察
に
よ
っ
た
部
分
が
大
き

(
お
〉
地
図
と
し
て
は
、
資
文
弼
者
『
吐
魯
番
考
古
記
』
(
中
園
科
皐
院
、

一
九
五
四
年
)
所
載
地
図
や
前
掲
註
ハ
お
)
の
松
図
書
を
末
地
図
、
前
掲

註
(
4
〉
日
比
野
前
論
文
所
載
地
図
、
お
よ
び
巌
耕
室
撰
『
唐
代
交
通
園

考
』
(
二
)
(
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、
一
九
八
五
年
)
の
園
九

な
ど
を
参
考
に
し
た
。

(
幻
〉
羅
護
と
赤
亭
と
蒲
自
国
府
と
の
位
置
・
距
離
関
係
な
ど
に
な
お
確
定
し

が
た
い
燃
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
後
日
検
討
し
た
い
。
こ
れ
ら
の

距
離
関
係
は
前
掲
註
(
幻
)
書
の
二
一
四
頁
に
嘗
面
し
た
が
う
。

(
叩

C

荒
川
正
晴
「
麹
氏
古
同
昌
園
に
お
け
る
郡
豚
制
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て

|
|
主
と
し
て
ト
ゥ

ル
フ
ァ
ン
出
土
資
料
に
よ
る
|
|
」
(
『
史
皐
雑

誌
』
九
五
|
三
、
一
九
八
六
年
〉
参
照
。
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ハ
却
〉
唐
長
官
加
「
唐
西
州
諸
郷
戸
口
一
帳
試
稗
」
(
前
掲
註
ハ
ロ
)
『
敦
燈
吐
魯

番
文
書
初
探
』
初
編
)
二

O
三
J
四
頁
お
よ
び
同
註
⑤
。

(
初
〉
『
通
典
』
の
場
合
で
戸
数
の
貞
観
と
開
元
の
封
比
を
し
て
も
、
増
加

率
が
二
ニ
九
・
一
%
と
ほ
ぼ
同
じ
数
値
が
出
て
く
る
。

(
泊
)
『
唐
令
拾
遺
』
戸
令
の
二
二
僚
・
二
三
篠

諸
三
年
一
造
戸
籍
、
起
正
月
畢
一
一
一
月
、
:
:
:

諸
天
下
人
戸
、
量
其
資
産
、
定
震
九
等
、
毎
三
年
懸
司
注
定
、
州

司
稜
之
、
然
後
注
籍
而
申
之
子
省
、
毎
定
戸
以
中
年
〈
子
卯
午

酉
)
、
造
籍
以
季
年
(
丑
辰
未
成
〉
、

(

m

出
)
文
書

ω(資
料
A
〉
一
行
自
の
替
の
戸
数
を
「
四
百
五
L

と
み
る

と
、
新
の
一
七
戸
と
あ
わ
せ
て
四
二
二
戸
、
こ
れ
を
線
口
数
二
、

O
六

回
に
溺
隠
さ
せ
る
と

一
戸
四
・
九
ロ
と
な
り
、
前
節
で
推
定
し
た
西
州

に
な
っ
た
嘗
初
の
一
戸
卒
均
約
四
・
六
日
に
近
い
数
値
に
落
ち
着
く

つ
三
百
五
」
戸
で
は
一
戸
六
・
四
日
、
「
五
百
五
」
戸
で
は
一
戸
四

ロ
弱
〉
。
ま
た
文
書

ω(資
料
B
)
で
は
新
奮
あ
わ
せ
て
、
か
り
に
一
、

二
五

O
ロ
と
し
て
一
戸
卒
均
四
・
ム
ハ
ロ
で
割
る
と
、
約
二
七

O
と
い
う

数
値
が
算
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

〈
お
)
骨
田

ω文
書
(
資
料
C
〉
は
「
永
徽
二
年
後
」
で
戸
籍
の
作
成
に
連
動

し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
永
徽
四
年
(
葵
丑
、
六
五
三
〉
作
成
の

線
が
考
え
ら
れ
る
。

(
M
C
ち
な
み
に
吐
魯
番
文
書
中
の
五
回
に
か
か
わ
る
部
分
を
示
し
て
お
こ

h

フ。
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間
五
圏
、
所
通
路
/
簡
貼
丘
(
冠
弱
、
疾
/
病
等
諸
色
、
不
有
/
加

減
隠
浸
透
漏
、
/
具
室
己
不
、
ヲ
/
?
示
/
(
「
唐
史
街
智
牒
潟

軍
圏
黙
兵
事
」
呂
、
叶
〉
忽

E
H
『
文
書
』
六
朗
五
六
二

t
一一一頁・

『
園
文
』
参
二
八
六
頁
〉

牒
件
検
五
園
謄
来
月
一
日
一咽
門
川
ノ
合
陪
番
人
姓
名
如
前
、
謹
牒

/

(
「唐
五
園
通
蛍
圏
番
兵
姓
名
牒
」
誌
吋
〉
宮

gH
『
文
書
』
七

加
一
八
二
頁
・
『
図
文
』
参
三
九

O
頁〉

爾
文
書
と
も
垂
扶
年
閲
か
そ
の
直
前
こ
ろ
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
な

お
前
文
書
の
五
圏
は
、
押
字
句
・
?
や
同
基
出
土
の
他
文
書
な
ど
か
ら

前
庭
府
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
〈
註
(
ロ
)
唐
長
孫
「
吐
魯
番
文
書
中

所
見
的
西
州
府
兵
」一一一
一一

l
一
一
一
頁
、
参
照
)
。

(
お
〉
前
担
問
註
(
泊
)
の
、
垂
扶
段
階
で
前
庭
府
が
五
府
で
あ
っ
た
こ
と
も
同

援
な
援
態
を
示
す
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。

(
叩
山
)
英
文
弼
著
『
高
昌
堵
集
(
檎
訂
一
本
〉
』
〈
中
園
科
皐
院
、
一
九
五
一

年
)
穆
文
九
七
頁

・
図
版
印
。

(
初
出
)
段
後
印
・
劉
合
心
「
唐
西
州
岸
頭
府
果
毅
都
尉
楊
敏
墓
誌
考
」
(
『
文

博
』
一
九
九
二
|
一
〉
参
照
。
嘗
論
文
に
は
穆
文
が
載
り
、
拓
本
は

『
階
唐
五
代
墓
誌
集
〈
陸
〉
編
』
の
険
西
巻
第
三
朋
(
天
津
古
籍
出
版

社
、
一
九
九
一
年
)
二
七
・
二
八
頁
に
載
る
。
な
お
楊
敏
墓
か
ら
は
、

本
人
の
墓
誌
二
枚
が
出
土
し
、
本
論
文
の
そ
れ
は
最
初
の
墓
誌
で
あ

る。

(
伺
却
〉
な
お
、
岸
頭
府
の
ラ
ン
ク
問
題
に
か
か
わ
っ
て
、
楊
敏
墓
誌
に
お
け

る
岸
頭
府
果
毅
都
尉
の
と
き
の

「
上
桂
園

・
庚
鏡
豚
開
園
男
」
を
考
え

て
み
る
と
、
上
桂
園
は
正
二
品
で
あ
る
が
、
一
方
の
。
一
勝
開
園
男
。
は

開
園
鯨
公
(
従
一
一
口問
)
か
開
園
男
(
従
五
口
問
)
か
で
は
っ
き
り
し
な
い
。

た
だ
も
う
一
枚
の
楊
敏
墓
誌
に
は
「
庚
鏡
綜
開
園
公
」
と
あ
る
。
こ
れ

で
あ
れ
ば
開
園
豚
公
は
従
二
口
問
で
あ
る
か
ら
、
土
佐
図
と
な
ら
べ
て
読

明
が
つ
く
。
と
す
る
と
、
動
官
と
雷
位
が
と
も
に
高
く
な
っ
て
岸
頭
府
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の
ラ
ン
ク
と
削
割
腹
せ
ず
、
白
須
氏
の
い
う
よ
う
な
肩
書
か
ら
軍
府
の
地

位
を
確
定
す
る
作
業
(
前
掲
註
(
日
)
論
文
)
の
む
つ
か
し
い
こ
と
が
わ

か
る
だ
ろ
う
。

〈m
却
)
前
掲
註
(
8
〉
侯
燦
「
墓
誌
銭
」
の
録
注
一
四

O
。

(
紛
)
例
え
ば
、
「
麿
永
隆
元
年
(
六
八

O
)
軍
圏
際
信
用
記
注
所
属
衛
士
征

鋲
様
人
及
勅
官
銭
符
諸
色
事
」
(
叶
ω
吋
〉
宮

E
H
『
文
書
』
六
崩
五
四
六

J
五
五
八
頁

・
『
園
文
』
参
二
七
九
J
二
八
四
頁
〉
は
、
あ
る
軍
園
の

術
土
の
征
銀
・
勅
官
を
記
し
た
名
簿
に
相
賞
す
る
が
、
そ
こ
に
載
る
の

が
六
二
人
(
軍
府
官
一
一
人
は
除
く
て
う
ち
わ
か
る
範
圏
の
四
一
人

中
、
安
西
銀
に
六
人
(
う
ち
一
人
は
別
年
勤
務
〉
、
庭
州
銀
に
二
人
、

迭
波
斯
王
〈
調
露
元
H

六
七
九
)
に
四
人
な
ど
と
な
り
、
衛
士
が
霊
扶

以
前
に
大
量
に
西
州
外
に
出
て
い
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
前
庭

府
衡
土
の
張
海
歎
(
「
唐
麟
徳
二
年
(
六
六
五
)
張
海
敵
・
白
懐
洛
貸

銀
銭
契
」

E
吋
〉
ロ
白
血
『
文
書
』
六
加
四
一
四
頁
・
『
園
文
』
参
一
一
一
四

頁
〉
の
名
が
、
「
唐
古
同
宗
某
年
西
州
高
昌
豚
左
君
定
等
征
銀
及
諸
色
人

等
名
籍
」
(
誌
、
叶
〉
y
h
g
H

『
文
書
』
七
加
一
七
三
頁
・
『
図
文
』
参
一
一
一

八
六
頁
)
に
、

口
入
金
山
道
行
未
還
左
君
定
何
善
智
氾
和
定
/
鴻
住
ミ

翠
武
通
張
海
激
/

と
み
え
、
そ
の
彼
に
銀
銭
を
貸
し
た
同
じ
く
前
庭
府
街
土
の
左
憧
葱
の

場
合
、

麟
徳
二
年
八
月
十
五
日
、
西
城
道
征
人
組
圃
ア
胡
、
於
同
行
人
左

憧
葱
逸
、
貸
取
鳥
練
/
参
疋
、
其
練
廻
還
到
西
州
拾
日
内
、
還
/

練
使
了
、
:
:
(
「
唐
麟
徳
二
年
(
六
六
五
〉
越
醜
胡
貸
練
契
」

E
H，
〉
豆
島
『
文
書
』
六
加
四
二
一
頁
・
『
園
文
』
一
一
一
一
一
一
頁
〉

と
あ
る
よ
う
に
、
同
じ
年
に
衡
土
で
金
山
道
や
西
域
道
に
出
て
い
る
の

が
わ
か
る
が
、
こ
う
し
た
事
例
で
も
衡
土
の
ま
と
ま
っ
て
軍
府
か
ら
滋

遣
さ
れ
た
と
は
確
認
で
き
な
い
。

(

4

)

骨
白
文
書
の
年
代
の
確
定
は
む
つ
か
し
く
、
小
笠
原
・
西
村
雨
氏
の
解

設
も
、
伎
身
の
置
か
れ
た
の
が
六
六
五
年
(
麟
徳
二

)
l六
七

O
年

(
威
亨
元
)
と
六
七
九
年
(
調
一露
元〉

J
関
元
年
聞
で
あ
っ
た
と
い
う

だ
け
で
あ
る
(
註
(
3
〉
論
文
一
四
六
頁
〉
。
た
だ
大
谷
文
書
の
衡
土
関

係
文
書
は
ほ
ぼ
武
后
期
か
ら
関
元
初
以
前
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
し
か
も

嘗
文
書
で
は
則
天
文
字
が
み
え
な
い
。
と
す
る
と
こ
れ
は
武
后
後
|
開

元
初
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
な
お
文
中
に
み
え
る
「
員
外
折
衝
康

延
」
と
同
名
が
、
高
宗
の
龍
朔
三
年
(
六
六
三
〉
後
に
な
る
「
唐
西
州

高
昌
豚
授
田
簿
」
(
由
日
吋
〉
冨
お
『
文
書
』
六
朋
二
六
三
頁
・
『
園
文
』

参
一
四

O
頁
)
に
み
え
る
こ
と
も
、
参
考
ま
で
に
指
摘
し
て
お
く
。

(
必
)
『
玉
海
』
巻
一
三
八
所
載
「
鄭
侯
家
俸
」

其
成
透
者
、
奮
制
三
年
而
代
、
後
以
拙
刀
於
途
路
、
乃
募
能
更
佳
三

年
者
、
賜
物
二
十
段
、
謂
之
召
募
、
途
令
諸
軍
皆
募
、
謂
之
健

児、

な
お
防
人
三
年
の
明
確
な
規
定
は
ど
こ
に
も
み
え
ず
、
唯
一
こ
の
「
都

侯
家
俸
」
か
ら
存
在
が
う
か
が
わ
れ
る
だ
け
で
、
質
際
ど
こ
ま
で
正
規

の
も
の
と
扱
っ
て
よ
い
か
検
討
の
徐
地
の
あ
る
こ
と
も
附
記
し
て
お
き

た
い
。

〈
刊
日
〉
前
掲
註
(
ロ
)
の
程
喜
森
著
『
漢
唐
燦
燦
制
度
研
究
』
二
五
一
一
貝
で

は
、
「
西
州
蜂
二
十
六
所
」
と
み
て
い
る
。

(
川
岨
〉
『
新
唐
書
』
品
位
四
九
下
・
百
官
志
四
下
、
銀
特
の
篠

毎
防
人
五
百
人
魚
上
銀
、
三
百
入
信
用
中
銀
、
不
及
者
信
用
下
銀
、
五
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十
人
魚
上
成
、
三
十
入
信
用
中
成
、
不
及
者
魚
下
成
、

(
必
〉
た
だ
唐
西
州
治
下
で
比
較
的
早
い
時
期
の
も
の
と
み
ら
れ
る
「
唐
西

州
蒲
昌
勝
下
赤
亭
蜂
帖
信
用
銀
兵
糧
事
」
(
ミ
吋
〉
忌
叶
∞
『
文
書
』
四
燭

九
六
頁
・
『
園
文
』
京
五
六
頁
)
に
は
、

川

U
帖
赤
亭
峰
/
ハ
U
酎

/
H
U赤
亭
銀
丘
(
十
円
リ

h
U函
数

給
詑
上
門
川
/

と
あ
る
よ
う
に
、
赤
亭
鎮
の
銀
兵
の
う
ち
一

O
人
徐
が
赤
亭
一
俸
に
か

か
わ
っ
た
と
も
と
れ
な
く
は
な
い
記
事
が
み
え
る
が
、
確
か
な
こ
と
は

わ
か
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
こ
の
記
事
の
存
在
だ
け
を
指
摘
し
て
お
く
こ

と
に
す
る
。

(
日
明
)
程
惹
森
前
掲
註
(
ロ
)
書
二
九
四
頁
で
は
、
「
武
周
残
牒
信
用
諸
蜂
守
捉

事」

Q
N吋
〉
冨
冨
斗
『
文
書
』
八
筋
四
二
四
頁
・
『
画
文
』
態
二

O
三

頁
)
に
あ
る

(
月
)

l
u七
十
人
叉
奉
三
@
円
ハ
/
ハ

U
十
人
諸
蜂
守
捉
門
什
/

の
記
事
を
引
い
て
、
あ
る
西
州
の
折
衝
府
が
七
十
人
の
府
兵
を
諸
蜂
に

お
よ
そ
十
人
ず
つ
配
給
し
た
文
意
と
と
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
で

は
、
折
衝
府
の
府
兵
に
か
か
わ
る
文
書
と
言
い
切
る
こ
と
に
は
無
理
が

あ
り
、
十
人
の
前
に
も
数
字
が
あ
っ
た
可
能
性
も
残
る
。
第
一
、
各
蜂

十
人
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
氏
の
重
視
す
る
「
蜂
式
」
の
八
人
の
原
則

と
も
抵
鯛
す
る
こ
と
に
な
る
。

(
円
引
)
蒲
昌
府
文
書
に
は
さ
ら
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
蒲
畠
府
を
介
し
て
燦
燦

に
兵
員
が
汲
遣
さ
れ
た
事
例
も
残
さ
れ
て
い
た
(
日
比
野
・
文
書
四
三

人
小
嶺
蜂
王
威
遥
/

人
狼
泉
蜂
主
帥
宋
光
智

思
智
/

571 

越
息
恭

呂
門
/
淳
子
端
住

康
天
賓

李
/
長
探
虞
候

安

活

人
羅
護
蜂

上
木
/

一
人
赤
亭
銀
本
一
白
子
/

四

人

塞

亭

峰

康

口

住

氾

申

才

氾

立

成

張

守

仁

/

蛍
名
簿
で
は
各
燐
に
か
か
わ
る
府
兵
人
数
が
一

J
五
人
と
分
か
れ
る
。

こ
れ
を
一
鋒
で
卒
均
す
る
と
一
一
一
人
ほ
ど
と
な
る
が
、
た
だ
こ
の
よ
う
に

一
人
か
ら
始
ま
っ
て
人
数
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
こ
と
は
、
単
な
る
名
簿

と
は
み
な
せ
な
い
。
そ
れ
に
上
限
が
五
人
と
な
る
蜂
が
あ
る
。
こ
れ

は
、
右
の
「
蜂
式
」
で
い
う
緊
急
時
の
迫
加
衡
土
(
衛
兵
)
五
人
の
場

合
と
同
じ
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
そ
の
さ
い
補
充
の
人
数
が
各
蜂
一
定

し
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
先
立
っ
て
あ
る
敷
の
府
兵
が
配
置
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
だ
ろ
う
。

(
川
崎
)
な
お
『
遁
典
』
巻
一
五
二
・
兵
五
「
守
担
法
L

蜂
肇
の
僚
に
も
こ
う

あ
る
。

一
蜂
六
人
、
五
人
魚
峰
子
、
沼
知
更
刻
、
観
視
動
静
、
一
人
蜂

率
、
知
文
書
・
符
牒
・
縛
牒
、

(
川
叩
〉
程
憲
森
氏
は
著
書
(
前
掲
註
(
ロ
〉
)
の
附
録
で
金
雇
人
上
像
文
書
を

牧
録
す
る
が
、
こ
の
他
に
も
う
一
黙
後
見
さ
れ
て
い
る
と
い
う
(
註

(

7

)

参
照
〉
。

(
印
)
潰
口
重
園
「
唐
に
於
け
る
爾
税
法
以
前
の
街
役
労
働
」
(
『
東
洋
皐

報
』
二

O
l四
・
二
一

l
一
、
一
九
一
二
三
年
。
の
ち
『
秦
漢
惰
唐
史
の

研
究
』
上
巻
・
東
京
大
事
出
版
舎
、
一
九
六
六
年
所
枚
)
の
第
二
節
2

「
蜂
子
」
、
お
よ
び
日
野
開
三
郎
著
『
唐
代
租
調
庸
の
研
究
』

E
謀
総

篇
上
(
自
家
出
版
、
一
九
七
五
年
〉
四
六

Ol--
一
頁
、
参
照
。
な
お
爾

氏
が
蜂
子
を
雑
筏
と
み
る
論
議
に
置
い
た
の
は
、
養
老
・
賦
役
令
雑
筏
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篠
集
解
の
「
圃
押
云
、
:
:
:
唐
令
燦
燦
云
、
取
中
男
配
修
子
者
、
無
ハ
菟
)

雑
箔
故
也
」
の
一
僚
で
あ
っ
た
(
『
唐
令
拾
遺
』
軍
防
令
三
九
)
。
た
だ

そ
う
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
峰
子
を
雑
衝
を
負
擁
す
る
中
男
の
役
、
あ

る
い
は
峰
子
H
H
雑
衝
と
決
め
つ
け
る
の
は
早
計
で
は
な
い
か
。
こ
の
文

面
は
、
成
丁
が
峰
子
に
つ
く
こ
と
を
骨
自
然
の
前
提
に
お
き
、
そ
の
う
え

に
一
八
歳
以
上
の
中
男
ま
で
封
象
を
庚
げ
る
こ
と
が
で
き
る
、
な
ぜ
な

ら
雑
箔
と
い
う
役
を
課
さ
れ
た
存
在
だ
か
ら
、
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
従
来
の
解
穫
は
吐
魯
番
文
書
な
ど
か
ら
再
検
討
の
徐
地
が
あ
る
だ

ろ
う
。

(
日
〉
前
掲
註
(
幻
)
菊
池
論
文
の
五
三
六
J
七
頁
に
嘗
文
書
の
詳
し
い
謬
文

が
載
り
、
参
考
に
な
る
。

(
臼
)
こ
の
他
、
日
比
野
・
第
M
蒲
昌
府
文
書
も
注
目
さ
れ
る
。

一剛
一三
月
日
郭
才
感
僻
、
/
感
去
年
十
一
月
番
、
嘗
懸
泉
蜂
長

探
、
/田
五
日
夜
三
更
被
成
、
其
時
歩
走
告
報
/
蜂
成
城
盛
、
震

雪
深
石
態
、
因
即
雨
脚
/

日
比
野
氏
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
開
元
二
年
三
月
に
出
さ
れ
た
府
兵
郭
才

感
の
上
申
文
書
で
あ
る
。
か
れ
は
昨
年
(
開
元
元
年
)
十
一
月
番
で
長

探
と
な
り
、
賊
の
侵
攻
を
報
告
す
る
さ
い
に
雨
脚
に
傷
を
負
い
、
そ
の

た
め
本
年
三
月
に
な
っ
て
勤
務
に
つ
け
な
い
こ
と
を
申
し
出
た
と
な
ろ

う
。
こ
の
一
一
一
月
に
申
し
出
た
こ
と
を
、
本
来
か
れ
が
三
月
番
で
あ
っ
た

か
ら
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
か
ら
も
五
か
月
一
番
の
五
番

制
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
(
閏
二
月
を
加
え
る
〉
。

(
日
)
「
武
周
天
山
府
符
篤
迫
校
尉
己
下
並
園
佐
等
分
番
到
府
事
」
(
誌

吋
〉
呂
町

S
『文
書
』
九
朋
三
頁
・
『
園
文
』
態
二
五
一
頁
〉
で
天
山
府

の
校
尉
(
園
)
以
下
を
動
か
す
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
、
「
分
震
五
番
」

の
語
が
み
え
る
が
、
こ
れ
は
五
番
制
と
結
び
つ
け
ら
れ
な
い
だ
ろ
う

.刀

〈
臼
〉
『
遁
典
』
径
三
五
・
職
官
一
七
・
旅
秩

銀
成
之
官
、
以
銀
成
上
中
下
信
用
差
、
上
銀
終
給
伎
身
四
人
、
中
下

鎖
絡
・
上
銀
副
各
三
人
、
中
下
銀
副
各
二
人
、
倉
曹
・
丘
(曹
・
成

主
副
各
一
人
、
其
伎
身
十
五
日
一
時
、
牧
資
六
百
四
十
、

こ
の
「
枚
資
六
百
四
十
」
文
に
つ
い
て
、
小
笠
原
・
西
村
雨
氏
は
「
一

時
」
の
前
に
「
一
替
」
が
入
る
は
ず
と
し
た
う
え
で
(
『
六
典
』
巻
六
・

刑
部
比
部
郎
中
)
、

一
時
H

一
季
(
三
月
)
分
の
納
資
額
と
み
る
(
前

掲
詮
(

3

)

論
文
一
四
六
頁
〉
。
他
方
、
程
喜
森
氏
は
吐
魯
番
文
書
面
か

ら
、
そ
の
半
額
に
あ
た
る
三
二

O
文
を
一
五
日
分
と
解
す
る
。

(
日
〉
『
新
唐
書
』
巻
五
五
・
食
貨
志
五

折
衝
府
官
則
有
伎
身
、
:
:
:
皆
十
五
日
而
代
、
:
:
:
都
護
府
不
治

州
事
亦
有
伎
身
、
:
:
:
皆
取
於
防
人
衛
士
、
十
五
日
市
代
、
宿
衛

官
三
品
以
上
伎
身
三
人
、
:
:
:
取
於
番
上
術
土
、
役
而
不
枚
謀
、

(
日
)
宮
崎
市
定
「
唐
代
賦
役
制
度
新
考
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
一
四
|
四
、

一
九
五
六
年
。
の
ち
『
ア
ジ
ア
史
論
考
』
中
・
朝
日
新
聞
社
・
一
九
七

六
年
、
『
宮
崎
市
定
金
集
』
八
・
岩
波
書
庖
・
一
九
九
三
年
に
所
枚
)
。
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ＡRE-EXAMINATION OF THE Ｆ£７･BINGSYSTEM

府兵制INTHE TANG PERIOD―A HISTORICAL AND

　

GEOGRAPHICAL ANALYSIS OF ZHE-ＣＨＯＮＧ■FU

Otagi Hajime

　　

The ｚfie-ｃｈｏｎｇ-ｆｕ折衝府, which supported the Ｔａｎｇｆｕ-binｓ　ｓystem,

numbered more than Siχ hundred and were scattered throughout the country･

They were, however, concentrated at specially fiχed sites. If we ｅχamine

the individuａ＼　ｚｈｅ-ｃｈｏｎｇ-ｆｕ　＼ｎtheir historical and geographical detail, we

find that many of them were established at fortresses built at strategic points

during the period of warfare from the division of the Bei-Wei 北魏to the

founding of the Tang empire. We also find that the function of the ｚhc-

ｃｈｏｎｇ-fｕ■ｗａｓnot only concerned with the draft, drill and rotating capital

guard, but in addition they served as military bases from which to carry out

the daily rule of law.

Ａ STUDY OF THE EXPANSION OF THE Ｆ£I-BING

　

府兵MILITARY SYSTEM AND THE SOLDIERS

　　　

INVOLVED IN THIS IN TANG-DYNASTY

　　　　　　　　

XI-ZHOU西州PROVINCE

　　　　　　　　　　　　

Kegasawa Yasunori

　　

Following its destruction of the Qu state of Gaochang 麹氏高昌國in

Zhenguan貞観14 (640), the Tang transformed this area　into χi-Zhou

province and established it as an important point in the control 0f the

Western Territories and the Silk Road. Following the conquest, the Tang

established four:Ｚｈｅｃｈｏｎｇ一か折衝府(districtmilitary headquarters) within

the new province and implemented the conscription of the local populace to

serve as soldiers in the加b緬ｇ system.　This paper is an analysis of the

actual workings of theか-bing　ｓystem and the true status of the soldiers in
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it via an examination of records found in Turfan.　It also highlights

specific ａぷects of the working of the Ｔａｎｇｆｕ-ｈｉｎｇ　ｓystefti,with particular

attention paid to the actual circumstances of the soldiers involved in this

system.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｊ

　　　

Among the several points con丘rmed in this paper are, first, that the

fouｒ Ｚｈｅｃｈｏｎｇ-ｆｉぷwere established earlyバin the period of Tang control

and

　

that

　

the

　

total

　

soldiers

　

involved

　

in

　

it

　

numbered

　

some

　

three

thousand.しSecond, these soldiers were referred to ,as Weishi衛士(imperial

guards), but they actually served five one-n!onth-long tours of duty in the

lookout posts and signal towers within the province・rather･ than in the

capita､1. . Third, it may thus be surmised that the duties of these soldiers

ｗ＆ｅ less onerous than those of peasant farmers, and that their social status

was, moreover, higher than the latter.･Recognition ｏｆ･this principle of the

separation of soldier and peasant―the soldier and the peasant-farmer did

not‘occupy the same role―makes it possible to rede丘ne the fundamental

character of the Tang み-bingｓystem from this vantage point.

THE SYSTEM OF COMMUNICATION OF THE

DECREE OF Ａ･KING IN THE GAOCHANG 高昌

　　　

KINGDOM OF THE QU ,麹DYNASTY

Shirasu Joshin

　　

The Gaochang kingdom･uiiSer the Qu dynasty (A. Ｄ, 501-640) was ａ

small kingdom in Central Asia, influenced by Chinese culture.　ぺA''ithin

thisﾆtihgdom. any order received from the king ＷａＳ･‘made血tｏａ pirelimi-

nary- government document known as ling令These were rewritten as

ＭＵＯ諾; "a word of sanction by the king"j by high- o伍cials in the menがα

門下branch ｏｆﾆthegovernment structure. These officials would then･send

tｈｅがuo to the Relations department of thりｈａｎｇｓｈｕ　t＾書,which functioned

as another branch of the government. That department issued ａ document

naming the person in charge (called ｓｉｍａｚｈｕｚhe司馬主者in Ｊｕｎχian郡

蘇)ｗｈＯごべArasresponsible･for carrying‘ｏｕt゛thematter that had bee江ordered.;
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